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Chapter 1. 設置の趣旨及び必要性 

１ 設置の趣旨 

あらゆる健康レベルにある社会において生活する人を対象に、その身体及び生活機能の障害
の回復や維持向上に取り組むと同時に多職種協働（IPW）やチーム医療が行われる重要な学問で
ある保健医療学の学問的基盤を熟知し、平成 17 年度答申（新時代の大学院教育―国際的に魅力
ある大学院教育の構築に向けて―答申、平成 17 年 9 月 5 日）で示された大学院の４項目の人材
養成機能の中で、第１項目の「創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の養成」、第2 

項目の「高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成」と、第３項目の「確かな教育能
力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成」に基づいて、さらなる創造性に満ちた研究・開発能
力を有し、保健医療学における多彩な研究を遂行可能な研究者や、医療施設、保健施設、行政、地
域で保健医療学の実践に携わる多彩な職種の中で中心的役割を担える管理・指導能力を有する
高度専門職業人や、保健医療学分野の大学において確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた教
員を養成する。 

平成 27（2015）年４月に湘南医療大学保健医療学部(以下、本学)は、「人を尊び、命を尊び、

個を敬愛す」を大学の理念に掲げて設立し、以来教育内容の充実を図り、保健師、看護師、理学
療法士及び作業療法士の養成教育を行ってきた。平成 30（2018）年 4 月に完成年度を迎えるに

当たり、保健医療学部の教育方針を引き継ぎ、基礎教育の土台の上に立ち、教育研究成果と将来
の発展を踏まえて、知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養を背景にし、平成 17 年度答

申にある大学院の機能のひとつである高度専門職業人の養成を目的に大学院保健医療学研究科
保健医療学専攻修士課程を平成 31(2019)年 4 月に開設し、計画通りに令和 2（2020）年度に完

成年度を迎えた。一方、超高齢化社会の進展に伴い、医療系人材の需要は今後も高く、高度専門
職業人の養成と同時に、保健医療学において、さらなる創造性に満ちた研究・開発能力を有し、
多彩な研究を遂行可能な研究者と、保健医療学の実践において管理・指導能力を有する高度専門
職業人、ならびに確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成が求められている。そ
のため、後期 3 年の博士課程として、修士課程を修了した学生を対象に、更に高度な専門性を身

につけた研究者、高度専門職業人、大学教員の養成を目的に、保健医療学研究科保健医療学専攻
博士後期課程（以下、本研究科）を令和 6（2024）年 4 月に設置する。 

２ 設置の背景 

少子ならびに超高齢化で、保健・医療・福祉に関わる人材不足が顕著になり、これらの分野で
は医療施設における疾病の診断・治療にとどまらず、地域での疾病予防活動、在宅での看護等、
医療施設の枠を超え、その地域内での保健・医療・福祉にかかわる医師、歯科医師、保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士等の多職種の連携した医療活動の必要性が増大しており、
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これら専門医療人の資質を高める必要がある。そのため、保健医療学の学問的基盤を熟知し、保
健医療に関わる高度専門職業人として、医療施設、保健施設、行政、地域で高度の専門性を生か
しチーム医療の中心として指導的役割を担う人材を育成する目的で、保健医療学 1 専攻で保健
医療学の根幹の研究領域として、健康増進・予防領域、心身機能回復領域、助産学領域で構成さ
れる保健医療学研究科修士課程を平成 31(2019)年 4 月に開設し、計画通りに令和 2（2020）年
度に完成年度を迎えた。その間、概ね本学修士課程はアドミッション・ポリシー、ディプロマ・
ポリシーにふさわしい人材を適正に確保し養成してきた。 

さらに、令和４（2022）年度には健康増進・予防領域に高度実践看護師（がん看護）教育課程
が開設され、感染看護の高度実践看護師教育課程も申請中である。 

元来、「保健医療学」は、文部科学省学科系統分類表の大学院（研究科）保健に示されている
「保健学」、「衛生学」、「医療技術学」、「助産」に相当し、幅広い分野を含む学門体系である。そ
の為、「保健医療学」を究めるには、保健医療学にとどまらない多彩な幅広い学識を持ち、自ら
創造性豊かな優れた研究・開発能力を有して、高度な研究活動を実践する事が出来る能力が求め
られる。 

一方、「保健医療学」を専攻する医療系人材の養成に携わる大学教員ヘの需要は高く、現に本
学修士課程修了生も看護系大学の教員に就任している。この医療系人材の養成にかかわる基礎
教育の充実に向けた大学教員の養成は急務である。前述したように、「保健医療学」は、幅広い
分野を含む学門体系である。その為、保健医療学を専攻する学生の教育に携わる教員には、保健
医療学にとどまらない多彩な幅広い学識を持ち、創造性豊かな優れた研究・開発能力を有して、
高度な研究活動を実践する事が出来る能力が求められると同時に、大学の学生教育に通暁し、学
生の主体的な学びを促す教育法、授業運営に秀でた能力が求められる。 

保健医療学部（学士課程）ならびに研究科（修士課程）では、一貫して保健医療学に携わる人
材育成に努めており、一定の評価が得られている。この本学に於ける保健医療学の教育の成果を
更に高い水準とするためには、大学院博士後期課程の設置が必要とされており、研究者と、高度
専門職業人と大学教員の養成を目的に、本研究科を令和 6 年（2024）年 4 月に設置する。 

３ 保健医療学１専攻 2 領域（看護学、リハビリテーション学）の編成及び区分制 3 年の
博士後期課程とする背景 

我が国の大学院制度は、博士課程の編成方法について前期二年と後期三年の課程に区分して
編成することも、区分を設けず五年一貫の博士課程として編成することもできる制度である。修
士課程（保健医療学専攻）では、湘南医療大学保健医療学部に於ける保健師、看護師、理学療法
士及び作業療法士の養成教育を基盤として、高度専門職業人を養成してきた。学士課程、修士課
程で、一貫して保健医療学の学門体系からの教育を施行しており、特に修士課程は、近年の我が
国における劇的な保健医療を取り巻く環境に対応して、「地域の保健・医療・福祉・教育に関す
る課題を科学的に探究・解明する方策を修得し、あるいは疾病を伴う人々の社会医療サービスの
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創造を可能とする高度専門職業人」を育成するには、学士課程での「看護学」あるいは「リハビ
リテーション学」を、より広範で普遍的なカテゴリーである「保健医療学」に含まれる（健康増
進・予防領域）（心身機能回復領域）（助産学領域）において学修し、個々の専門職種が、たとえ、
看護師あるいは理学療法士・作業療法士であっても、各々の分野を超えて「保健医療学」の観点
に立脚した連携や協働活動ができる人材が必要とされる為、保健医療学１専攻 3 領域とした。

修士課程 3 領域での学際的教育研究の成果をもって、看護職または、リハビリテーションに従
事する高度専門職業人は、多職種連携（IPW：Interprofessional work）に参画し、サービス利用
者（患者・家族）の利益を第一に、広汎的・総合的・包括的な保健医療福祉ケアの実践を行って
いる。様々な専門分野の考え方や技術を要するため専門分野の枠の拡大が求められる一方、その
実践をより高度な協働実践へと発展させるには、学問領域を保健医療学の「実践的な学問分類」
に絞り、看護ケアまたは、リハビリテーション医療に貢献する専門の研究者または教育者（大学
教員）※1 を養成する必要がある。 

※1「博士課程を、確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成を行う課程」（文部科学省：

「博士，修士，専門職学位課程の目的・役割の焦点化」より一部抜粋） 

そのため、本研究科は、区分制の前期 2 年の修士課程の教育・研究の分野（保健医療学 3 研究
領域）を深化させ、「知」をもって社会に貢献することまでを使命に、専門性、普遍性と接続性、
多様な専門性及び発展性を踏まえた学問の専攻（実践的な保健医療学）を共通の価値とする研究
対象領域を「看護学」および「リハビリテーション学」領域に集約し、知のプロフェッショナル
の研究者、高度専門職業人、教育者を育成するために、現在の保健医療学専攻に、看護学、リハ
ビリテーション学 2 研究領域の区分制 3 年の博士後期課程を設置する。【図 1】 

具体的には、看護職ならびにリハビリテーション従事者を対象に、保健医療における看護学、
リハビリテーション学の研究者、高度専門職業人、大学教員を養成する教育目標を定め、カリキ
ュラム・ポリシーも知のプロフェッショナルとして、研究能力・コミュニケーション能力、多職
種協働における管理 ・指導能力、教育実践能力、及び高い倫理観を備えた人材を育成する。

なお、看護学領域では健康支援ケアシステム学、地域生活ケアシステム学、生涯発達ケアシス
テム学の教育研究を行い、リハビリテーション学領域では地域生活支援学、身体機能支援医療学
の教育研究を行うこととなるが、この教育体制を可能とする教員組織が構成されている。すなわ
ち、研究科長の他に博士の学位を有する教員 25 名、領域別では、看護学領域 12 名、リハビリ
テーション学領域 13 名であり、それ以外の教員も教育研究や実務の場で豊富な経験・実績を有
していることから、本研究科博士後期課程の教育研究が充分施行可能である。
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図 1 学部から大学院（修士課程・博士後期課程）に至る人材養成プログラム 
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４ 設置の必要性 

（１）保健・医療・福祉・教育をとりまく社会的要請

ア 国が策定した地域医療構想実現に向けて

国は、平成 37（2025）年のあるべき医療提供体制を実現するために「地域医療構想」（地域医
療ビジョン）を策定し、病床の機能分化・連携を進めて目指すべき医療提供体制を実現するため
に、地域医療、五疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患）、五事業（救急医
療、災害医療、へき地医療、周産期医療及び小児救急医療を含む小児医療）の対応を重点として
いる。そして、その重点項目を克服するために、医師、歯科医師、薬剤師、看護職、リハビリテ
ーション関連職種、医療ソーシャルワーカー、介護、福祉（児童、障害等）、教育、就労等に係
わる専門職人材確保を必要としている。湘南医療大学は、学部ならびに修士課程共に、保健師、
看護師、助産師（修士課程にて）、理学療法士及び作業療法士を対象に、医療現場において異な
る分野を専門とする医療系人材による「チーム医療」、「多職種協働」を推進する保健医療学の学
問的基盤を熟知した専門医療人を養成してきており、この「地域医療構想」の推進に不可欠な人
材を育成してきた。この人材養成のニーズは高く、さらなる人材確保の為には、人材育成そのも
のを担う大学教員の確保が必要である。文科省は、大学教員の養成を行う課程として、「博士課
程を、確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成を行う課程」と定めており、この
大学教員と研究者等の養成の求めに対応し、卓越した学識を有して、管理・指導能力に長けた高
度専門職業人の養成を目的に本研究科を設置する。

イ 神奈川県における保健医療計画との関連

神奈川県では、必要なときに身近な地域で質の高い医療や介護を受けられるだけでなく、超高
齢社会を乗り越えるため、健康寿命日本一と新たな市場・産業の創出を目指すヘルスケア・ニュ
ーフロンティアを推進しており、その中で、高齢になっても元気に生き生きと暮らせるように、
健康寿命の延伸を目的とした「かながわ未病改善宣言」を公表し、「食・運動・社会参加」を中
心とする県民運動としてライフステージに応じた未病を改善する取り組みを進めている。こう
した背景で、平成 25 年 3 月に策定した第 6 次神奈川県保健医療計画に続いて、第 7 次神奈川県
保健医療計画（2018〜2023 年）を平成 30（2018）年 3 月に策定した。この第 7 次神奈川県保
健医療計画（2018〜2023 年）の骨子は、①総合的な救急医療、精神科救急、災害時医療、周産
期医療、小児医療の提供体制の整備・充実、②5 疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、
糖尿病及び精神疾患）について、症状の経過や病態に応じた適切な医療・介護・福祉を提供する
とともに、切れ目のない連携体制の構築、③未病対策等の推進、④地域包括ケアシステムと在宅
医療の推進、⑤医療従事者の確保・養成、⑥地域医療構想の推進である。 

本学では、第 6 次神奈川県保健医療計画の策定に関連して、保健医療に関わる高度専門職業人
として、指導的役割を担う人材の育成を目指して、2019 年 4 月に保健医療学研究科保健医療学
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専攻修士課程を設置し、既に県内の様々な領域で指導者として活躍している。また、第 7 次神奈
川県保健医療計画では、「かながわ未病改善宣言」に示されるように、特定の疾患を対象とする
のではなく、より広く健康そのものを対象としている。そのためには、保健医療に携わる人材養
成を目的としている本学において、より広い領域をも包括可能な能力を有する人材、すなわち、
平成 17 年度答申（新時代の大学院教育）で提言されている創造性豊かな優れた研究・開発能力
を持つ研究者や、管理・指導能力に秀でた高度専門職業人、ならびに確かな教育能力と研究能力
を兼ね備えた教員の養成が求められている。神奈川県内の教育施設で、保健医療学の博士課程を
開設しているのは、昭和大学の保健医療学専攻の定員 4 名のみであり、近縁領域の専攻課程であ
る神奈川県立保健福祉大学の保健福祉学専攻の定員 5 名を含めても、保健医療学を専攻する研
究者、高度専門職業人ならびに大学教員の新たな養成課程が必須である。今回、この大学教員の
養成と、管理・指導能力に長けた高度専門職業人と研究者等の養成を目的に本研究科を設置する
ことによって、神奈川県の地域的教育環境から見ても社会的意義がある。 

ウ 横浜市における保健医療計画との関連

横浜市の高齢化率（65 歳以上の老年人口の総人口に占める割合）は、全国や神奈川県全体よ
りは低いものの、老年人口の増加率は全国を大きく上回り、特に 75 歳以上で顕著となることが
予測されている。地域において中核的な役割を果たす市立病院や地域中核病院等の整備が進み、
救急や急性期を担う医療機関の量的な整備は、ほぼ充足された状況である。しかし、急性期を過
ぎた患者や慢性期で継続的な医療対応を必要とする患者に対応する医療機能については、必ず
しも充足されていない。そのため、予防から生活の場での療養の支援まで可能な、「地域課題解
決力」の強化と、グローバリゼーションの進展による健康問題（感染症、災害、貧困、慢性疾患
など）を意識した医療提供の推進が課題となっている。こういった背景から、横浜市は、2018 年
度を初年度として、2018 年から 2023 年までを計画期間とした「よこはま保健医療プラン 2018」
を策定している。このプランでは、効率的・効果的で質の高い医療提供体制を整え、保健・医療・
介護等の切れ目のない連携に基づく「地域包括ケアシステム」を構築するとともに、子どもから
高齢者まで市民の誰もが将来にわたり横浜で暮らし続けることへの安心を支える医療・保健の
仕組み作りを進めるとある。すなわち、この横浜市の保健医療計画の遂行にも、さらなる人材育
成そのものを担う大学教員の確保が必要である。今回、この大学教員と研究者等、ならびに保健
医療学を基盤とする実践の現場において中心的役割を担う高度専門職業人の養成を目的に本研
究科を設置する。 

（２）本学保健医療学研究科修士課程の実績と保健医療学研究科博士後期課程の必要性
平成 31（2019）年 4 月に設置された大学院保健医療学研究科修士課程は、看護師、保健師、

助産師、理学療法士、作業療法士等として活躍する社会人が多く入学し、各領域における研究に
取り組んできた。修士課程入学者は、平成 31（2019）年 11 名、令和 2（2020）年 8 名、令和３
（2021）年 8 名、令和４（2022）年 11 名で、過去 4 年間の定員充足率は 0.79 である。また、
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修士課程修了者は、令和 2 年度 6 名、令和 3 年度 5 名であり、卒業後も医療施設、福祉施設な

ど、同じ職場に留まり指導者として提供するサービスの質の向上に取り組み、責任ある立場の専
門職として活躍している。また、看護系大学の教員として就任し、医療人材の養成にかかわる基
礎教育の充実に貢献している者もいる。 

大学院博士後期課程の設置に伴い実施しているアンケート調査（「学生確保の見通し等を記載
した書類」参照）では、回答した医療従事者で受験有資格者のうち、28 名（構成比 29％）の者
が、また、他大学院修士課程在籍者のうち、3 名（11％）計 31 名が本学大学院博士後期課程を
受験したい。そして、その内、医療従事者が合格した場合には、17 名（63％）が、他大学院修
士課程在籍者が合格した場合には、1 名（33％）が入学したいと回答している。本学保健医療学

研究科博士後期課程が設置されることは、「保健医療学」分野の大学院博士後期課程への進学の
受け皿となり、本学の大学院教育の一層の充実・強化を図る観点から、優秀な研究者、教育者及
び高度専門職業人を輩出することで、地域で取り組むべき保健医療に関連する重点課題に対し
て体系的かつ集中的に展開を図り、循環していくという役割も期待される。 

また、保健医療学部と保健医療学研究科は、健康問題、機能障害の問題、それを展開する健康
支援が必要な看護実践ケア、心身機能障害とそのリハビリテーション、地域包括ケアシステムに
関連する多職種連携問題等に積極的に取り組み、教育・研究実績を積み重ねてきた。なお、「科
学研究費補助金」等獲得型補助金の採択状況【資料 1】は、2017 年 3 件、2018 年 3 件、2019
年 3 件、2020 年 4 件、2021 年 5 件、2022 年 9 件 計 27 件で、その中には、多職種連携を含

む、地域保健、公衆衛生、機能障害回復も含んでいる。従って、保健医療学研究科博士後期課程
では、次のことに焦点を当てた教育研究をさらに進める。 
① 看護学領域では、看護学分野を中心に保健医療学研究科のリハビリテーション学領域と連
携・協力のもと、独自性(identifiable)、創造性(creative)、自立性(autonomic)、地域連携性
(community-collaborated)を発揮させた保健医療学を基盤とする研究を実践する。本領域に、「健
康支援ケアシステム学」、「地域生活ケアシステム学」、「生涯発達ケアシステム学」の 3 分野を設
け、疾病や治療に伴う健康問題を抱える人々の生活や QOL への影響要因への調査分析、支援を

通した看護実践ケアへの有効性、高齢者への予防的看護家族介入、精神科訪問看護、クリティカ
ルケアにおける患者での多職種連携・協働、救急・災害看護、感染看護、がん患者に対する意
思決定支援、がん患者の QOL の維持・向上などの教育・研究を行う。
② リハビリテーション学領域では、特に理学療法学、作業療法学分野を中心に保健医療学研究科
の看護学領域と連携・協力のもと、独自性(identifiable)、創造性(creative)、自立性(autonomic)、地
域連携性(community-collaborated)を発揮させた保健医療学を基盤とする研究を実践する。本領
域に「地域生活支援学」、「身体機能支援医療学」の２分野を設け、ADL の再獲得、介護予防、生

活支援医療、身体機能に適した動作方法、高次脳機能障害、脳機能回復、中枢神経系疾患の機

能回復、呼吸循環器系障害者の身体運動機能などの教育・研究を行う。



保健医療福祉サービスが多様化し、多職種によるチーム医療が行われている状況において、公
益社団法人日本看護協会、同神奈川県看護協会、公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団法
人日本作業療法士協会、公益社団法人神奈川県理学療法士会、一般財団法人神奈川県作業療法士
会から本専攻に博士後期課程を設置することに賛同【資料 2】が寄せられている。本課程では、

地域が抱える保健医療福祉の課題に対して多職種が連携して実践現場で患者や利用者またはそ
の家族への満足度（LTV※）を高め、サービスの提供ができる高度専門職業人を育成することか
ら当該団体の要望に応えることができる。 

※1 人の患者、利用者が生涯に地域医療や施設へもたらしてくれる価値（life time value）。

５ 養成する人材像と教育目標 

（１）養成する人材像

修士課程では、保健師、看護師、助産師、理学療法士、作業療法士を対象に、 
① 保健医療学の３領域を対象とした学問的基盤を熟知し、保健医療に関わる高度専門知識・

技術を有する臨床実践者の養成
② 臨床的学問探求を培い、地域医療において研究者としての基本的研究手法を修得し、臨床

現場（医療施設、保健施設、行政、地域）で高度な医療専門性を生かしチーム医療の中心
として貢献できる指導者の養成

博士後期課程では、看護職及びリハビリテーション従事者を対象に、 
D-HR① 臨床的学問探求を培い、保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション

学のいずれかの領域のさらなる創造性に満ちた研究・開発能力を有し、多彩な研究を遂行できる
研究者の養成
D-HR② 保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学のいずれかの領域を対

象とした学問的基盤を熟知し、看護学、またはリハビリテーション学の実践において臨床現場
で管理・指導能力を有する高度専門職業人の養成
D-HR③ 保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学のいずれかの領域の学

問的基盤を熟知し、看護学、またはリハビリテーション学の実践において確かな研究能力と教
育能力を兼ね備えた大学教員を養成

上記、看護学領域、またはリハビリテーション学領域のいずれかにおいて学問を修めて研究
者、高度職業人および大学教員の養成を目指すが、主の 3 つの養成機能を具体的に次に示す。 

ⅰ 具体的に、研究者とは、 

地域の保健医療計画における課題に対し、隣接諸科学の知識（普遍的、客観的、再現的、
論理的）と統合して複眼的に探究でき、研究成果を実践現場に還元できる環境がある大学な
どで働く研究者 
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ⅱ 具体的に、高度専門職業人とは、 
地域の保健医療計画において、多職種が抱える課題を理解し、それらを解決するための研

究を実践し、その結果を実践現場で役立てる知識を活用できる保健医療福祉分野で働く実
践現場の管理・指導者 

ⅲ 具体的に、大学教員とは、 
自身の専門能力の開発・理論が実際の社会や実践現場でいかに機能するか、研究活動での

具体的実践を通じて大学で学生に研究及び実践指導を行い、主体的に学修に取り組む重要
性と意義を指導できる教育者 

（２）2 領域における養成する人材像

博士後期課程設置の目的・目標である 3 つの人材育成は、次のように本学博士後期課程の 2 つ
の領域毎に人材像を明確にして育成する。 

① 看護学領域における養成する人材像
看護学領域では、専門的な高度な知識や技能を有し、看護学における研究をさらに深化させる

探究心と洞察力を備え、独創性や自立して研究を行い得る能力と発信力を身に付けた研究者、看
護系大学における教育者、臨床管理・臨床指導能力を身に付けた高度専門職業人として社会を牽
引できる人材を育成する。 

HR-N① 臨床的学問探求を培い、看護学のさらなる創造性に満ちた研究・開発能力を有し、多
彩な研究を遂行し、発信できる研究者 

HR-N② 看護学領域を対象とした学問的基盤を熟知し、看護学の実践において臨床現場で管理・
指導能力を有する高度専門職業人 

HR-N③ 看護学を対象とした学問的基盤を熟知し、看護学の教育や実践において確かな研究能
力と教育能力を兼ね備えた大学教員 

② リハビリテーション学領域における養成する人材像
リハビリテーション学領域では、専門的且つ高度な知識や技能を有し、リハビリテーション学

研究を深化させる探究心と独創性および洞察力を備え、自立して研究を行い得る能力や臨床管
理・臨床指導能力を身に付けた教育者、研究者、高度専門職業人として社会を牽引できる人材を
育成する。 

HR-R① 臨床的学問探求を培い、リハビリテーション学のさらなる創造性に満ちた研究・開発
能力を有し、多彩な研究を遂行し、発信できる研究者 



- 設置の趣旨等(本文) - 10 -

HR-R② リハビリテーション学領域を対象とした学問的基盤を熟知し、リハビリテーション学
の実践において臨床現場で管理・指導能力を有する高度専門職業人 

HR-R③ リハビリテーション学を対象とした学問的基盤を熟知し、リハビリテーション学の教
育や実践において確かな研究能力と教育能力を兼ね備えた大学教員 

（３）教育目標

次に博士後期課程 2 領域に至る育成の過程である修士課程からの教育目標を再掲し、その一
貫性について述べる。 

本学の保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程では、上記の人材を育成するめに、以下の教
育目標（M-EO）を定める。 

M-EO① 保健医療学を基盤に、健康増進・予防、心身機能回復及び助産学に関わる諸問題・課
題を的確に解明する能力を身につけて、創造性かつ実践的な専門的知識・技術を得ることがで
きる。

M-EO② 地域包括医療システムの中で、症例個々に合った疾病予防や診断・治療と QOL 向
上のために、医療専門職との相互理解とチーム医療を推進できる。

以上、上記①②の人材の養成。

本学の保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程では、前述の研究者、高度専門職業
人、大学教員を育成するために、以下の教育目標（D-EO）を定める。 

D-EO① 医療専門職として、臨床的学問探求により多彩な学識を有する創造性豊かな質の高い
研究を行えるための基礎となる豊かな知的学識を培うことができる。

D-EO② 保健医療学を基盤に、看護学、またはリハビリテーション学に関わる諸問題・課題を
的確に解明する能力を身につけて、地域の保健・医療・福祉において管理・指導者として高
度に実践できる。

D-EO③ 教育を担うものとしての倫理を身につけ、学生が主体的に学問に取り組むことの重要
性・意義の涵養、および教育方法の在り方を学ぶ教育を提供ができる。
以上、上記①〜③の人材の養成。

（４）授与する学位と授与の方針（ディプロマ・ポリシー）（DP）

修士課程 
本修士課程では、全ての領域において所定の期間在学し、定める科目の所定の単位を修得し、

高度専門知識を習得し、以下に示す保健医療学に関わる教育研究の資質能力を修得し、修士論文
を作成し、定める試験に合格した学生に修士（保健医療学、Master of Health Sciences）の学位
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を授与する。なお、修士論文は、２年間の学修の集大成と教育課程に位置づけ、健康増進・予防
領域、心身機能回復領域、助産学領域における課題を見いだし、その課題を改善・解決するため
に、学術論文を検索し、これらから得た知見を元に研究計画を立案し、研究を実施する。さらに、
この研究により得られた結果を解析・評価し論文としてまとめて、発表する。 

本修士課程を修了する学生は、次に掲げる資質能力を身につけるものとする。 
共通科目及び専門科目において、身につけるべき素養は以下の M-DP①〜⑥とする。 

M-DP①（専門知識・能力・研究分野以外の人間や社会の多様性への理解）
学際的・多角的な視野に立ち、人文・社会・自然科学など幅広い学問の素養を基に、生命の尊

厳を重視し、「保健医療学」に通暁し、高度専門職業人、研究者として社会的に貢献できる能力
を有している。（修士課程教育目標：①・②に関係） 
M-DP②（実践力・教育活用力）

保健医療学分野において研究ならびに教育的視点を有する専門職として、地域連携できる現
場での臨床実践者、あるいは保健医療関連の教育に携わる能力を有している。 
（修士課程教育目標：①・②に関係） 
M-DP③（研究課題の発見、考察、設定、研究方法の構築）

多様なニーズに基づき、各専攻領域に関わる諸問題・課題を独自に見いだして考察の上、自ら
の研究・課題を計画的に進め、諸課題を科学的に改善・解決する論理的思考、分析評価能力、及
び論理的態度を備えている。（修士課程教育目標：①・②に関係） 
M-DP④（管理・指導力）

保健医療学の実践に携わる多彩な職種の中で高度専門職業人として協働し、患者の状況に的
確に対応した医療を提供できる能力に加え、中心的役割を担える管理・指導能力を有している。
（修士課程教育目標：①・②に関係） 
M-DP⑤（コミュニケーション・表現力）

研究者に求められる論理的なプレゼンテーション・コミュニケーション能力に加え、学術文献
を活用して専門知識等を修得・理解することができ、論文作成・文章表現能力を有する。（修士
課程教育目標：①・②に関係） 
M-DP⑥（社会的な責任と倫理観）

高度専門職業人に求められる豊かな教養と臨床に根ざした社会的な責任と倫理観を有してい
る（修士課程教育目標：①・②に関係） 
特別研究科目において、身につけるべき素養は以下とする。 
M-DP⑦共通科目及び専門科目で修得した知識をもとに新しい知識を創造する応用力、課題を探
究する能力、課題に対して計画的に研究を推進する能力、さらに、地域包括ケアに適応できる能
力を修得する。更に、発表や討論を通して、専門的な文献の読解力や、柔軟で論理的な思考力及
びコミュニケーション能力を修得する。
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博士後期課程 
本博士後期課程では、選択した看護学領域、またはリハビリテーション学領域において所定の

期間在学し、定める科目の所定の単位を修得し、高度専門知識を習得し、以下に示す保健医療学
に関わる看護学領域、またはリハビリテーション学領域の教育研究の資質能力を修得し、博士論
文を作成し、定める試験に合格した看護学領域の学生に博士（看護学、Doctor of Nursing）また
は、リハビリテーション学領域の学生に博士（リハビリテーション学、Doctor of Rehabilitation）

の学位を授与する。なお、博士論文は、３年間の学修の集大成と教育課程に位置づけ、看護学領
域、またはリハビリテーション学領域における課題を見いだし、その課題を改善・解決するため
に、学術論文を検索し、これらから得た知見を元に研究計画を立案し、研究を実施する。さらに、
この研究により得られた結果を解析・評価し論文としてまとめて、発表する。 

本博士後期課程を修了する学生は、次に掲げる資質能力（D-DP）を身につけるものとする。 
D-DP①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル）保

健医療学に精通した上に、看護学、またはリハビリテーション学に加え、教育学、社会学、情報
など他分野の専門知識も幅広く学際的要素として修得し、人間や社会の多様性を理解した知
のプロフェッショナルとして、看護学、またはリハビリテーション学に於ける研究者、高度専
門職業人、教育者としての能力を有している。（博士後期課程養成人材像：D-HR①・②・

③に関係）及び（博士後期課程教育目標：D-EO①・②・③に関係）
DI-DP②（研究能力、コミュニケーション能力）

保健医療を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学における諸課題を自ら発見・設定
し、論理的に考察する力、独創的な研究を自立して遂行する力、研究結果を論理的に評価・分
析する力など、科学的エビデンスの構築に必要な高度な研究能力に加え、研究成果を広く社会
に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有している。（博士後期課程養成人材
像：D-HR①に関係）及び（博士後期課程教育目標：D-MO①に関係）

D-DP③（多職種協働における管理 ・指導能力）
保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学の実践に関わる医療・行

政・地域の現場において、多職種間の有機的連携を推進するために中心的な役割を担える管
理能力・指導能力を有している。（博士後期課程養成人材像：D-HR②に関係）及び（博士後期
課程教育目標：D-MO②に関係）

D-DP④（教育実践能力）
保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学に於ける研究能力を有し、大

学の学生教育に精通し、学生の主体的な学びを促す教育実践能力を有している。（博士後期課
程養成人材像：D-HR③に関係）及び（博士後期課程教育目標：D-MO③に関係）

D-DP⑤（高い倫理観）
学生の教育や研究活動、医療や介護等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、使命感とと

もに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を有してい
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る。（博士後期課程養成人材像：D-HR①・②・③に関係）及び（博士後期課程教育目標：D-
MO①・②・③に関係） 

領域のディプロマ・ポリシー 

① 博士後期課程看護学領域のディプロマ・ポリシー
保健医療学の人の健康と生活の支援と質向上を目指す看護学領域において、研究と実践をす

る上で基盤となる知識と高度な専門的能力を有し、高い倫理観に基づき多職種間や地域医療に
おいて学際的で創造的な研究や実践を通じて、看護学の発展に向けて研究を学際的に推進でき
る力、研究成果を社会の中で検証、活用するなどの実装化する力、研究成果をグローバルに発信
する力を身につける。 

特に、看護学領域における研究能力、コミュニケーション能力に卓越し、分析能力、問題解決
能力を有した研究者、多職種協働における管理や指導能力を有した高度専門職業人、指導的役割
とともに教育実践能力を有した教育者を育成する。 

具体的には次の DP-N（ディプロマ・ポリシー-看護）に示す能力を有する。 
DP-N①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

看護学に精通した上に、保健医療学の専門知識を基盤に、教育学、社会学、情報など他分野
の専門知識も幅広く学際的要素として修得し、人間や社会の多様性を理解した知のプロフェ 

ッショナルとして、看護学に於ける研究者、高度専門職業人、教育者としての能力を有する。
（看護学領域の養成する人材像 HR-N①・②・③に関係）及び（博士後期課程教育目標 D-EO①・
②・③に関係）

DP-N②（研究能力、コミュニケーション能力）
看護学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な研究を自立して

実装し遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、看護実践の基盤となる科学的
エビデンスの構築に必要な高度な研究能力に加え、研究成果を広く社会に知らせる情報発信
能力、コミュニケーション能力を有している。（看護学領域の養成する人材像 HR-N①に関係）
及び（博士後期課程教育目標 D-EO①に関係）

DP-N③（多職種協働における管理 ・指導能力） 
看護学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場において、多職種間の有機的連携を推進す

るために中心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を有している。（看護学領
域の養成する人材像 HR-N②に関係）及び（博士後期課程教育目標 D-EO②に関係） 

DP-N④（教育実践能力） 

看護学における研究能力を有し、看護系大学の学生教育に精通し、学生の主体的な学びを促
す教育実践能力を有している。（看護学領域の養成する人材像 HR-N③に関係）及び（博士後
期課程教育目標 D-EO③に関係） 
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DP-N⑤（高い倫理観） 
看護学生の教育場面や研究活動、看護職が医療、介護そして福祉等の現場で求められる豊か

な人間性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必
要な高い倫理観を有している。（看護学領域の養成する人材像 HR-N①・②・③に関係）及び
（博士後期課程教育目標 D-EO①・②・③に関係） 

③ 博士後期課程リハビリテーション学領域のディプロマ・ポリシー
リハビリテーション学に精通し、保健医療学の専門知識を基盤に、人々の健康と生活の質の向

上に貢献するための身体機能・地域生活機能を中心とするリハビリテーション学研究を、さらに
深化させる探究心を備え、これまでに修得した分析能力、問題解決能力、研究能力をさらに高度
化し、創造的且つ開発的な研究を通じて、指導的役割を担え得る、深い学識と高度な専門的能力
を培うとともに、研究・教育・健康・地域医療を柱とするリハビリテーション分野の新たな総合
保健医療を独創的かつ自立して創造・実践できる能力を培う。 

具体的には次の DP-R（ディプロマ・ポリシー-リハビリテーション）に示す能力を有する。 
DP-R ① （自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

リハビリテーション学に精通した上に、保健医療学の専門知識を基盤に、教育学、社会学、
情報など他分野の専門知識も幅広く学際的要素として修得し、人間や社会の多様性を理解した知
のプロフェッショナルとして、リハビリテーション学に於ける研究者、高度専門職業人、教育者
としての能力を有する。（リハビリテーション学領域の養成する人材像 HR-R①・
②・③に関係）及び（博士後期課程教育目標 D-EO①・②・③に関係）
DP-R ② （研究能力、コミュニケーション能力）

リハビリテーション学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な
研究を自立して遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、リハビリテーション
実践の基盤となる科学的エビデンスの構築に必要な高度な研究能力に加え、研究成果を広く
社会に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有している。（リハビリテーション
学領域の養成する人材像 HR-R①に関係）及び（博士後期課程教育目標 D-EO①に関係） 

DP-R ③ （多職種協働における管理 ・指導能力） 
リハビリテーション学の実践に関わる医療・福祉・行政・地域医療の現場において、多職

種間の有機的連携を推進するために中心的な役割を担える管理能力・指導能力を有してい
る。（リハビリテーション学領域の養成する人材像 HR-R②に関係）及び（博士後期課程教育
目標D-EO②に関係）

DP-R ④ （教育実践能力） 
リハビリテーション学における研究能力を有し、リハビリテーション系大学の学生教育に

精通し、学生の主体的な学びを促す教育実践能力を有している。（リハビリテーション学領域
の養成する人材像 HR-R③に関係）及び（博士後期課程教育目標 D-EO③に関係） 
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DP-R ⑤ （高い倫理観）  
  理学療法学生または作業療法学生に対する教育場面やリハビリテーション学領域の研究

活動、リハビリテーション関連職が医療や福祉等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、
使命感とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を有
している。（リハビリテーション学領域の養成する人材像 HR-R①・②・③に関係）及び（博
士後期課程教育目標 D-EO①・②・③に関係） 

（５）修了後の進路

本博士後期課程で養成する人材は、①看護学、またはリハビリテーション学領域の研究者（下
記 a,e に該当）、②管理・指導能力を有する高度専門職業人（下記 b,c,d,f に該当）、③看護学、ま
たはリハビリテーション学領域の教育者（下記 a,f に該当）であるため、博士後期課程修了生の
進路への対応は次のことが期待できる。 

a  急増する看護系、およびリハビリテーション系大学の教員や研究者への就任が予想される。 
b  病棟における看護ケア、各専門看護学領域における高度の専門的知見をもとに多職種連携

を牽引する指導的役割を発揮できる看護師としての活躍が期待される。また看護部に所属し、
病院全体のマネジメントとして管理指導的実践が期待される。 
c  高齢者や生活習慣病患者などの増加により、健康維持や生活機能低下予防、治療、回復、社

会復帰・参加の総合的なリハビリテーションを必要とする者へのニーズの増加が予想される。
博士後期課程修了生には、高度先端医療施設のリハビリテーション部門やリハビリテーショ
ン病院、高齢者施設等の指導的・管理的な職域への需要が見込まれる。

ｄ 保健医療福祉施設などにおいて、看護学、またはリハビリテーション学領域における高度の
専門的知見をもとに多職種連携を牽引する高度専門職業人しての看護師、理学療法士および

作業療法士としてその役割が期待される。 
e  国家・地方公務員として、医療、公衆衛生、安全、環境などの研究職および行政職での活躍

が期待される。 
ｆ 医療福祉施設で、看護、リハビリテーション系学生に対する臨床実習指導、教育的役割を果

たす看護師及びリハビリテーション従事者として、または、継続教育として院内教育計画の企
画運営の教育担当者として期待される。 

（６）中心的な学問分野

保健医療学専攻博士後期課程が組織として研究対象とする中心的な学問分野は、基礎となる
学部及び同修士課程との接続性、普遍性、多様な専門性及び発展性を踏まえた上で、高度に専門
的な業務に従事できる教育・研究能力を養うため、保健医療学学士課程、および保健医療学専攻



- 設置の趣旨等(本文) - 16 -

修士課程の学問分野を踏まえ、「保健医療学」を基盤とする「看護学」および「リハビリテーシ 
ョン学（理学療法学・作業療法学）」を学問の中心に据える。 

Chapter 2. 保健医療学研究科保健医療学専攻の特色 

１ 重点的に担う機能 

中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言する「高等教育の多様な機能と個性・
特色の明確化」に提示する機能（１．世界的研究・教育拠点、２．高度専門職業人養成、３．幅
広い職業人養成、４．総合的教養教育、５．特定の専門的分野（芸術、体育等）の教育・研究、
６．地域の生涯学習機会の拠点、７．社会貢献機能（地域貢献、産学官連携））において、本専
攻は、２．高度専門職業人養成および、５．特定の専門的分野の教育・研究を重点的に担う。 

保健医療学専攻に博士後期課程が設置されることにより、より高いレベルで、多彩な幅広い学
識を持ち、創造性豊かな高度専門職業人、研究者および教育者の養成が実現する。 

２ 湘南医療大学における特色 

 湘南医療大学は、教育基本法及び学校教育法と「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念に

基づき、高度な知識と技術とともに、豊かな人間性を育み、創造的かつ実践的な教育研究を通じ
て、地域社会に貢献することを目的として設置されている。 

湘南医療大学大学院は保健医療学 1 専攻であり、地域貢献機能を重視しながら、高度専門職業
人教育を重点的機能とし、その機能を高めていることが特色である。 

（１）保健医療学における高度専門職業人の養成

ユネスコによる 21 世紀の高等教育世界宣言（World Declaration on Higher Education for the 
Twenty-first Century: Vision and Action,1998）は、高い理想をもって社会のニーズに応える質

の高い教育の必要性を述べている。多様化、複雑化する社会のニーズを捉え、科学的解決を図
る専門職業人の養成には、より高度なレベルの教育課程が必要である。本学では、保健医療分
野における高度専門職業人の素養に「専門知識・能力・研究分野以外の人間や社会の多様性へ
の理解」が必要とし、多職種協働及び、チーム医療教育を最重要教育項目として掲げ、学士課
程から修士課程で、段階的、かつ継続的に学べる教育課程を構成している。学士課程の１・２
年次は、コミュニケーション論などの必修科目を学科横断で基礎知識を修得し、2・3 年次の各
専門科目で、チーム医療の実例を学び、実習につなげている。4 年次の「チーム医療論」は、

看護学科とリハビリテーション学科の学生を混合して、チュートリアル演習で展開する。

学士課程のチーム医療教育を発展させて、大学院修士課程では、「多職種協働・地域連携特論」
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で、地域包括ケアシステムに対応できるように、各専門性の役割と責任、そして、チームのコミ 
ュニケーションとリーダーシップを発揮できる方法を学び、「3 領域（健康増進・予防領域）（心

身機能回復領域）（助産学領域）」に関係する課題解決の実践演習とグループプレゼンテーション
を行い、最後に各専門医療職からのフィードバックを受けて、3 領域の研究に繋げている。なお、
修士課程の区分は、職種ごとの分野・領域を超えて、異なる専門職有資格者の学生が受講する。 

（２）保健医療分野における社会貢献機能

湘南医療大学は、令和 3(2021)年 4 月に、看護職へのキャリアプラン支援の更なる充実のた

め、それまでの看護実践教育センターを改組・機能強化し、看護キャリア開発コアセンターを設
置するとともに専任教員及び専任職員を配置した。本センターには、認定看護管理者部門（ファ 

ーストレベル・セカンドレベル）、認定看護師部門（認知症看護分野）、実習指導者養成課程部門
（神奈川県）、及び特定行為部門（特定行為研修課程）の４部門を設け、質の高い看護を実践で
きるスペシャリストや教育者を養成している。そして、大学院修士課程健康増進・予防領域にお
いて、高度実践看護師教育課程がん看護学養成課程を併設し、高度の専門性を有し、看護の質の
向上に貢献する人材育成を行っている。 
 以上は、看護師のキャリアアップに貢献するとともに、安全・安心で良質な医療を地域に提供
する基盤事業でもあり、本学の特色の一つである。 

その他、湘南医療大学には、附属臨床医学研究所があり、所属する研究員が先進的なアプロー
チや臨床実験を通して研究を行っている。また、グループ病院の医療従事者と連携して高次脳機
能障害に対する効果的なリハビリテーション方法の開発などの研究も進められており、研究成
果を通して貢献する機構を合わせ持っている。本専攻に博士後期課程が設置されることにより、
こうした社会貢献機能がさらに発揮されると考えられる。

(３)保健医療分野における教育・研究機能

大学院保健医療学研究科修士課程では、高度の専門性をもつと同時に、3 専門領域に閉じこも

らない学際性を兼ね備えた人材を育成するための教育実践を行っている。多職種の教員で構成
する実践演習形式の科目「多職種協働・地域連携特論」において、領域の壁を越えた横断型教育
プログラムを提供し、地域保健医療の重要性や多職種連携の課題点、例えば、地域包括ケアシス
テムの構築や、感染症拡大時での保健医療提供体制の促進などを模索している。各領域に属する
教員、非常勤講師が異分野の多彩な事例を持ち寄り、「多職種協働・地域連携特論」の学際的展
開を伝え、課題解決の方法を探求することを目標としている。

博士後期課程においても、「高等教育学」、「保健医療学実践研究」の中で、看護職または、リ
ハビリテーション従事者として、多職種連携（IPW：Interprofessional work）に参画し、サー

ビス利用者（患者・家族）の利益を第一に、総合的・包括的な保健医療福祉ケアの提供のた
め、協
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働実践を行えるために、その方法論や過程を学び、高度専門職業人、教育・研究者としての実践
力、発展的思考力を身につける教育（IPE：Interprofessional education）を修士課程から継続的
に涵養していく。 
 
Chapter 3. 研究科、専攻の名称及び学位の名称、定員 
 
１ 研究科の名称 
 

湘南医療大学 大学院保健医療学研究科  
英語名称 Graduate School of Health Sciences, Shonan University of Medical Sciences 

 
本学で既に設置されている大学院保健医療学研究科（修士課程）を基盤として、博士後期課程

を設置するので、従来の研究科の名称である保健医療学研究科を用いる事とする。また、英語名
称は、保健医療学が公衆衛生学的、臨床医学的に広い学問領域であるため、「Health Sciences」
を用いる事とし、Graduate School of Health Sciences とした。 
 
２ 専攻の名称 
 

保健医療学専攻 博士後期課程  
英語名称 〔Health Science Curriculum（Doctor's Programs)〕 

 
本学の保健医療学部は看護学科とリハビリテーション学科で、研究科修士課程は、健康増進・

予防領域、心身機能回復領域及び助産学領域で構成され、対象となる専門職は看護師、保健師、
助産師、理学療法士、作業療法士である。今回設置する保健医療学専攻博士後期課程は、基礎と
なる学部及び修士課程との専門性と接続性を踏まえると、研究対象とする学問領域は、「看護学
領域」「リハビリテーション学領域」であり、専攻名称は人材養成や学問分野を反映する最も相
応しい名称とすることとした。具体的には、修士課程と同様に専攻名称を「保健医療学専攻」、
英語名称を「Health Science Curriculum」とする。 
 
３ 学位の名称 
 

博士（看護学）、博士（リハビリテーション学） 
英語名称 （Doctor of Nursing）、（Doctor of Rehabilitation）  

 
本研究科の教育課程を修了したものは、保健医療学を包括的に幅広く重層的な学びを実現す

ることができる。それにより、それぞれの目標に従って特定の領域（看護学領域、リハビリテー
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ション学領域）において創造性豊かな優れた研究・開発能⼒を持つ研究者、⾼度な専⾨的知識・
能⼒を持つ⾼度専⾨職業⼈、確かな教育能⼒と研究能⼒を兼ね備えた⼤学教員であり、各専⾨領
域の知識・技術を広く社会に実践出来る⼈材であることから、看護学領域を選択した者は、博⼠
（看護学）、英語名称「Doctor of Nursing」を、リハビリテーション学領域を選択した者は、博
⼠（リハビリテーション学）、英語名称「Doctor of Rehabilitation」）を授与することとする。 

なお、学⽣は本専攻⼊学後、領域選択時に看護学またはリハビリテーション学のいずれかの
学位を取得するかを選択する。ゆえに、本専攻に共通する単⼀の学位名称ではなく、学修カリキ
ュラムに沿った学位名称とすることで、卒業⽣の専⾨性を明確化する。 
 
４ ⼊学定員 
 
⼊学定員は、３名とする。 

 
Chapter 4. 教育課程の編成の考え⽅及び特⾊ 
 

１ 博⼠後期課程のカリキュラム・ポリシー（D-CP） 

博⼠後期課程では、「養成する⼈材像」で述べた教育⽬標を踏まえて、ディプロマ・ポリシー
に掲げた「保健医療学に精通した上に、看護学、またはリハビリテーション学のいずれかの関連
分野の専⾨知識も幅広く学際的要素として修得し、⼈間や社会の多様性を理解した①知のプロ
フェッショナルとして、保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学に於ける
研究者、⾼度専⾨職業⼈、教育者としての、②研究能⼒・コミュニケーション能⼒、③多職種協
働における管理 ・指導能⼒、④教育実践能⼒、及び保健医療に携わる研究者や教育者、⾼度専
⾨職業⼈に必要な⑤⾼い倫理観を備えた⼈材の育成」を実現するために、⾼度な学術研究を基盤
とした教育を展開するとともに、看護学、またはリハビリテーション学の⾼度な知識・能⼒が⾝
につけられるように以下のカリキュラム・ポリシー（D-CP①〜④）に基づいて教育課程を編成
し、実施する。 
D-CP① 保健医療学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、看護学、またはリハビリテ
ーション学に関連する学問分野の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理
的⾒識を備え、適切な⽅法論を⽤いて⾃⽴的に研究活動が⾏える能⼒と主体的な教育活動と専
⾨職連携教育を実践させるため、その根源となる豊かな知的学識を培えるための科⽬を配置す
る。 
D-CP② 保健医療学分野の看護学、またはリハビリテーション学それぞれに関わる諸問題・課
題を幅広い知識、専⾨的及び科学的観点から的確に解明し実践するために、多職種や地域社会と
連携して⾼度な企画運営等の運営管理能⼒、創造性豊かな研究・開発能⼒を遂⾏する能⼒、なら
びに⾼等教育の⽬的、重要性、意義、⽅法など、理論的基礎の検証を学ぶことができる科⽬を配
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置する。 
D-CP③ 保健医療学分野の看護学、またはリハビリテーション学それぞれに関わる専門、かつ

多様な実践と研究、教育の応用・発展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い知
識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ科目を配置する。
D-CP④「共通科目」、「基礎科目」及び「専門科目」で修得した知識をもとに、高い倫理観を有

し人間や社会の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、適切な研究方法を用いて自
ら研究課題を設定した研究活動を行い、その成果発表に取り組む教育を実践することができる
科目を配置する。

２ 領域のカリキュラム・ポリシー 

（１）看護学領域のカリキュラム・ポリシー（CP-N）

ア．科目の総合性・順序性及び教授方法や評価に関する方針

看護学に関する研究を、看護のエビデンスを科学的に探究する力、さらに研究成果を社会の中
で検証、活用するなどの実装化する力、グローバルに発信する力を育成するために必要な科目を、
① 看護学領域を学ぶ上で必要となる伝統的医療・福祉や先駆的医療・福祉の動向を学ぶ科目、
② 看護学領域に関わる理論面の構築と高度な専門知識を修得する科目、③ 看護学領域に関
わる新規的な実践的技術を発案する機会を与える科目として、共通科目、基礎科目、看護学専門
科目、特別研究科目に分類して配置する。

また、看護学領域のディプロマ・ポリシーにおいて、「多面的な知のプロフェッショナル」「研
究能力・コミュニケーション能力」「多職種協働における管理 ・指導能力」「教育実践能力」「高

い倫理観」を身につけさせるため、健康支援ケアシステム学、地域生活ケアシステム学、生涯発
達ケアシステム学の特論と演習科目を配置する。そして、科目と修得すべき能力の関係は、ディ
プロマ・ポリシー内に教育目標として示す。  

博士後期課程共通科目には、高い倫理観を養うための科目や教育学、医療に関する憧憬を深め
る科目群を配置する。さらに、基礎科目として研究を遂行していくための基盤を育成するために
「保健医療学基盤研究」「保健医療学実践研究」などを配置する。また、エビデンスを社会実装
化する、つまり看護学における知を理論的に体系づけ、実装化を志向できるように実践を修得す
るための科目として、健康支援ケアシステム、地域生活ケアシステム、生涯発達ケアシステムな
どを配置する。これらは特論、演習科目を配置し、更に充実させる。講義・演習・実習等の教授
形態に応じて、アクティブ・ラーニング、体験型学習などを適宜組み合わせて行う。看護学分野
におけるこれまでの経験知や技法をクリティカルに探求するとともに、新たな知見や方法の中
に課題を発見して創造的に探究する。学修成果の評価は、授業内におけるディスカッションへの
参加度等の取り組みやプレゼンテーション、課題レポートを対象に、科目毎に評価項目及び配分
を設定し、シラバスに明示するとともに、講義目的及び到達目標に掲げる能力の到達レベルに応
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じて、Ｓ(90 点以上)、A(80 点以上)、B(70 点以上)、C(60 点以上)による成績評価を行い、単位
を付与する。 

研究能力育成と研究遂行のため、特別研究科目として看護学特別研究を配置する。 

イ．看護学領域における共通科目、基礎科目、専門科目のカリキュラム・ポリシー

CP-N① 看護学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、看護学関連学問分野の幅広い知

識を修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見識を備え、適切な方法論を用いて自立
的に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職連携教育を実践させるため、その根源
となる豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。 
CP-N② 看護学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門的及び科学的観点から的

確に解明し実践するために、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営管理能力、創
造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、ならびに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、
理論的基礎の検証を学ぶことができる科目を配置する。 
CP-N③ 看護学に関わる専門、かつ多様な実践と研究、教育の応用・発展を修得するために、

自らの研究分野以外の学問の幅広い知識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学
ぶ科目を配置する。 

ウ．看護学領域における特別研究科目のカリキュラム・ポリシー（CP-N④）

 研究能力育成と研究遂行のため、特別研究科目として看護学特別研究を配置する。 

看護学特別研究は、看護学領域における研究をさらに深化させる探究心を備えるために研究活
動に重点を置いた教育を行う。さらに、看護学領域において自立した研究活動を通して、教育者、
研究者、高度専門職業人として、社会を牽引できる能力を修得できる科目とする。 

具体的活動としては、研究デザインから論文執筆までを個別指導と複数教員による集団指導を
組み合わせ、複数回の中間報告会等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、独創性や
自立して研究を行いうる能力とプレゼンテーション能力を修得する。 

学術交流、研究活動に貢献でき、研究成果をグローバルに発信できる能力を育成するために、看
護学特別研究において、学会やジャーナルに成果を発表することも目指す。 

（２）リハビリテーション学領域のカリキュラム・ポリシー（CP-R）

ア．科目の総合性・順序性及び教授方法や評価に関する方針

「自らの研究分野以外のリハビリテーション学関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプ
ロフェッショナル」「研究能力・コミュニケーション能力」「多職種協働における管理 ・指導能
力」「教育実践能力」「高い倫理観」を学生が修得するために、身体機能医療支援学、地域生活支
援学の特論と演習科目においては、講義・実技・実習等の授業形態に応じて、アクティブ・ラー
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ニング、体験型学習などを適宜組み合わせて行う。学修成果の評価は、授業内におけるディスカ
ッションへの参加度等の取り組みやプレゼンテーション、課題レポートを対象に、科目毎に評価
項目及び配分を設定し、シラバスに明示するとともに、講義目的及び到達目標に掲げる能力の到
達レベルに応じて、Ｓ(90 点以上)、A(80 点以上)、B(70 点以上)、C(60 点以上)による成績評価
を行い、単位を付与する。

また、身体機能医療支援学、地域生活支援学における伝統的な思考や方法を真摯に学ぶととも
に、これらの知識を批判的に継承し、受け継いだ思考や方法の中に新たな課題を発見して創造的
に解決策を探究する。 

研究能力育成と研究遂行の為、特別研究科目としてリハビリテーション学特別研究を配置す
る。 

イ．リハビリテーション学領域における共通科目、基礎科目、専門科目のカリキュラム・
ポリシー

CP-R① リハビリテーション学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、リハビリテーシ 

ョン学関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見識を備
え、適切な方法論を用いて自立的に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職連携教
育を実践させるため、その根源となる豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。 
CP-R② リハビリテーション学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門的及び科学

的観点から的確に解明し実践するために、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運
営管理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、ならびに高等教育の目的、重要性、意
義、方法など、理論的基礎の検証を学ぶことができる科目を配置する。 
CP-R③ リハビリテーション学に関わる専門、かつリハビリテーション学の専門かつ多様な実践

と研究、教育の応用・発展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い知識、研究方
法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ科目を配置する。 

ウ．リハビリテーション学領域における特別研究科目のカリキュラム・ポリシー（CP-R④） 

修士課程での教育を基礎として、より研究活動に重点を置いた教育を行うとともに、リハビリ
テーション学研究をさらに深化させる探究心を備えた上で、リハビリテーション学領域におい
て自立した研究活動を行い、教育者、研究者、高度専門職業人として社会を牽引できる能力が修
得できる科目とする。そのため、研究デザインから論文執筆までを個別指導と複数教員による集
団指導を組み合わせ、複数回の中間報告会等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、
独創性や自立して研究を行い得る能力とプレゼンテーション能力を修得させる。

以上、博士後期課程としてのカリキュラム・ポリシー、看護学領域のカリキュラム・ポリシー
及びリハビリテーション学領域のカリキュラム・ポリシーを踏まえ、保健医療学専攻（博士後期
課程）のカリキュラムを構成している。【図 2】 
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図 2 湘南医療大学大学院保健医療学研究科 博士後期課程カリキュラム構成図 
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３ カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの関係 

（１）４つの科目区分とディプロマ・ポリシー（D-DP）との関係

上記のカリキュラム・ポリシーに基づき、以下の通り、教育課程を編成して５つのディプロマ・
ポリシーを達成する。なお、科目区分の構成は、保健医療の研究、教育、実践全般にかかる「共
通科目」、教育者、研究者、高度専門職業人の将来の進路に応じて研究、教育、実践の基礎を学
ぶ「基礎科目」、学生の研究課題や専門分野・領域に応じた「専門科目」及び各領域における自
らの研究課題を設定した研究活動を行う「特別研究科目」の４つに区分する。 

ア 共通科目区分のカリキュラム・ポリシー（D-CP①）

倫理教育については、全学生が入学後、早期に日本学術振興会の E-learning を受講する。ま
た、共通科目及び基礎科目で多様な研究における倫理問題への理解と対応についての知識を学
び、課程修了後の研究活動において適切な倫理的配慮を行う。 
「医療倫理学特論」では、学説、理論、制度、歴史的な背景の講義と事例検討を通して、倫理問
題への理解と実践的な対応能力を育成する。 
「教育学特論」では、主体的な学修を引き出すための授業設計、授業運営の技法、講義・実習技
法など教育実践能力を習得し、専門職連携教育につなげる。  
「研究特論」については、問題解決のための科学的、定量的な方法論に統計学的研究手法を取り
入れ、自立して研究できるための礎を学ぶ。 
「保健福祉学特論」では、障害や疾病の予防、保健医療に関して、保健学と福祉学に焦点をあて、
その特徴を整理し、研究上の課題を明らかにして、保健・公衆衛生を包含したソーシャルワーク
を行うことの重要性を学ぶ。 

全ての専門分野・領域に通じる共通科目として「医療倫理学特論」を必修科目とする。これら
の科目を通して、関連学問分野にまたがる幅広い知識の修得、倫理的見識、教育研究活動に取り
組むことにより、D-DP（博士後期課程ディプロマ・ポリシー）①、②、④、⑤に掲げる事項を
達成する。 

イ 基礎科目区分のカリキュラム・ポリシー（D-CP②）

保健医療学分野のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門的及び科学的観点から的
確に解明し実践するために、高度専門職業人として、研究者として、および教育者として必要な
知識と技術を修得する科目を配置する。 

「高等教育学」では、共通科目での学びに加えて、高等教育に必要な知識の概説、高等教育にお
ける教授・学習の方法について理論的検討と事例研究を行う。 
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「保健医療学基盤研究」では、保健医療学を対象に研究を行うために関連分野のビッグデータ、
コンピュータサイエンスの基本的概念、および論理的・創造的思考能力など、自らの研究に最適
な方法を選択・実施するための技術を身につけ、研究遂行能力を習得する。
「保健医療学実践研究」では、人間の健康、身体機能に関連する多領域の最新知見の修得、人の
健康支援ケア、身体機能支援に関する様々な領域の最新情報に関する文献を選定・批評や、リサ
ーチ・クエスチョンを立てたりして、議論しながら、多職種連携（Interprofessional Work: IPW)
に関する研究計画をデザインする能力を修得する。

この 3 科目は、共通科目に設置し、個々の将来の進路に対応する科目であるため、全て選択科
目とする。これらの科目を通して、研究者、教育者および高度専門職業人が抱える課題の解決の
基礎力となる多職種間連携能力、研究開発能力、教育方法を専門的に学ぶことにより、D-DP②、
③、④、⑤に掲げる事項を実現する。

ウ 専門科目区分のカリキュラム・ポリシー（D-CP③）

看護学領域、またはリハビリテーション学領域科目の修得に加えて、各研究領域に関わる諸問
題・課題を専門的及び科学的観点から的確に解明するため、自らの研究分野以外の隣接諸科学の
知識、実践現場で役立つ知識、有効性のある教育・研究方法の修得に必要な専門科目を配置する。 

「健康支援ケアシステム学特論・演習」では、臨床看護領域のケアの目的である実践的な健康支
援の課題について、学際的な視点から探究し、必要な理論・実践方法を修得する。 

「地域生活ケアシステム学特論・演習」では、地域生活看護領域のケアにかかわる地域マネジメ
ントとケースマネジメントおよび協働能力等のケア能力に必要な理論・実践方法を修得する。
「生涯発達ケアシステム学特論・演習」では、人々のライフサイクルに基づいた、各世代性別に
おける人々の健康の諸課題を解明し、生涯発達看護領域のケアなどに必要な理論・実践方法を修
得する。
「身体機能支援医療学特論・演習」では、身体障害系疾患および高齢者や障害患者等を対象とし
た科学的リハビリテーションにより身体機能の回復・支援医療の治療原理・実践方法を修得する。 
「地域生活支援学特論・演習」では、地域の高齢者、障害児・者を対象とした課題をリハビリテ

ーション医療の視点で分析し、当該者の生活支援に関する問題点に必要な理論・改善方法を修得
する。

この 5 科目は、専門科目に設置し、個々の研究領域に対応する科目であるため、全て選択科目
とする。 

本研究科博士後期課程では、看護職やリハビリテーション従事者に対して、研究指導、教育指

導、管理指導などができる人材の養成を目指している。そのため、各専門領域にある特論科目と
同演習科目を各 1 科目計 2 科目選択し、特別研究につなげる。 

これらの科目を通して、自身の専門能力の開発に加えて、看護学、またはリハビリテーション学
に精通する教員が実施する科目を履修し、幅広い学識を養い、専門性を活かして多職種と協働
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できる医療専門職としての専門能力の開発を促進することができる能力を培うことにより、特
論科目に対応する D-DP は、①、③、④、および演習科目に対応する D-DP は、①、②、③、
⑤に掲げる事項を達成する。

エ 特別研究科目区分のカリキュラム・ポリシー（D-CP④対応）

領域毎に、学生の博士論文の研究指導や論文作成指導を行う「特別研究」科目を設置する。 
学生の研究テーマに関連させて地域の課題を発見・理解し、データの収集と解析を通して 
保健医療学（看護学領域、リハビリテーション学領域）の科学的検証を行うなど、研究者として
倫理的知見を伴った創造性に満ちた研究開発能力を修得する。 

この科目を通して、D-DP①、②、③、④、⑤に掲げる事項を達成する。 

（２）各領域科目と領域のディプロマ・ポリシー（DP-N・DP- R）との関係

ア 共通科目（D-CP①・CP-N①・CP-R①）

 共通科目は、保健医療分野の研究、教育、実践全般にかかり、地域における保健医療サービス
の課題解決とその能力及び人材の育成に必要な知識と技術を修得する次の 4 科目とする。 

（ⅰ）「医療倫理学特論」（DP-N⑤・DP-R⑤対応）では、医療・保健・福祉分野の研究者や専門
職に対して、近年、患者・利用者等の人権尊重が強調される社会的背景から、倫理問題の発見・
対応能力が求められている。そこでの能力は、個人的資質によるだけではなく、倫理指針や関連
する法律による制度への社会的対応能力が必要とされている。本科目では、医療倫理学に関する
学説、理論、制度などとその歴史的な背景についての講義と具体的な事例検討を通して、倫理問
題への理解と実践的な対応能力を育成する。 

（ⅱ）「教育学特論」（DP-N④・DP-R④対応）では、教育学の基礎概念を理解し、実践力を身に
つけることを通して、多職種連携教育を実践できる力をつける。まずは教育思想、教授理論に加
え、教育制度まで概観できるようにして、教育学一般への理解を深める。次に古典的な教授理論
を理解した上で、近年のワークショップの実践、コミュニケーション論、そして看護・リハビリ
テーション教育にとっても重要な成人教育の手法を理解することとする。その上で最後に、高等
教育における FD の動向などを把握する。

（ⅲ）「研究特論」（DP-N②・DP-R②対応）では、量的看護研究で用いる統計学を系統的に学
び、自身の研究テーマ・研究目的を裏付けための適切な統計解析手法の選択、数理的な理解、統
計解析ソフトウェアでの実装まで包括的に概説する。基本的な統計解析手法をある程度の数理
や仮定を含めてから深く理解し、統計手法に関する論文が読めるようになること、ソフトウェア
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によるデータハンドリングから実践的なデータ解析まで一通りのデータ解析ができるようにな
り、必要に応じて応用的な手法を取り入れることができる水準を目指す。 

（ⅳ）「保健福祉学特論」（DP-N①・DP-R①対応）では、少子高齢化の進展等に伴い、保健医療

領域の支援対象者（患者・家族等）が抱える心理・社会的課題（療養する上で生じた、あるいは
顕在化した様々な生活課題等）は多様化かつ複雑化してきており、保健と医療、福祉を統合した
専門職・非専門職によるアプローチが求められてきている。本講義では、保健医療と社会福祉を
跨いだ学際的研究の事例（質的・量的研究の事例）を通して統合的な研究の方法について論じる。 

イ 基礎科目（D-CP②・CP-N②・CP-R②）

 保健医療学における高度専門職業人の養成、保健医療学における創造性豊かな研究・開発能力

を遂行する研究者、ならびに豊かな教育能力と研究能力を備えた大学教員の養成を施行するた
めに基礎科目では、院生の研究課題や分野・領域、将来の進路に応じて学修する。保健医療学分
野のそれぞれの進路に関わる諸課題を隣接諸科学の知識、専門的及び科学的観点から的確に解
明し、実践に必要な知識技術を修得するための 3 科目を配置する。 

（ⅰ）「高等教育学」（DP-N③④・DP-R③④対応）では、共通科目の「教育学特論」で、人間形

成に関わる教育学の基本を学び大学の学生教育に精通し、学生の主体的な学びを導く基本的な
教育 実践 能力 を習 得し 、保 健医 療福 祉分 野に 関わ る専 門職 が連 携す る専 門職 連携 教育
(Interprofessional Education: IPE)に精通し、看護ならびにリハビリテーションに特有な教育実

践能力を究めた背景に加えて、教育人間学の知見に基づき、医療・福祉・看護の視点から教育労
働の本質を捉える。内容的には以下の 5 つのテーマに即して、文献講読と課題学習に取り組む。 

①生命の再生産と教育：教育本質論、②生命の繋がりと教育：ホリスティック教育の展開、③教
育的ケア論の理論と実践、④「能力」「発達」「学習」の新しい考え方、⑤教育評価の方法と意義。
を学び、高いレベルの教育者の養成を目指す。
（ⅱ）「保健医療学基盤研究」（DP-N②・DP-R②対応）では、保健医療学に関連する包括的な知

識を修得し、他分野のビッグデータ、コンピュータサイエンスの基本的概念を習得することによ
り、自己の専門領域にとらわれない幅広い革新的な発想や論理的・創造的思考能力、研究能力を
育成し、看護およびリハビリテーション領域の学生の専門領域の基盤になる、人間の健康、身体
機能に関連する研究遂行能力を習得する。
（ⅲ）「保健医療学実践研究」（DP-N③・DP-R③対応）では、保健医療学に関連する基本的かつ

包括的概念を幅広く修得し、更に、人間の健康、身体機能に関連する多領域の最新知見やケア方
法を修得した上に、ヒトの健康支援ケア、身体機能支援に関する様々な領域の最新情報を得るこ
と に よ り 、 現 場 に お け る 各 専 門 職 間 あ る い は 関 係 機 関 と の 連 携 に よ る 多 職 種 連 携
（Interprofessional Work: IPW)に秀でた能力を習得する。
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ウ 専門科目（D-CP③・CP-N③・CP-R③）

本学の修士課程は、「高度専門職業人」を育成するには、「看護学」あるいは「リハビリテーシ 

ョン学」に限局した人材育成でなく、より広範で普遍的なカテゴリーである「保健医療学」を学
修し、個々の専門職種が、たとえ、看護師あるいは理学療法士・作業療法士であっても、それぞ
れの分野を超えて「保健医療学」の観点に立脚した活動が必要として、保健医療学１専攻で、看
護学、リハビリテーション学を横断する領域として、健康増進・予防領域、心身機能回復領域、
助産領域の 3 領域とした。 

今回、設置申請する博士後期課程に於いても、本学の既設の修士課程で保健医療学１専攻とし
た背景から保健医療学１専攻の博士後期課程とする。また、博士後期課程では高度専門職業人に
とどまらず、研究者ならびに大学教員の養成がコンセプトであるため、看護学、リハビリテーシ 

ョン学を横断する領域でなく、看護学領域とリハビリテーション学領域として、それぞれの専門
科目を看護学領域では 3 専門科目（特論、特別演習）、リハビリテーション学領域では 2 専門科
目（特論、特別演習）を配置する。 

特論では、自らの研究分野以外の学問の幅広い知識を修得し、研究方法、倫理的配慮、及び専
門能力開発の推進に必要な知識や技術を学修することで、視野を広げ、保健医療に関連する研究、
高等教育並びに専門職業領域で人間や多様性を理解しリーダーシップの発揮に必要な科目を設
置する。また、特別演習では、自らの研究分野以外の研究や専門能力開発の方法に対して品質評
価（quality assessment）を行い、保健医療に関連する専門かつ多様な実践と研究、教育の応用・

発展を修得するためにエビデンスに基づく演習を行い、社会的ケアや看護、またはリハビリテー
ション教育の提供においても人間や多様性を理解し、リーダーシップ性をより向上させられる
科目を設置する。

1） 看護学領域科目
(ⅰ)「健康支援ケアシステム学」（DP-N①③④（特論）、①②③⑤（演習）対応）

健康障害を持つヒトの生活をそのヒトの健康レベルに応じて取り戻す実践的な健康支援は主
に臨床看護領域のケアの目的であり、臨床看護における研究を学際的な視点から探究し、実践的
研究課題について理解を深める。さらに、臨床看護フィールドでの看護実践や支援ケアの方法、
実践的な健康支援システムの検討に必要な研究方法について演習を行う。ヒトの健康支援に関
する研究手法の演習を行うことによって、教育者・研究者に求められる批判力、論理性、表現力
の育成を行う。さらに、学際的連携による研究手法を学ぶことによっても研究能力を育成する。 
(ⅱ)「地域生活ケアシステム学」（DP-N①③④（特論）、①②③⑤（演習）対応） 

地域生活ケアにかかわる理論、地域ケアシステム構築のあり方、地域活動の評価方法などの地
域マネジメントを学ぶことにより、地域生活ケア活動への実践能力を修得し、健康な地域生活支
援システム展開のための方法論を解説する。さらに、地域生活支援に必要なケースマネジメント
能力のおよび地域住民との協働能力などのケア能力についても論じる。 
(ⅲ)「生涯発達ケアシステム学」（DP-N①③④（特論）、①②③⑤（演習）対応） 
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生の誕生から死に向かうまでのヒト及びその家族のライフサイクルを通じて、ヒトの発達と
そのケア、健康および健康問題、性と生殖に関連する健康の諸問題に関する研究の検索を行い、
ヒトやその家族を対象とした健康支援や社会資源の活用と開発に必要な理論・実践方法につい
て論じ演習を行う。また、生涯発達の視点から人の健康支援に関する高度な研究手法、研究計画
について修得する。
2) リハビリテーション学領域科目
(ⅰ)「身体機能支援医療学」（DP-R①③④（特論）、①②③⑤（演習）対応）

身体機能の回復を図る支援医療の視点から、中枢神経疾患や心血管疾患、骨関節疾患患者など
身体障害系疾患および高齢者やスポーツ障害患者等を科学的に評価し、身体機能を回復させる
ための治療原理・実践的な方法論に関して論じ、運動機能回復に関する問題点の具体化と改善方
法に関して探求していく。 
(ⅱ)「地域生活支援学」（DP-R①③④（特論）、①②③⑤（演習）対応） 

医療保険や介護保険下の諸施設や地域在宅における高齢者、障害児・者の生活行動や社会的参
加などの現状と課題をリハビリテーション医療の視点で分析する。また地域在宅高齢者及び障
害者の生活支援あるいは高次脳機能障害者の復職支援の実践を多角的に学修し、地域における
高齢者、障害児・者生活支援に関する問題点の具体化と改善方法に関して探求する。 

エ 特別研究科目（D-CP④・CP-N④・CP-R④）

特別研究科目（2 科目）は、博士論文に必要となる科目を配置する。選択した主となる研究領

域科目にかかる研究成果を、博士論文として提出する。博士論文は、関連する３名の教員によっ
て、年度末に開催される博士論文審査会の審査を受け、合格者に博士号を与える。 

また、「特別研究科目」では、「共通科目」、「基礎科目」「専門科目」で修得した知識をもとに、
人間や社会の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、科学的エビデンスの構築に必
要な高度な研究能力、研究成果を社会に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有し、
多職種協働における管理指導能力を有し、学生の主体的な学びを促す教育実践能力を有し、高い
倫理観を修得する。 

1) 看護学領域（DP-N①②③④⑤対応）
看護保健学領域から研究テーマを選び、そのテーマに関する問題点を抽出し、文献検索等によ

り問題解決のための研究計画を立案する。倫理審査を受けた研究計画に基づき得られた結果お
よび結果の解析、その考察について、学位論文としてまとめる。実践領域も重点をおきながら、
研究計画の立案、倫理問題への対応、データ収集、結果の解析およびその解釈と考察などの一連
の過程で、自らが自立して研究を行いうる能力を修得させる。論文及び特別研究の遂行過程を総
合的に評価する。主たる指導教員の他に複数の副指導教員を配置し、看護保健学領域の幅広い視
点からの指導を可能とする。 



- 設置の趣旨等(本文) - 30 -

2) リハビリテーション学領域（DP-R①②③④⑤対応）
リハビリテーション学領域から研究テーマを選び、そのテーマに関する問題点を抽出し、文献

検索等により問題解決のための研究計画を立案する。倫理審査を受けた研究計画に基づき得ら
れた結果および結果の解析、その考察について、学位論文としてまとめる。実践領域も重点をお
きながら、研究計画の立案、倫理問題への対応、データ収集、結果の解析およびその解釈と考察
などの一連の過程で、自らが自立して研究を行いうる能力を修得させる。論文及び特別研究の遂
行過程を総合的に評価する。主たる指導教員の他に複数の副指導教員を配置し、リハビリテーシ 
ョン領域の幅広い視点からの指導を可能とする。 

４ 養成する人材と３つのポリシーの関係性 

博士後期課程で養成する人材像とディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、及び後述
するアドミッション・ポリシーの関係を課程及び領域毎に示す。 

また、ディプロマ・ポリシー（DP)とカリキュラム・ポリシー（CP)との関連を踏まえて、身

につける能力に係る教育が網羅されている内容をカリキュラムマップに表し、かつ教育体系が
編成されていることをカリキュラムツリーに示すこととする。 

・養成する人材像（HR）とディプロマ・ポリシー（DP）との関連表【資料 3-①】
・養成する人材像（HR)とカリキュラム・ポリシー（CP)との関連表【資料 3-②】
・養成する人材像（HR）とアドミッション・ポリシー(AP)との関連表【資料 3-③】
・ディプロマ・ポリシー（DP)とカリキュラム・ポリシー（CP)との関連表【資料 4】
・カリキュラムマップ：授業科目とディプロマ・ポリシー（DP)との関連表【資料 5-①】
・教育体系（履修系統図）：カリキュラムツリー【資料 5-②】

Chapter 5. 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

１ 教育方法 

 本博士後期課程の入学から修了までの教育方法について年次ごとに示す。【 資料 6】 

（１）１年次
学生は、1 年次中に特別研究科目以外の科目の履修を完了するように努める。ただし、1 年

次に未履修となった科目については 2 年次に履修する。特別研究については、入学当初から履
修を開始し、博土論文研究計画について研究指導教員及び副研究指導教員より複眼的な指導
を受けて教育・研究指導計画を立案する。また、博士論文研究計画発表会を実施し、複数の教
員から多角的な助言を受けて研究計画の妥当性と実現可能性を高める。以下ア項からオ項に、
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１年次のスケジュールを示す。 
ア 入学ガイダンス(1 年次 4 月)

学生は、入学時に入学ガイダンスを受講して博士後期課程における履修方法などの説明を
受ける。シラバスを参考に科目のねらい、到達目標、授業実施計画、成績評価基準、評価方法
などを理解し、履修計画を立案する。 

イ 研究指導教員・副研究指導教員の決定（1 年次 4 月）
希望する研究領域及び研究指導教員を検討のうえ、「研究指導教員届出（変更）書」を作成

し大学院事務担当に提出する。「研究指導教員届出（変更）書」は、大学院保健医療学研究科
委員会（以下「研究科委員会」という。）にて審議され、学生の研究課題に基づき、研究領域
及び研究内容に適する研究指導教員 1 名及び副研究指導教員 2 名を決定し通知する。研究指
導教員は、学生の研究に必要となる授業科目や研究者、教育者及び高度専門職業人として有益
となる基礎学力を養う授業科目など、個々の学生に適した授業科目の履修指導を行う。 

ウ 研究課題の決定（1 年次 5 月）
研究指導教員の決定後、学生は教員の専門領域や希望する研究内容等を考慮して研究指導

教員と検討のうえ、研究課題を決め、「研究課題届出（変更）書」を作成し、大学院事務担当
に提出する。「研究課題届出（変更）書」は研究科委員会にて審議され承認後に決定する。 

エ 研究計画の立案・院生研究費の申請（1 年次 7 月〜9 月）
研究課題の決定後に研究指導教員と検討のうえ、研究計画を立案し、研究指導教員より研究

方法等の指導・助言を受けつつ、研究計画に従い研究活動を開始する。また、研究活動に伴う
経費について「博士後期課程研究計画書」を添えて院生研究費を申請する。 

オ 授業形式
1 年次（進捗状況により 2 年次）に履修する授業科目の形式について説明する。
共通科目と基礎科目は講義形式で行われ、事例検討と討議、関連論文の批判的吟味等、能動

的学修を多用して学生の問題解決能力を高める。 
  専門科目は、科目毎に特論と演習を置く。特論では、各領域の専門分野に関する理論や慨念

を探究するとともに、関心領域の実践と研究の動向を概観するため、国内外の先駆的論文を講
読し、批判的吟味を課す。演習は、特論で学んだ理論や概念を基礎として、担当教員の専門分
野の研究論文の講読と批判的吟味により、研究能力を涵養するとともに、学生の研究テーマ・
研究方法に関する演習や、自己の研究課題に関する系統的文献検索と精読により、研究課題や
研究方法を絞り込んでいく作業に取り組む。 

  特別研究科目では、文献レビューの作成、研究課題の設定、予備研究を含む研究計画の立案
と研究倫理審査申請、フィールドの開拓と交渉、データ収集、データ分析、論文作成について、
研究指導教員・副研究指導教員へのプレゼンテーションと討議を繰り返すとともに、必要に応
じて実践的な演習等を組み入れ、論文の完成へと導く。 

（２）２年次
学生は、特別研究を継続して履修し、博士論文の作成を行う。また、博士論文中間報告会を
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実施し、指導に加わる教員以外から助言を受け、さらに異なる領域の研究に触発されながら、
研究を深化させる。また、博士論文に関連した予備研究や文献研究等の研究成果は、学会発表、
査読付きの学術誌への論文投稿等を推奨する。 

（３）3 年次
ア 学外論文投稿・学会発表の推奨（3 年次 4 月から 10 月頃）

博士論文に関連した予備研究や文献研究等の研究成果は、学会発表、査読付きの学術誌
への論文の投稿等を推奨する。 

イ 博士論文中間報告会の実施（3 年次 10 月）
博士論文中間報告会を実施し、全領域の教員等から助言を受け、研究をさらに深化させ

ながら博士論文を作成する。 
ウ 主査及び副査の検討と申請

博士論文を概成させ、主査及び副査を検討し、所定の期日までに博士論文審査申請書を
作成して大学院事務担当に提出する。研究科委員会において、博士論文審査申請書を確認
し、博士論文審査会において博士論文審査委員（主査、副査）が決定される。 

エ 博土論文提出資格審査と博士論文審査（3 年次１月から２月）
所定の期日までに博土論文提出資格審査を受け、承認後に博士論文を研究科委員会に

提出する。博士論文審査委員（主査 1 名および副査 2 名）が指定した審査日に博士論文審
査を口頭諮問により受ける。博士論文審査委員が作成した博士論文審査報告書に基づいて
博士論文審査会において合否が判定され、合格した者は博士論文発表会において発表する。 

２ 履修指導 

    本課程における履修指導は、授業科目の履修と博士論文の作成に関する指導によって行う。
研究指導教員は、入学時に学生が選択した領域の担当教員を指導教員とし、学生の研究課題に
応じて履修指導を行う。 

（１）1 年次
学生は、共通科目、基礎科目、専門科目、研究科目を履修する。
共通科目のうち、医療倫理学に関する学説・理論・制度と倫理問題への実践的対応を学ぶ「医

療倫理学特論」（2 単位）は必修科目である。多職種連携教育の実践的取組から教育方法論を
学ぶ「教育学特論」、基本的な統計解析手法をある程度の数理や仮定を含めて学ぶ「研究特論」、
歴史的経緯を踏まえた保健及び福祉のあり方について学ぶ「保健福祉学特論」（以上各 2 単位）
は選択科目であり、当該科目の中から 2 単位以上を履修する。 

  基礎科目は、教育本質論とホリスティック教育の展開及び教育的ケア論と教育評価につい
て学ぶ「高等教育学」、研究課題の設定と倫理、研究計画書の作成法について学ぶ「保健医療
学基盤研究」、人間の健康に関連する多領域の最新知見やケア方法を学ぶ「保健医療学実践研
究」（以上各 2 単位）は全て選択科目であり、当該科目の中から 2 単位以上を選択履修する。 
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  また、学生が専門とする領域の専門科目（各 2 単位）を 2 科目以上（特論、演習科目各 1 科
目以上）選択履修する。特別研究は 1 年次より履修し、研究指導を受けながら、研究計画の立
案を進める。 

（２）2 年次
学生は、1 年次の履修状況に応じて、必要な授業科目を履修する。共通科目・基礎科目・専

門科目は 1 年次・2 年次を通じて履修可能である。特別研究は 2 年次も履修し、研究指導を受
けながら、研究課題について、具体的に研究を進める。 

（３）3 年次
学生は、特別研究を継続して履修し、研究指導を受けながら、研究計画を遂行し、博士論文

を作成する。 

３ 研究指導 

  研究指導は、研究指導教員及び副研究指導教員 2 名により行う。研究指導教員は、研究計画
立案、調査や実験等の計画と実施、分析と解析、考察に至るまで、研究の全体にわたり指導を
する。副研究指導教員は、研究計画立案、調査・実験等の計画と実施、分析と解析、考察に至
るまで、教員の専門領城の観点から、類似した領域または異なる領域の知見を踏まえて助言し、
学生の研究の独自性と専門性を高めるとともに、研究による新たな知見が、近接または異なる
研究領域にも参考となるように、研究指導教員の指導を補助する。研究指導教員は、学生の研
究内容により副研究指導教員 2 名を指名し、大学院研究科委員会へ諮る。 
 学生には、1 年次から博士論文研究計画を策定させ、研究指導教員と副研究指導教員によ
り、博士論文作成のための研究指導を行う。 

  学生は、倫理的配慮の基本的知識・手続きの実際について、日本学術振興会が運営する研究
倫理 e ラーニングコース(e-Learning Course on Research Ethics)を毎年受講して学修し、修了
証を大学院事務担当に提出する。研究指導教員・副研究指導教員は、博士論文作成の全過程に
おいて、研究倫理、研究対象への人権・自己決定の尊重のための配慮について、一貫して指導
する。人を対象とした研究の開始に際しては本学研究倫理審査委員会の承認を得ることを要
件とする。 

４ 博士後期課程修了の要件 

  本博士後期課程の修了要件について以下に示す。 
(１）修業年限

博士後期課程の標準修業年限は 3 年とする。
(２）取得単位数
看護学領域選択者：
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共通科目から 4 単位（必修科目 2 単位、選択科目 2 単位以上）、基礎科目から 2 単位以上、
専門科目内「看護学領域科目」から 6 単位以上（選択した特別研究に関わる研究領域の特論科
目 2 単位以上・演習科目 4 単位以上）及び特別研究科目 10 単位を履修し、合計 22 単位以上
を取得するとともに、必要な研究指導を受けた上で、本研究科が実施する博士論文審査及び最
終試験に合格すること。 

リハビリテーション学領域選択者：
共通科目から 4 単位（必修科目 2 単位、選択科目 2 単位以上）、基礎科目から 2 単位以上、

専門科目内「リハビリテーション学領域科目」から 6 単位以上（選択した特別研究に関わる研
究領域の特論科目 2 単位以上・演習科目 4 単位以上）及び特別研究科目から 10 単位を履修
し、合計 22 単位以上を取得するとともに、必要な研究指導を受けた上で、本研究科が実施す
る博士論文審査及び最終試験に合格すること。 

(３）修了要件
博土後期課程に 3 年以上在学（休学期間除く。）し、授業科目について所定の単位数を修

得して、必要な研究指導を受けた上で、博士論文審査及び最終試験に合格することとする。 
 ただし、在学期間に関しては、大学院研究科委員会が下記の要件を満たした学生は、2 年以
上在学すれば足りるものとし、審査の上、修了の可否を判定する。 

ア 休学歴のない者
イ 長期履修者でない者
ウ 早期修了しようとする学期までに、大学院学則に規定する年数以上在学した上で修了

要件単位を修得可能な者
エ 博士後期課程に在籍する者のうち優れた研究業績を上げた者

(ⅰ) 博士論文を完成した者
(ⅱ) 査読付き学術論文を２編以上（内１編が筆頭著者）有する者

(４）博士論文審査
学則に定められた教育課程の単位を修得し、博士論文審査のための所定の条件を満たし、

かつ博士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したものに、湘南医療大学大学院学
位規則【資料 7】に基づき、博士（看護学）または、博士（リハビリテーション学）の学位
を授与する。 

ア ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）

 博士後期課程のディプロマ・ポリシーに基づき、博士論文審査実施要項【資料 8】に則り、
次の通りに博士論文の審査手続きを行う。 



- 設置の趣旨等(本文) - 35 -

イ 研究倫理審査

  研究計画書が完成した学生は、研究指導教員の指導を受け、湘南医療大学 研究倫理規程
【資料 9】及び湘南医療大学 人を対象とする研究倫理審査要項【資料 10】に基づき、速やか
に研究倫理審査を受ける。 

ウ 博士論文の審査

(ｉ） 博士論文審査会の設置 
   論文の審査を希望するものは、期日（修了年次 6 月）までに論文審査申請書を研究指導教

員に提出する。研究指導教員及び副研究指導教員は、学生から提出された論文審査申請書を
確認のうえ、研究科委員会に提出する。研究科委員会に博士論文審査会を設置する。審査員
（主査 1 名、副査 2 名以上）について研究科委員会の議を経て研究科長が選任し、学生に通
知する。審査員（主査及び副査）は、当該研究に関連深い学問領域を担当する教員のうち、
研究指導の資格を有する者の中から選任する。その際、副査のうち 1 名は、学外の当該研究
に関連深い学問領域の大学教員または学識経験者でも可とする。尚、審査される論文の研究
指導教員は、審査員（主査）になることはできない。 

(ii) 博士論文提出資格の審査
ａ 博士後期課程の学生は、研究科委員会に必要書類（履歴書、研究業績書、修得単位証明書）

を添えて論文提出資格審査を申請する。 
ｂ 博士論文審査を受けることができるものは、次の通りとする。 

① 必要単位（22 単位以上）を修得していること
② 在学期間が３年以上であること。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者で修士の学位を有する者は、2 年以上在学すれば足りるものとする。
c  研究科委員会は、博士論文審査会による資格審査の結果について、研究科委員会の議を経

て、学生に通知する。 
(iii) 博士論文の予備審査（３年次 9 月〜11 月）

ａ 博士論文の予備審査を受けようとするものは、修了年次の 9 月までに、研究科委員会に予
備審査用の博士論文を提出する。 

b 研究科委員会は、博土論文審査会と協議し、予備審査会を開催し 11 月中に予備審査を終
える。 

c 審査員（主査及び副査）は、提出された論文が学位論文として提出することが適当である
か否かを審査する。審査員（主査友び副査）は、内容に係る問題点を指摘・助言する。これ
らの結果を研究科委員会に報告する。 

d 主査は、研究科委員会の議を経て、予備審査の結果を研究指導教員および当該学生に通知
する。 

(ⅳ) 博土論文審査博士論文最終審査（3 年次１月〜2 月） 
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  ａ 博士論文の最終審査を受けようとするものは、研究指導教員の指導を受け、期日までに
審査用論文および学位申請書等を研究科委員会に提出する。 

  b 研究科委員会は、博士論文審査会と協議し、修了年次の 1 月に、博士論文最終審査会を
開催する。審査員は特別な事情のないかぎり、予備審査会と同じ構成員による。 

  c 審査員（主査及び副査）は、提出された博士論文の内容及び専門領域に関する最終試験
（口頭試問）を行い、その結果を論文審査報告書とともに研究科委員会に報告する。 

  d 論文審査報告書には、次の各号に挙げる書類を添付するものとする。 
・学位論文の要旨
・学位論文審査及び最終試験の結果の要旨
e 研究科委員会は、博士論文最終審査会による博士論文の審査結果を受けて、研究科委員

会の議を経て、博士論文としての合否を判定する。 
(ⅴ） 博士課程修了判定(3 年次 2 月） 
  ａ 研究科委員会は、博士論文の審査結果並びに当該学生の単位取得状況により、博士後期

課程修了の合否を判定する。 
  ｂ 博士論文最終審査に不合格の場合でも、規定の単位を修得していれば単位取得後退学

として認める。 
(ⅵ） 博士論文公開発表会（3 年次 2 月） 
  ａ 研究科委員会は、博士論文に係る研究発表の場として、公開の研究発表会を開催する。 
  ｂ 博士論文公開発表会の発表者は、博士輪文を提出し最終審査に合格した者のみとする。 
  ｃ 発表者は、公開発表会終了後、最終論文を研究科委員会に提出する。 

(ⅶ) 博士後期課程の修了及び学位の授与(3 年次 3 月） 
  ａ 学長は、研究科委員会の判定結果に基づき、博士の学位を授与する。 
  ｂ 学位の授与は修了証書・学位記を交付して行う。 

エ 博士論文の公開

学位を取得した博士論文は、湘南医療大学リポジトリ規程【資料 11】に則り、公開する。 

【博士論文審査基準】 
 博士論文の審査は、博士論文として学術的価値、実践的有効性、科学的情報内容、倫理的観
点、論理的構成等から、論文の水準を客観性及び緻密性をもって、次の①から⑩に掲げられる
採点準拠に基づいて判定する。 

なお、審査基準は、以下の「博士論文審査基準」をＨＰ等で公開する。 

① 保健医療学に精通する知のプロフェッショナルとして、自説に固執しない幅広い知識の素
養を持つことが伺える論文である。
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② 保健医療学における諸課題について独自の目線で分析・論考する、高度かつ先進な研究
内容である。

③ 医療機関や地域社会における多職種協働を有機的に推進することが可能な管理・指導能
力を発揮することが伺える、または推察される論文である。

④ 保健医療学を含めた幅広い知識にもとづく研究であり、主体的な学びを促すような実践
力を有することが伺える論文である。

⑤ 医療や介護での実務において個々の人間性・使命感を尊重する高い倫理性を具備している
ことが伺える論文である。

⑥ 創造的で高度な研究を平易かつ明瞭な言語で表現できる高度なコミュニケーション能力
を持つことが伺える論文である。

⑦ 看護学、またはリハビリテーション学の研究指導や教育活動で中枢を担えるリーダー
シップ能力を持つことが伺える論文である。

⑧ 湘南医療大学大学院後期博士課程修了者として、教育・臨床・研修どの場面でも活躍が
期待できることが伺える論文である。

⑨ 地道なデータ収集と学際的な研究・分析により看護学、またはリハビリテーション学の
発展に寄与できる論文である。

⑩ ソサエティー5.0 の実現を目指す社会において、研究成果をグローバルに発信できるスキ
ルを持つことが伺える論文である。

(５）履修モデル
博士課程後期課程で看護学領域を選択して履修する場合、次のア項、イ項、ウ項に示す履修モ

デルを参考に、共通科目２科目 4 単位以上、基礎科目 1 科目 2 単位以上、専門科目 1 科目 6 単
位以上及び特別研究 10 単位を履修する。 
 博士課程後期課程でリハビリテーション学領域を選択して履修する場合、次のエ項、オ項、カ
項に示す履修モデルを参考に、共通科目２科目 4 単位以上、基礎科目 1 科目 2 単位以上、専門
科目 1 科目 6 単位以上及び特別研究 10 単位を履修する。 

また、学生の希望や研究内容に応じて、領域外の科目を追加履修し、学際的融合を図ることも
可能である。 

ア 看護学領域の大学教員を志望する院生の履修モデル【資料 12】

 将来、看護学領域において、特に大学の教員職を目指す院生は、教育に関する科目を 4 単位以
上修得することが望ましい。そこで、共通科目の「医療倫理学特論（2 単位）」「教育学特論（2
単位）」及び基礎科目の「保健医療学基盤研究（2 単位）」を履修し、教育学に関する学際的な知
見を得る。専門科目では、修士課程での研究内容及び論理的思考をさらに深化するために、看護
学領域の履修科目の「健康支援ケアシステム学」あるいは「地域生活ケアシステム学」あるいは
「生涯発達ケアシステム学」から選択し、研究内容をさらに進展させるために当該科目の特論と
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演習を履修する。また、学生の希望や研究内容に応じて、当該科目以外の科目の特論を追加履修
することにより、多角的かつ専門的な学術的知見を得ることで、将来の教員としての教授能力の
素地を育成する。 

イ 看護学領域の研究者を志望する院生の履修モデル【資料 13】

 看護学領域の研究者を志望する院生は、共通科目の「医療倫理学特論（2 単位）」「研究特論（2
単位）」及び基礎科目の「保健医療学基盤研究」を履修し、研究を行う上で必須でかつ重要な研
究倫理、統計解析手法及び研究手法に関する学際的な知見を得る。専門科目では、看護学領域の
履修科目の「健康支援ケアシステム学」あるいは「地域生活ケアシステム学」あるいは「生涯発
達ケアシステム学」から選択し、内容をさらに進展させるために当該科目の特論と演習を履修す
る。また、学生の希望や研究内容に応じて、当該科目以外の科目の特論を追加履修することによ
り、多角的かつ専門的な学術的知見を得ることができる。将来の研究者としての卓越した研究手
法や能力の獲得を目指す。 

ウ 看護学領域の高度専門職業人を志望する院生の履修モデル【資料 14】

 将来、看護学領域の高度専門職業人を志望する院生は、共通科目の「医療倫理学特論（2 単位）」
「保健福祉学特論（2 単位）」及び基礎科目の「保健医療学実践研究」を履修して、健康を守る
仕組みや社会的制度に関する学際的な知見を得る。専門科目では、修士課程での研究内容及び論
理的思考をさらに深化するために、看護学領域の履修科目の「健康支援ケアシステム学」あるい
は「地域生活ケアシステム学」あるいは「生涯発達ケアシステム学」から科目を選択する。さら
に内容を進展させるために当該科目の特論と演習を履修する。また、学生の希望や研究内容に応
じて、当該科目以外の科目の特論を履修することにより、多角的かつ専門的な知見を得ることで、
実践の科学と称する看護実践に必要な能力を獲得し、高度実践看護職としてエビデンスに基づ
いた看護を実践する。 

エ リハビリテーション学領域の大学教員を志向する院生の履修モデル【資料 15】

 将来、リハビリテーション学領域の大学において専任教員を志望する院生は、教育に関する科
目を 4 単位以上修得する必要があり、共通科目の「医療倫理学特論（2 単位）」「教育学特論（2
単位）」及び基礎科目の「高等教育学（2 単位）」を履修し、教育学に関する学際的な知見を得る。
専門科目では、リハビリテーション学領域の履修科目の「地域生活支援学」または「身体機能支
援医療学」のうち、修士課程までの研究知見を深化させることができる科目を選び、当該科目の
特論と演習を履修する。また、学生の希望や研究内容に応じて、当該科目以外の科目の特論を追
加して履修することにより、多角的且つ専門的な知見を得ることも可能である。 

オ リハビリテーション学領域の研究者を志望する院生の履修モデル【資料 16】
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 将来、リハビリテーション学領域の研究者を志望する院生は、共通科目の「医療倫理学特論（2
単位）」「研究特論（2 単位）」及び基礎科目の「保健医療学基盤研究」を履修して、研究倫理、統
計解析手法及び研究手法の学際的な知見を得る。専門科目では、リハビリテーション学領域の履
修科目の「地域生活支援学」または「身体機能支援医療学」のうち、修士課程までの研究知見を
深化させることができる科目を選び、当該科目の特論（2 単位）と演習（4 単位）を履修する。
また、学生の希望や研究内容に応じて、当該科目以外の科目の特論を履修することにより、多角
的且つ専門的な知見を得ることが可能である。 
 

カ リハビリテーション学領域の高度専門職業人を志望する院生の履修モデル【資料 17】 

 将来、リハビリテーション学領域の高度専門職業人を志望する院生は、共通科目において「医
療倫理学特論（2 単位）」「保健福祉学特論（2 単位）」及び基礎科目の「保健医療学実践研究」を
履修して、健康を守る仕組みや社会的制度に関する学際的な知見を得る。専門科目では、リハビ
リテーション学領域の履修科目の「地域生活支援学」または「身体機能支援医療学」のうち、修
士課程までの研究知見を深化させることができる科目を選び、当該科目の特論と演習を履修す
る。また、学生の希望や研究内容に応じて、当該科目以外の科目の特論を履修することにより、
多角的且つ専門的な知見を得ることが可能である。 
 
Chapter 6. 基礎となる修士課程との関係 
 

博士後期課程と既設の保健医療学部及び大学院保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程と
の人材養成プログラムの関係については、P4【図 1】に示したとおりである。 

保健医療学部には看護学科、リハビリテーション学科（理学療法学専攻、作業療法学専攻）が
設置されている。各々、学士課程としての教育を提供するとともに、看護師・保健師（看護学科）、
理学療法士（理学療法学専攻）、作業療法士（作業療法学専攻）という幅広い職業人の養成を主
目的としている。 

修士課程は、広い視野に立ち、保健医療学を専攻分野の基盤に、①「健康増進・予防領域」、
②「心身機能回復領域」、③「助産学領域」の 3 領域を設置し、3 領域に関わる諸問題・課題を
的確に解明する能力を身につけて、地域包括医療システムの中で、医療専門職など多職種と連携
協働して相互理解とチーム医療を推進できることが教育目標である。つまり、地域保健医療福祉
の総合的な教育研究を実践することができる高度な臨床実践者及び指導者の養成を主目的とし
ている。①地域において多職種と連携協働しながら健康社会を支え、障害の予防や改善、生活の
再構築、そして地域社会における自立生活の安定化、QOL（生活の質）維持・向上の実践、②精
神・身体機能を総合的に評価し、これらの障害の課題と障害克服の実践、③周産期医療の課題解
決と助産ケアの実践、以上の３つに焦点を当てた研究能力、専門能力を育成している。一例とし
て、リハビリテーション従事者の院生は、「心身機能回復領域」で学ぶ機会が多いが、発達障害
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児のリハビリテーションをテーマとする院生は、「健康増進・予防領域」で学ぶ機会が用意され
ている。このように、院生の職種により研究を行う領域は定まらず、地域の社会的課題を解決す
るには、専門分野だけに捉われず、様々な分野の知見を活かして異なる学問領域を確立した上で、
教育研究を担当してきた。 

博士後期課程では、修士課程の保健医療学の研究活動・学識を継承し、「地域の課題を自立し
て解決できる研究者や地域包括医療システムの在り方を考え、多職種と連携・協働して企画・実
践できる高度専門職業人材育成」と「看護師、または理学療法士、作業療法士養成教育に必要な
大学教員人材育成」を柱に、「院生の創造性豊かで多彩な研究活動を全面的に支援する課程」を
目指している。院生が個々に研究者として自立して研究活動を行い、また、明確に専門性に特化
して高度に専門的な業務に従事できる教育・研究能力を養えるために、保健医療学部（学士課程）
の学問領域、および保健医療学研究科（修士課程）の研究領域から、博士後期課程では、「保健
医療学」を基盤とする「看護学」、または「リハビリテーション学」の 2 領域を研究テーマの中

心に据える。「保健医療学の関連図」【図 3-①】 

合わせて、修士課程から博士後期課程への科目区分と授業科目の接続性を明記にする。「修士
課程‐博士後期課程授業科目の関係図」【図 3-②】 

そして、Structure、Process、Outcome の視点から、包摂的・科学的に評価分析し、教育学、
倫理学、社会学等の学際的視点からも考察し、その成果を国内外に発信できるように編成する。
同時に、大学院の運営を支えるグループ関連施設、地元自治体との連携を更に進めてそれらの活
動の基礎となる豊かな学識の定着や reeducation を支援する。 

このように「学士課程から博士後期課程への組織体制の一貫性・連携」【図 4】を図り、大学院

研究科において高度専門職業人、研究者、および教育者の養成を行う。
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図 3-① 保健医療学の関連図（保健医療学を基盤とする修士課程と博士後期課程の教育研究領
域における看護学とリハビリテーション学との関連性） 
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図 3-② 修士課程‐博士後期課程授業科目の関係図 

保健医療学研究科保健医療学専攻（修士課程） 保健医療学研究科保健医療学専攻（博士後期課程）
共通科目 共通科目
　保健医療学特論 　医療倫理学特論
　医療倫理学特論 　教育学特論
　医療社会学特論 　研究特論
　生涯教育特論 　保健福祉学特論
　家族ケア学 基礎科目
　多職種協働・地域連携特論 　高等教育学
　看護教育特論 ほか 　保健医療学基盤研究
専門科目 　保健医療学実践研究
（健康増進・予防領域）
在宅・公衆衛生学特論・演習 専門科目
女性保健学特論・演習 （看護学領域）
精神保健医療学特論・演習 健康支援ケアシステム学特論
生活支援医療学特論・演習 健康支援ケアシステム学演習
がん看護学特論・演習 地域生活ケアシステム学特論
感染看護学特論・演習 地域生活ケアシステム学演習

生涯発達ケアシステム学特論
専門科目 生涯発達ケアシステム学演習
（心身機能回復領域） 専門科目
運動・動作制御学特論・演習 （リハビリテーション学領域）
呼吸循環機能学特論・演習 地域生活支援学特論
運動機能回復学特論・演習 地域生活支援学演習
脳機能回復学特論・演習 身体機能支援医療学特論
専門科目 身体機能支援医療学演習
（助産学領域）
助産学概論
地域・国際助産学特論
助産管理・経営学
母乳育児支援論 ほか

図3-②　修士課程‐博士後期課程授業科目の関係図
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図 4 学士課程から博士後期課程への組織体制の一貫性・連携 
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Chapter 7．「大学院設置基準」第 2 条の２又は第 14 条による教育方法の特例の実施 

医療の高度・先進化に伴い、保健医療の現場で業務に従事する医療従事者は、この医療の発展
に対応する為に、新しい知識を習得し専門性を高め、新しい課題に対応出来る能力を獲得するた
めに大学院進学を希望する者が多い。そこで生涯教育の要請に応え、大学院での学修を希望する
社会人学生が在職しながら学習機会を確保し、一層拡大する観点と「医療の質」の向上の観点か
ら、個人の事情に応じて柔軟に修業年限を超えて履修して学位が取得できることを優先し、本研
究科は、大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例に基づく教育を行う。 

１ 修業年限及び在学年限 

修業年限は３年とし、教育方法の特例措置により、昼間、夜間その他特定の時間又は時期にお
ける履修を認めて、博士後期課程に修了に必要な単位を取得することができる。ただし、社会人
学生などで、年間に取得出来る単位数ならびに研究・学修活動の為の時間が限られ、修業年限３
年で修了することが困難な学生を対象に、湘南医療大学大学院長期履修規程【資料 18】に基づ
き、４年〜5 年の長期履修制度を適用し、計画的に履修させる。なお、長期履修制度の対象者は、
以下の要件を満たす者とする。 
① 職業を有し、就業している者
② 育児、長期介護等により修業年限３年間で修了困難な者
③ 病気、留学、その他やむを得ない事由により長期履修制度を必要とし、認められた者

２ 履修指導及び研究指導の方法 

履修指導並びに研究指導は、個々の実務経験、研究履歴、目的に応じた研究等に基づき、湘南
医療大学大学院保健医療学研究科履修規程【資料 19】に則り行う。そのため、学生は、研究指
導教員が選任され、履修指導並びに研究指導のアドバイスを受けることができる。 

研究指導教員と学生は共に年度初めに３年間の授業科目と履修計画を相談しながら作成し、
学生が実践的及び論理的アプローチを経験し、学究的視点を養えるように配慮し、昼夜とも適切
な日時・時間帯に研究指導を行う。 

研究指導教員は、学生の博士論文研究開始までに授業科目の進捗状況や問題点について定期
的に学生と話し合いの機会を設ける。問題がある場合は、研究指導教員が組織的に個々の学生の
必要に応じて、自発的な成長支援を行う。その他、社会人学生とのコミュニケーションはインタ 
ーネットなどを通じて密に行うことで学生からの履修上や研究上の相談にきめ細かく対応する。 

３ 授業の実施方法 
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講義は、土曜日の１時限から５時限（9：00〜17：50）、並びに平日の夜間、６時限（18:00〜
19:30）及び７時限（19:40〜21:10）を原則に開講する。さらに、長期休暇時には集中講義を開

講する。学生は、将来への志向に応じて、選択する科目を登録し、時間割に沿って学修する。【資
料 33】なお、演習・特別研究は、以上の時間帯に拘束されない。 

また、ICT の一部活用により、学生が遠隔でも修学できるようにし、健康管理に配慮する。 

４ オフィスアワーの設定 

オフィスアワーを設定してシラバスに明示し、学生が科目担当教員や研究指導教員等と個別
に相談ができる体制を整える。 

５ リサーチ・アシスタント（RA）、ティーチング・アシスタント（TA）制度の導入 

博士後期課程の学生が修士課程の授業の教育補助を行い、教育者に必要な教育能力を修得す
る機会を得るため、博士後期課程では、リサーチ・アシスタント（RA）、ティーチング・アシス
タント（TA）制度の導入を進める。

６ 教員の負担の程度 

大学院担当教員の多くは、学部との兼担であるため、過度の負担がかからないよう大学院及び
学部の授業科目数、開講時限等について授業計画を策定し、本学全体の教員の授業科目担当数が
同等になるように留意しつつ、教員自身の研究時間の確保にも配慮する。 

そのため、学部教育と大学院教員を兼担する教員は、夜間に大学院教育に当たる時間を考慮し
て、1 週間につき 40 時間、1 日につき 8 時間（いずれも休憩時間を除く。）を超過することのな
いように勤務時間を割り振る。大学院担当教員の勤務時間は、（始業 12：30〜終業 21：15）を
原則とする。但し、3 限から 7 限の間の授業が無い時間帯に休憩 1 時間を取得する。また、業務
の運営上の事業により、1 日の勤務時間（8 時間）を超えて勤務する必要がある勤務が 1 か月を
平均して 40 時間を超えないように割り振りを行う。 

なお、週公休日を日曜及び土曜日以外の日にも定められることとしており、この場合において
は、4 週間毎の期間につき、8 日の公休日を設けることとする。 

７ 院生研究室及び図書館等施設の利用 

大学院生専用の院生研究室を設置する。院生研究室には情報処理機器を配置し、大学院生の自
主管理により常時利用できるようにする。図書館の利用は、大学院生の学修に支障をきたさない
ように配慮する。図書館の所有する文献データベースの利用は、図書館内及び院生研究室をはじ
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めとする学内ネットワーク、インターネット経由の学外アクセスを安全性のもとで可能とする。 

８ 学生の厚生に対する配慮 

学生は、本学に設置されている施設を学部生と同様に利用することができる。有職学生の受入
れにより 18 時以降に事務手続きが行うことが想定されるため、事務室対応は学生の利用に支障

がないように配慮する。そのほか、学校保健法による定期健康診断により、疾患等の疑いのある
学生は、校医との面談を実施するとともに、嘱託医療施設である「ふれあい東戸塚ホスピタル」
での診療の機会を確保する。また、校医、保健師による健康診断を学生の求めに応じて随時行え
るようにしている。カウンセリング相談を希望する場合も、グループ連携施設から臨床心理士を
定期的に派遣してもらい、心身の悩み等の相談に応じている。 

９ 教育経済支援 

長期履修制度による学修をする学生に対し、制度適用期間の学納金総額を正規修業年限の学
生が支払う学納金総額と同額とする配慮を行い、有職社会人が就業と大学院での学修を並行す
る際の金銭的負担を軽減する。また、大学院生の研究支援のため、論文作成のために行う研究に
対して研究経費の一部を助成する湘南医療大学大学院院生研究費規程【資料 20】を設けている。 

Chapter 8. 入学者選抜の概要 

１ 入学者の受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)（D-AP） 

湘南医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程では、大学の理念「人を尊
び、命を尊び、個を敬愛す」に共感し、既に保健医療学分野における研究を行い、論文を執筆し
た経験がある者を入学させ、入学者の研究課題や分野・領域、将来の進路に応じて、地域社会で
実践できる人材を養成する。 

「保健医療学に精通した上に、関連分野の専門知識も幅広く修得し、人間や社会の多様性を理
解した知のプロフェッショナルとして、保健医療学に於ける看護学、またはリハビリテーション
学分野の研究者、高度専門職業人、教育者としての、研究能力・コミュニケーション能力、多職
種協働における管理 ・指導能力、教育実践能力、及び保健医療に携わる研究者や教育者、高度

専門職業人に必要な高い倫理観を備えた人材の育成」を目指している。そのため、本研究科博士
後期課程では、以下に掲げるアドミッション・ポリシーに該当する人材を求める。 

D-AP① 人間に対する深い関心と高い倫理観を備え、生命の尊厳を重視し、個を敬愛できる人
D-AP② 保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション学に関する研究に求めら
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れる基礎的な能力と専門知識を有し、博士後期課程での研究を達成出来る人 
D-AP③ 看護学、またはリハビリテーション学に関する研究者・教育者・高度専門職業人とし

て求められる専門知識と技術の修得に強い意欲を持つ人 
D-AP④ 保健医療に関わる社会的課題に常に関心を持ち、研究者・教育者・高度専門職業人と

して社会に貢献する熱意のある人 
D-AP⑤ 柔軟な発想と論理的思考を持ち、多様な分野の専門家と連携・協働できる協調性やコ

ミュニケーション能力を備えた人

２ 領域のアドミッション・ポリシー 

① 看護学領域のアドミッション・ポリシー（AP-N）
「保健医療学の人の健康と生活の支援と質向上を目指す看護学領域において、研究と実践をす
る上で基盤となる知識と高度な専門的能力を有し、高い倫理観に基づき多職種間や地域医療に
おいて学際的で創造的な研究や実践を通じて、看護学の発展に向けて研究を学際的に推進でき
る力、研究成果を社会の中で検証、活用するなどの実装化する力、研究成果をグローバルに発信
する力を備えた人材の育成」を目指している。

そのため、看護学領域では、以下に掲げるアドミッション・ポリシーに該当する人材を求める。 

AP-N①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル）  

看護学に精通した上に、他分野の専門知識も幅広く学際的に修得し、人間や社会の多様性を理解
した知のプロフェッショナルとして、看護学に於ける研究者、高度専門職業人、教育者としての
資質を有する人。  
AP-N②（研究能力、コミュニケーション能力）  

看護学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な研究を自立して実装
し遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、看護実践の基盤となる科学的エビデ
ンスの構築に必要な高度な研究を達成する強い意志、研究成果を広く社会に知らせる情報発信
能力、コミュニケーション能力を有する人。
AP-N③（多職種協働における管理 ・指導能力）

看護学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場において、多職種間の有機的連携を推進する
ために中心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を発揮できる資質を有する人。
AP-N④（教育実践能力）

看護学における研究に求められる基礎的な能力を有し、看護系大学の学生教育において、学生の
主体的な学びを促す教育実践能力に発展できる資質を有している人。
AP-N⑤（高い倫理観）

看護学生の教育場面や研究活動、看護職が医療や介護や福祉等の現場で求められる豊かな人間
性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高い
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倫理観を有している人 

② リハビリテーション学領域のアドミッション・ポリシー（AP-R）

「保健医療学に精通し、リハビリテーション学領域分野において、人々の健康と生活の質の向上
に貢献するための、予防、治療と心身の回復、社会参加に至る総合的なリハビリテーションに関
連した知識を修得し、人間や社会の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、リハビリ
テーション学に於ける研究者、高度専門職業人、教育者としての、研究能力・コミュニケーショ
ン能力、多職種協働における管理・指導能力、教育実践能力、及び保健医療に携わる研究者や教
育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を備えた人材の育成」を目指している。

そのため、リハビリテーション学領域では、以下に掲げるアドミッション・ポリシーに該当す
る人材を求める。 

AP-R①（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナル） 

リハビリテーション学に精通した上に、他分野の専門知識も幅広く学際的に修得し、人間や社会
の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、リハビリテーション学に於ける研究者、高
度専門職業人、教育者としての資質を有する人。
AP-R②（研究能力、コミュニケーション能力）

リハビリテーション学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察する力、独創的な研究
を自立して実装し遂行する力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、リハビリテーション
実践の基盤となる科学的エビデンスの構築に必要な高度な研究を達成する強い意志、研究成果
を広く社会に知らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有する人。
AP-R③（多職種協働における管理 ・指導能力）

リハビリテーション学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場において、多職種間の有機的
連携を推進するために中心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を発揮できる資
質を有する人。
AP-R④（教育実践能力）

リハビリテーション学における研究に求められる基礎的な能力を有し、リハビリテーション系
大学の学生教育において、学生の主体的な学びを促す教育実践能力に発展できる資質を有して
いる人。
AP-R⑤（高い倫理観）

リハビリテーション系学生の教育場面や研究活動、リハビリテーション関連職が医療や介護や
福祉等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる研究者や
教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を有している人。

３ 入学定員 
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入学定員は、3 名とする。 

４ 出願資格 

看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士等の保健医療の専門職資格を有する者であ 

って、保健医療学分野における研究を行い、論文を執筆した経験がある者とし、次の①から⑦の
いずれかに該当する者を受験資格者とする。なお、⑦を除き、入学の前年度末までにこれに該当
することとなる者を含む。 

① 修士の学位または専門職学位を有する者
② 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専

門職学位に相当する学位を授与された者
④ 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、
修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

⑤ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
⑥ 大学等を卒業し、大学、研究所等において 2 年以上研究に従事した者で、大学院において、

修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者
⑦ 大学院において個別の入学資格審査により認めた 24 歳以上の者

５ 入学者の選抜方法 

入学者選抜にあたり出願を希望する者は、出願前に研究指導教員と入学後の研究計画等につ
いて、メールや電話等で相談を行う。保健医療学分野の専門知識と論理的考察力、分析力を評価
する筆記試験（小論文、英語）及び口述試問による学力検査、人物並びに研究遂行意欲を評価す
る面接試験を行い、専門知識、課題解決能力、研究遂行意欲等を総合的に評価する。なお、実務
経験は専門資格に基づく実践を履歴書で、論文執筆経験は修士論文の提出あるいは査読がある
学術誌への投稿論文で確認する。また、社会人受験生への入学選抜時の特別な配慮は行わない。 

６ 選抜体制 

入学者選抜は、湘南医療大学入学者選考規程【資料 21】に基づき、入学試験を実施する。 

Chapter 9. 教員組織の編制及び特色 

１ 教員組織の編成の考え方 
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本学は、保健医療学部から保健医療学研究科を通し一貫して教育研究分野である「保健医療学」
の中に看護学、リハビリテーション学分野等を形成する一つの組織として、教員間の連携・協働
や各教育研究分野の発展につながるように全学的な観点から教員の管理運営を行っている。 

以下、本研究科博士後期課程の教育目標である、 
D-EO① 医療専門職として、臨床的学問探求により多彩な学識を有する創造性豊かな質の高い

研究を行えるための基礎となる豊かな知的学識を培うことができる。 
D-EO② 保健医療学を基盤に、看護学とリハビリテーション学に関わる諸問題・課題を的確に

解明する能力を身につけて、地域の保健・医療・福祉において管理・指導者として高
度に実践できる。 

D-EO③ 教育を担うものとしての倫理を身につけ、学生が主体的に学問に取り組むことの重要
性・意義の涵養、および教育方法の在り方を学ぶ教育を提供ができる。 

を基本的な考えとして、「保健医療学に精通した上に、関連分野の専門知識を幅広く修得し、
人間や社会の多様性を理解した知のプロフェッショナルとして、保健医療学に於ける研究者、高
度専門職業人、教育者として実践するために必要な研究能力・コミュニケーション能力、多職種
協働における管理・指導能力、教育実践能力等を養成することによって、保健医療に携わる研究
者や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を備えた地域社会に貢献できる人材の育成」を
目指している。 

その実現のために、専門領域、総合領域、人文社会学、数物系科学、複合新領域、社会科学、
医歯薬学の全ての分野の教員を視野に入れて教員組織を構成している。 

博士後期課程の研究の柱となる領域は「看護学」及び「リハビリテーション学」である。看護
学領域では健康支援ケアシステム学、地域生活ケアシステム学、生涯発達ケアシステム学の教育
研究を行い、リハビリテーション学領域では地域生活支援学、身体機能支援医療学の教育研究を
行う。それぞれの領域で研究指導を担当する教員の数を教育研究分野ごとに示すと次のようにな
る。 

看護学領域で研究指導を担当する教員数（D マル合） 
教育研究分野 健康支援ケアシ

ステム学
地域生活ケアシ
ステム学

生涯発達ケアシ
ステム学

計 

博士の学位を有
する教員数 

4 名 3 名 3 名 10 名 

リハビリテーション学領域で研究指導を担当する教員数（D マル合）

教育研究分野 地域生活支援学 身体機能支援医
療学 

計 

博士の学位を有
する教員数 

2 名 4 名 6 名 
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上記、本博士後期課程で研究指導を行う博士の学位を有する教員は 16 名、領域別では、看護
学領域 10 名、リハビリテーション学領域 6 名である。また、研究指導補助教員（D 合）は、看
護学領域 4 名、リハビリテーション学領域 6 名である。それ以外の教員も教育研究や実務の場

で豊富な経験・実績を有していることから、博士後期課程における研究機能を十分に果たすこと
ができる。 

２ 教員組織と特色ある教育研究 

 厚生労働省は、いままでの診療所や病院を中心とした医療システムからの方向転換を考え、

人々を健康にし、社会を健康にするという目標に向かって、新たな保健システムである「地域包
括ケアシステム」における医療関連専門領域の学問の諸課題である、「疾病予防教育」や QOL を

高める「地域健康生活支援教育」などは、保健、医療、福祉、教育とが相互に影響し合う複雑な
性格を有しており、多職種の専門家を抱含した研究者が組織的に取り組むことにより、課題解明
の道筋が見えるものと考えている。 

保健医療学研究科の教育目標を実現するために、1997 年の文部科学省審議会答申である「21
世紀医学・医療懇談会第 2 次報告」において保健、医療、福祉領域における専門職の人材育成
と、各職種間の連携を強化していくことが重要であると述べられており「専門職連携教育（IPE）」

の必要性が強調されているように、研究面で看護系とリハビリテーション系の研究者の連携を
実質化し、両領域の研究をより深化させていく必要がある。 

本研究科は、地域保健医療計画、地域包括ケアシステムにおける課題の「地域保健医療の課題
の探究」「地域保健医療の課題の解決」に挑戦する。利用者・患者の立場に立った健康維持、地
域生活、機能回復についての支援・方法論を展開し、社会に還元できる保健医療学の確立を通じ
て知のプロフェッショナル（研究者、高度専門職業人、教育者）の育成に取り組む。学問の多様
化を視野に、本研究科博士後期課程の教員組織の編制に当たっては、philosophy を共有し、 
ambition ある教員を選任し、基盤となる保健医療学分野の枠組みの中で協働体制を整備する。 

すなわち、地域保健医療計画、地域包括ケアシステムにおける諸課題に対して、修士課程にお
いて設定する「健康増進・予防領域」「心身機能回復領域」「助産学領域」の科目群を基盤とし、
その専門性を一層深化させるため博士後期課程では、「看護学領域」及び「リハビリテーション
学領域」の研究領域に分けて教育組織を編成する。これにより本研究科博士後期課程の教育と教
員が主体となって行う教育研究活動が活発化し教育効果と成果の好循環が生まれ相互を補完す
る仕組みが生まれる。 

なお、２つの研究領域で構成する教員が指導する主な研究専門分野は次のとおりである。 
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【看護学領域】 
看護研究系では、看護研究を通じて地域社会・医療において看護ケア価値を形成するために必

要な実践力を養成する。具体的には、看護ケアの課題設定と設計、看護ケア形成と決定、ケアの
実施と管理、看護ケア評価を行うために、創造性と多彩性を備えた専門的、実践的により高度な
レベルでの理論と方法を身につけた上で、看護過程の各段階でそれぞれの役割を理解するとと
もに、現在の地域医療体制を批判的に検証し、地域に必要な看護ケアの形成と実現を探求する力
を身につける。

本領域において研究指導する教員は、教授 9 名、准教授 1 名 計 10 名である。看護研究、

看護教育に関連した専門分野に基づき、「地域医療の課題の探究」と「地域医療の課題の解決」
の観点から指導を行う。 

研究領域 区分 職位 研究指導する専門分野 

看護学 健康支援ケアシステ

ム学

教授 がん看護学、疾病や治療に伴う健康問題を抱える人々の

生活や QOL への影響要因への調査分析、支援を通した看

護実践ケアへの有効性、看護教育 

地域生活ケアシステ

ム学

教授 公衆衛生看護学、地域看護学、行政看護学、在宅ケアシス

テム

生涯発達ケアシステム学 教授 老年看護学、家族看護学、高齢者への予防的看護家族介入 

地域生活ケアシステム学 教授 精神看護学、アディクション看護学、精神科訪問看護学 

地域生活ケアシステム学 教授 看護教育、シミュレーション教育、リフレクション、多職

種連携  

健康支援ケアシステム学 教授 救急・クリティカル看護学、終末期看護学 

生涯発達ケアシステム学 教授 助産学、ウィメンズヘルス 母性看護学 

健康支援ケアシステム学 教授 成人看護学、感染看護学、地域における感染対策支援シス

テム

地域生活ケアシステム学 准教授 公衆衛生看護、公衆衛生看護学教育、産業保健 

生涯発達ケアシステム学 教授 小児看護学、小児外科看護学、ストーマ、排泄リハビリテ 

ーション、成人医療移行支援、家族支援 
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【リハビリテーション学領域】 
リハビリテーション研究系では、生活の視点に立って、疾患、障害、機能とそれらに関わる医

学、職業、社会、教育、工学、相互作用などの多様性を理解し、利用者及び患者が、その人らし
く生きることができる「日常の回復と再生」と「リハビリテーションサービスの制度化」が構成
する主体的関係性（患者が主体的に療法士と行う。）と受態的関係性（療法士が患者の自立を抑
制する。）が平衡状態の中で、急性期、回復期、維持期を踏まえた新たな地域リハビリテーショ
ンにおける形成を探究することが出来る実践力を身につける。

本領域において研究指導する教員は、教授 5 名、准教授 1 名 計 6 名である。リハビリテー
ション研究、リハビリテーション教育に関連した専門分野に基づき、「地域医療の課題の探究」
と「地域医療の課題の解決」の観点から指導を行う。

研究領域 区分 職位 研究指導する専門分野 

リハビリテ
ーション学

地域生活支援学 教授 日常生活活動学・基礎理学療法  

地域生活支援学 教授 身体障害領域（高次脳機能障害）、認知リハビリテーショ

ン 

身体機能支援医療学 教授 呼吸循環器系理学療法、老年期理学療法 

身体機能支援医療学 教授 身体障害領域、再生医療、脳の可塑性、支援ロボット、ジ

ストニア

地域生活支援学 教授 高齢者介護予防、転倒予防、呼吸リハビリテーション 

身体機能支援医療学 准教授 身体障害作業療法学（神経系） 

３ 教員の年齢構成 

本博士後期課程の専任教員 28 名は、教授 22 名、准教授 5 名、助教 1 名で編成する。その内、
研究指導教員及び研究指導補助教員は、教授 21 名、准教授 5 名 計 26 名を予定する。開設時
の専任教員の年齢構成は、30 歳代 2 名、40 歳代 3 名、50 歳代 8 名、60〜65 歳が 7 名、66 歳以
上が 8 名である。 

本学教員の定年は、湘南医療大学教育職員定年規程【資料 22】により満 65 歳時点の年度末
と規定されており、専任教員 28 名のうち、完成年度の令和 8 年度末（2027 年 3 月）に 13 名
が定年規程に定める定年齢を超える。ただし、新設学科、研究科等の設置の場合には、特例によ
り、66 歳以上の教員は、当該博士後期課程の完成年度まで継続して任用を認めている。また、

本学の「特別任用教員に関する規程」【資料 34】により、役職者及び運営管理会議で決定した例
外的な場合を除き、最長で満 70 歳に達した年度末までは就業可能であるため、上記 13 名のう
ち 7 名を除き、これに該当する 6 名（令和 9 年度 1 名、令和 10 年度 1 名、令和 12 年度１名、
令和 13 年度 3 名）が段階的に定年退職となる予定である。 
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本課程完成年度までの教員組織は、教育研究水準の維持向上に支障ない教員構成であるが、
次代を見据えて、今回、教員組織に加えなった学部及び修士課程の専任教員に対して、教育研究
実績を積み上げられ、将来的に博士後期課程の教育研究者として登用できるよう学位取得や教育
研究計画を支援する。同時に、本研究科の教育研究活動の継続性や活性化を図るため、完成年度
以降の教員補充にあたって、新課程開設後から教員組織方針【資料 35】に基づき、年齢バラン
ス及び各分野の専門性の確保及び継承を十分に配慮して後任の選任を行う予定である。

具体的には、令和 ９ 年度に研究指導の教授（50〜64 歳）4 名、准教授（40〜59 歳）2 名、
講師（40〜49 歳）１名 計 7 名を内部昇格又は外部から補充する予定である。それ以降は、若

手教員を育成の比重を高めていくため、高齢教員は、教育の質を担保しつつ段階的に定年退職を
進め、内部昇格や公募等により、他大学、研究機関や臨床現場から当該教員と同等の教育研究業
績を有する人材の補充を行うことも検討し、質の高い教育研究を担保し、教員組織の維持・向上
に努める。 

Chapter10. 施設、設備等の整備計画 

１ 校舎等施設 

博士後期課程の院生研究室は、修士課程と同一校舎内に設置する。講義室及び演習室は、学部
及び修士課程との共用を原則とし、授業が重複しないように時間割編成する。 

また、本課程の入学定員を３名（収容定員 9 名）に対応した博士後期課程専用の研究室（自習
室）を配置し、パソコン等を配置し研究環境を整える。 

２ 教育用備品 

教育研究上、必要な設備、機械器具は、保健医療学部設置計画に基づいて整備しているため、
既に学部実習室等に配置している教育用備品を共用して使用することを基本とする。但し、必要
に応じて教育用備品購入費を予算計上し、教育研究に有益となる設備、教育用備品等を整備する。 

３ 図書等の資料及び図書館 

大学院の学生が主に使用する保健医療学部棟にある図書館の面積は、486.91 ㎡であり、一般
閲覧席（146 席）（無線ＬＡＮ対応）、ＡＶ視聴可能パソコンコーナー（６席）、ブラウジングコ 
ーナー（８席）、グループ学習室（22 席）などを備えている。２室あるグループ学習室の内、１
室は無線ＬＡＮ対応になっている。インターネット上で予約ができるシステムを導入しており、
学生によるプレゼンテーションが行なえるなど主体的な学習を促進している。蔵書は、看護学・
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リハビリテーション学、薬学関連の資料を中心として、令和４年５月 1 日現在、湘南医療大学図
書館（保健医療学部図書館、薬学部図書館、横浜山手図書館）には、図書 20,854 冊(うち洋書数： 
956 冊)、学術雑誌（冊子体）335 種（うち洋雑誌：48 種）、視聴覚資料 623 点を有している。
このうち、看護分野として分類している図書数は 4,003 冊、また、助産学に関係する図書及び雑
誌は、和書 482 冊、洋書 31 冊、和雑誌 18 種、洋雑誌 9 種、あわせて、図書 513 冊、雑誌 27 種
である。リハビリテーション分野として分類している図書数は、1,481 冊、保健医療学部共通分
類の図書数は、14,819 冊である。一部資料を除き、国立情報学研究所の CiNii Books で全て所蔵
公開している。

紙媒体資料は、図書・逐次刊行物問わず、電子媒体資料に収録されていないものを中心に選定
を行い、サービス向上に努める。電子ブックは、電子図書（47 冊）を所蔵しており、今後も和
書・洋書、出版者系、アゲリゲータ系問わず、適宜必要な資料を選定し充実を図る。 

電子ジャーナルは、Journal of psychiatric and mental health nursing、Journal of the American 
psychiatric nurses association、Journal of pediatric nursing、Journal of pediatric psychology、及
び Ovid 刊行の看護雑誌４タイトル（American Journal of Nursing, Cancer Nursing, Nurse 
Educator, Nursing research）等を契約している。 

データベースは、医学中央雑誌 Web、最新看護索引 Web、系統別看護師・保健師国家試験問
題 Web、ジャパンナレッジ Lib、メディカルオンライン、医書.jp オールアクセス、J-Dream 
III、The Cochrane Library、 CINAHL Plus、Medline with Fulltext、ProQuest Nursing and Allied 
Health Source 等を整備している。 

他大学図書館との協力体制は、国立情報学研究所が提供している NACSIS-ILL に参加、神奈
川県図書館協会に機関加盟していることから、「共通閲覧証」を用いて加盟大学図書館の利用も
可能である。又、国内未所蔵の資料は、OCLC に参加しており、海外から資料を取り寄せること
が可能である。 

図書館開館時間は、コロナ禍のため平日は 9：00 から 20：00 まで、土曜日は 9：00 から 17：
00 までである。博士後期課程開設後は、昼夜開講制を考慮し開館時間の延長を予定している。 

Chapter11. 管理運営 

１ 管理運営体制の概要 

本大学院研究科は、教学側と管理運営側の連携と意思決定の効率化が図れる「大学院運営管理
会議」及び、教育研究に関する事項の審議を行う「保健医療学研究科委員会」で運営する。 

なお、大学学部及び研究科の共通事項は、学部と大学院の協働で既存の委員会で担当する。 

２ 管理運営の組織 
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（１）運営管理会議

大学院運営管理会議は、湘南医療大学院学則第 8 条第 2 項に基づき設置されている。大学院
運営管理会議規程【資料 23】に定めるとおり、理事長が主催し、必要に応じ随時開催する。会
議は、理事長のほか、学長、大学院を所管する副学長、研究科長、法人本部事務局長、大学事務
部長等によって構成する。審議事項は、以下のとおりである。 
（１）大学院学則その他教育研究に関する重要な規則の制定及び改廃に関する事項
（２）大学院等の重要な組織の設置及び廃止に関する事項
（３）大学院の重要な施設の設置及び廃止に関する事項
（４）教職員の人事並びに評価に関する事項
（５）大学院生の定員に関する事項
（６）大学院生の表彰及び賞罰に関する事項
（７）大学院生の入学、課程修了、学位、在籍、身分及び厚生補導に関する重要方針
（８）大学院生の修学、進路等に係る重要な支援に関する事項
（９）理事会の諮問事項及び学長候補者の推薦
（10）全学教育の中長期計画及び教育課程編成方針に関する事項
（11）教育の質の向上（ＦＤ）・質保証（ＳＤ）に関する事項
（12）教学ＰＤＣ及び第三者評価に関する事項
（13）地域の公共機関、医療福祉施設、企業等との連携協力に関する事項
（14）私学助成に係る教学的取組の立案・遂行に関する事項
（15）その他、大学院の運営に関する重要事項

（２）保健医療学研究科委員会

保健医療学研究科委員会は、大学院学則第 9 条第 2 項に基づき設置する。保健医療学研究科
委員会規程に定める通り、学長が議長となり原則として、毎月１回開催する。会議は、学長、研
究科を所管する副学長、研究科長、研究科の教授等によって構成する。意見事項、諮問事項、審
議事項は、以下の通りである。 

学長が教育研究に関して意思決定に係る重要な諮問事項 
（１）学生の入学及び課程の修了に関する事項
（２）学位の授与に関する事項
（３）教育課程の編成に関する事項
（４）転学、退学、休学及び留学等学生の身分に関する事項
（５）学生の表彰及び賞罰並びに厚生補導に関する事項
審議事項
（１）学生の研究指導に関する事項
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（２）学位論文の審査に関する事項
（３）学生への経済的支援、学生相談その他学生支援に関する事項
（４）ファカルティ・ディベロップメント活動及びスタッフ・ディベロップメント活動に関する

事項 
（５）その他研究科の運営に関する事項

（３）研究倫理

湘南医療大学学則第 1 条の目的を達成するために、研究の信頼性と公正性を確保するととも
に、教育・研究の成果を広く世界に発信・還元していく。そのために、研究者に求められる倫理
的行動及び姿勢について研究倫理規程【資料 9】を定めている。 

湘南医療大学研究倫理規程に基づき、本学の研究活動の公正な推進と不正行為の防止、並びに
不正行為への適切な対処について、必要な事項として公的研究費の不正使用及び研究活動にお
ける不正行為の防止等に関する規則【資料 24】を定めている。 

文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基き、
本学における公的研究費の管理・監査に関する必要な事項として公的研究費の不正使用及び研
究活動における不正行為の調査等に関する規則【資料 25】を定めている。 

適正な運営・管理を行うための環境整備 
湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に関する基
本方針【資料 26】を定めて、ルールを明確化・統一化を図っている。尚、大学事務部の総務担
当で事務を処理している。 

不正防止計画の策定 
湘南医療大学研究倫理規程、湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動にお

ける不正行為の防止等に関する規則に基づき、研究不正防止計画【資料 27】を定めている。 

研究費の適正な運営・管理 
研究費の執行にあたっては、公的研究費等に係る適切な運営管理【資料 28】大学事務総務担

当において発注・納品の検収を行い、適正な運営管理を実施している。また、業者との不正な取
引が発覚した場合には、取引停止等の厳正な処分を行う。研究者の出張計画の実行にあたっては、
調査研究費の不正請求やカラ出張等が発生しないように、事前に必要書類の提出を義務付け、ま
た終了後の報告書及び精算書にも領収書等の証拠書類の添付を義務付けている。 
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モニタリング体制の整備
研究費の執行にあたっては、正確な伝票処理、適正な勤務管理となるよう、研究不正防止管理

体制【資料 29】に基づいて常時点検し、不正防止を図っている。また、定期的に学園会計担当
者による実査を行っている。 

（４）人を対象とする研究倫理

「人を対象とする研究」を遂行するうえで求められる研究者の倫理的行動および姿勢につい
て、学術研究の信憑性と公正性を確保することを目的に、湘南医療大学研究倫理規程第 16 条の
2 に基づき、「人を対象とする研究倫理審査要項」【資料 10】を定めている。また、利益相反を
防止し、安心して産学官連携活動等に取り組めるように湘南医療大学利益相反管理規程【資料 
30】を定めている。 

湘南医療大学において生命科学に関する研究開発が適正に推進されるよう、ヘルシンキ宣言
等の趣旨、「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」及び「人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針（平成 29 年 2 月 28 日改正）」並びに個人情報保護法の法律等に定
められている事項に沿って、倫理的配慮の下に実践するために必要な事項を審議することを目
的とし、研究倫理委員会規程【資料 31】に基づいた委員会を設置している。 

Chapter12. 自己点検・評価 

１ 自己点検・評価の実施体制 

本学は、大学学則第 2 条第 1 項において、「本学の目的を達するために、教育研究活動等の状
況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と自己点検・評価を定
義し、大学学則第 2 条第 3 項に基づき「湘南医療大学自己点検・評価委員会規程」を定め、自己
点検・評価委員会を設置運営し、自己点検・評価の方針の策定、実施、報告書の作成及び公表を
行っている。自己点検・評価の実施にあたり、評価基準項目、評価項目に対する評価の視点を明
確にして、自己点検・評価書の作成の実務を行う。自己点検・評価の対象は大学の諸活動全般に
及ぶため、実務は、「自己点検・評価委員会」と「学科、入試委員会、教務委員会、学生支援委
員会、FD 委員会、研究推進室、地域連携推進室、大学事務及び学園本部」が有機的に連携し、
教職協働のもとで行っている。また、大学院については、大学院学則第 2 条第 1 項において、
「本大学院の目的を達成するために、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、
その結果を公表するものとする。」と大学学部同様に定義している。 

なお、本学は、小規模大学であるため、学部と大学院の「自己点検・評価委員会」として委員
会を設置し、報告書内に併せて大学院の自己点検・評価を記載する。 
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２ 自己点検・評価項目 

 本学の自己点検・評価書の評価項目は、公益財団法人日本高等教育評価機構が示した大学機関
別認証評価・評価基準と連動させるため、①使命・目的等、②学生、③教育課程、④教員・職員、
⑤経営・管理と財務、⑥内部質保証といった 6 つの基準を用いて実施している。

３ 自主的・自律的な自己点検・評価の実施 

（１）事業報告書による評価
本学では、自己点検・評価書の他に「事業活動報告書」を毎年度作成し、ホームページに掲

載して社会に公表している。学校法人は、大学の事業活動報告書の内容を含む法人全体の事業
報告書の評価を行い、中長期計画に基づく年度ごとの活動結果を記載し、学園全体で結果を共
有し、次年度の事業計画策定への指針としている。 

（２）教育活動の評価
毎年度、科目の最終講義時に、履修学生全員から授業評価アンケートを実施している。実習

科目は、大学独自の様式を用いてその結果を授業科目ごとにデータ化するとともに、授業科目
群別のレーダーチャートを作成、担当教員にフィードバックし、今後の授業の改善点、学生の
理解度を高めるために意図・工夫した点について記載する「リフレクション・ペーパー」の作
成と提出を求めている。また、結果は事業活動報告書に記載し、ホームページで公表している。 

（３）研究活動の評価
教員の研究活動は、毎年度の「事業活動報告書」に教員ごとに記載している。また、毎年 2

月に実施している、ふれあいグループの「医療・教育研究会」において、全教員が 1 年間の研
究活動の報告発表を行い、そのレジュメを冊子または発表予定の原稿を PPT 集にまとめて公
表し、個人研究評価に努めている。 

（４）教員各自による自己点検・評価
本学では、全教員が、個人研究費規程に則り、毎年度初めに教育研究に関わる年間計画を作

成し、また、年度末に自己点検・評価書を学科長、学部長、学長に提出し、評価を受けており、
教育研究活動の質の向上に努めている。 

４ 評価結果の共有と社会への公表 

 自己点検・評価書は、自己点検・評価委員会委員を通じて学内で共有するとともに、理事、評
議員などの関係者にも周知し、ホームページ（https://sums.ac.jp/html/disclosure/10/）に掲載
して、社会に公表している 

５ 第三者評価 
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学校教育法 109 条に基づき、令和 3 年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評
価を受審し、同機構が定める大学評価基準を満たしていると認定されている。 

博士後期課程開設後も、引き続き、教育研究水準の向上と質の保証を図るため、適切に自己点
検・評価を継続する。 

Chapter13. 情報の公表 

大学院の公共性や社会的責任を明確にすることを目的に、以下に記載する学校教育法第 113
条及び学校教育法施行規則第 172 条の２に定められた教育研究活動等の状況に関する情報の公
開を積極的に行う。 

現在、本学の教育研究活動等の状況に関する情報の提供は、学校法人ホームページ(http://ww
w.fureai-g.ac.jp/html/breport/)及び本学ホームページ（http://sums.ac.jp/html/disclosure/）に
おいて、ステークホルダー並びに社会に対して事業内容や財務状態に関する情報を公開し、説明
責任を果たしている。

１ 大学（院）の教育研究上の目的に関すること 

理念、人材育成の目標、教育研究上の目的、教育の特色 

２ 大学（院）の教育研究上の基本組織に関すること 

学部、学科又は課程等の名称、教育研究上の基本組織の概要 

３ 教員組織及び教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

教員数、教員所属総数・職名別一覧、教員の有する学位、教員の有する研究業績 

４ 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生数、卒業又は修了
した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

入学者に関する受入方針：学部、研究科、専攻科、4 月入学者数、収容定員及び在学生数、卒
業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数、資格免許実績、留年率及び中退率 

５ 授業の科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

授業科目、教育課程の体系、シラバス 

６ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

学修の評価に関わる評価基準、卒業・修了の認定基準、本学で取得できる学位、学位論文審査 
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基準 

７ 校地、校舎等の施設及びその他の学生の教育研究環境に関すること 

キャンパス、施設の概要、各講義室・実習室等の説明、大学図書館、食堂・売店、アクセスマ
ップ

８ 授業料、入学料その他大学院が徴収する費用に関すること 

授業料、入学金その他大学が徴収する費用 

９ 大学（院）が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

学生の修学支援（チューター制度）、学生の生活支援（奨学金、各種証明書、学生アパートの
紹介）、心身健康の支援（医務室、カウンセリング室）、障害学生支援に関する基本方針 

１０ その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報等） 

各学部、学科におけるアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ
リシー、大学院保健医療学研究科における３つのポリシー

１１ 自己点検・評価及び認証評価の結果の概要 

自己点検・評価報告書、認証評価の結果 

１２ 各種アンケート調査結果の概要 

新入生アンケート、学習時間調査、授業評価アンケート、学修成果、卒業時アンケート、 
卒業後アンケート 

１３ その他参考となる情報 

学則等各種規程、設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況報告書 

Chapter14. 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等（FD） 

本学では、学修成果の点検・評価方法として、授業評価アンケートと学習成果等アンケートを、
本学独自調査として「学修等に関する調査」、「新入生アンケート」、「卒業時アンケート」を実施
し、学生へ提供する教育内容等について、これらアンケート等の結果を活用しながら、講義内容
の見直しや講義方法の工夫を含め、教育内容の向上に努めている。 

本学では、「教務委員会」において教育課程の制度的な改善を行う体制を、「FD 委員会」にお
いて効果的な教育方法の工夫・開発を行う体制を確立している。 
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学修成果の点検・評価、並びに教育内容・方法及び学修指導等の改善のために必要不可欠な情
報収集の手段として、「授業評価アンケート」、「学修成果等アンケート」等を実施し、集計結果
を、各担当教員へフィードバックし、結果は学内会議での情報共有や学内掲示により公表してい
る。また、今後の授業の改善点や学生の理解度を高めるために、リフレクション・ペーパーを作
成、提出させている。更に、授業評価の低い教員に対しては、リフレクション・ペーパーの作成
に加え、総合平均が 3 点未満の項目に関して、授業改善計画書の作成・提出を求め、必要に応
じ、学科長と当該教員との面談を重ねている。一方、評価が高かった教員の中から学科で人選し、
全体研修会で授業改善に係る先進事例として発表させ、教員間での情報共有を図っている。 

また、学生の成績の推移等の統計データを教務委員会や FD 委員会にて共有し、教員、学科に
おいては学生の成績の推移に影響を与える因子を分析している。これらは大学の全職員が出席
する全体研修会において、継続的に分析検討結果等について報告されており、教育内容・方法及
び学修指導等の改善に繋げている。 

教員は、定期的に学会や研究会等に出席し最新の教授法の知見を得て、これらを実践的に授業
に採り入れる等の工夫をしている。これらの取り組みについても、全体研修会にて事例報告を行
い、教育内容・方法及び学修指導等の改善に繋げている。 
 本学では、FD 活動に関する企画・立案等は、ファカルティ・ディベロップメント委員会が担
当し、FD 活動長期計画（以下「長期計画」という。）に基づいて、以下の FD 取組 16 項目のう
ち、年度計画の中で毎年 5 回実施している。教職員全員参加であり、全ての FD 活動は、学部
FD 及び大学院 FD の共通開催である。【資料 32】 
 

１ 新任教員及びその他の教員に対する教育方法、学生指導の研修 

年度最初のグループ全体研修会大学部会（以下、「大学部会」）において、大学の理念や教育方
針、学科別の教育目的・目標、学生指導方法等に関する研修を実施する。また、新任教員には各
学科長及び事務担当者から、教育方法や学生指導について具体的に説明する。 

２ 学生による授業評価と結果の公表 

 授業評価アンケート結果は、授業科目ごとにデータ化し、科目担当教員にフィードバックする
と同時に、今後の授業改善内容を記す「リフレクション・ペーパー」の作成と提出を求める。講
義、演習科目は授業科目群別のレーダーチャートを作成し、学内掲示板への掲載により学生に公
表する。実習科目の結果は、臨地実習指導者会議または臨床実習指導者会議で報告し、実習指導
改善の基礎資料として活用する。 

３ 教員相互の授業参観と評価 

 授業を公開する教員は希望及び輪番制とし、新任を除き、授業を行っているほぼ全教員が一度
は実施している。また、参観は前期、後期それぞれ 1 回以上を原則としている。 
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 参観者は、一定の評価項目と自由記載からなる参観シート（無記名）を提出し、授業担当者に
今後の授業改善に活用してもらうために、フィードバックしている。 

４ 臨床実習指導方法に関する講習会 

 毎年、臨地実習指導者会議又は臨床実習指導者会議に引き続き、講習会や研修会を実施してき
た。臨地実習内容や指導方法、学生の特徴、配慮を要する学生への指導方法などをテーマに取り
上げ、意見交換やグループワークの機会を設けた。これにより、大学側と臨床側の共通理解を深
め、円滑な臨床実習の実施につながった。 

５ 授業方法改善検討会 

 大学部会において、テーマとして毎年複数回取り上げ、実践例の提供と検討を重ねてきた。「学
生による授業評価が上昇した教員による授業の工夫や改善点」は、継続実施しているテーマであ
る。また「チーム医療論」研修、入学前教育・初年次教育の実施状況報告も、毎年実施している。 

６ 他大学の教育方法の伝達 

 FD 委員から他大学で開催している研修に参加し、発表形式の研修を実施している。また、他
大学から赴任してきた教員が前任校における教育手法の紹介を行う。 

７ プレゼンテーション技法の講習 

 ⑤授業方法改善検討会で実施している「学生による授業評価が上昇した教員による授業の工
夫や改善点」の一部に含まれ、例えば、学生に理解しやすい配布物やパワーポイントの作成や板
書、教育支援システムによる配信、演習時のデモンストレーションなどである。 

８ 教育改善のための機器利用の講習 

 アクティブ・ラーニングの推進に必要なクリッカーや DVD 教材の活用、遠隔授業に関連した
教育支援システムを活用した授業展開など、教育改善のための機器利用の講習を実施している。 

９ 自己点検評価に関する研修 

 全体研修会の大学部会において、自己点検評価に関する研修を毎年実施した。 

１０ 卒業生の修学・就職・進学等の分析検討会 

 卒業前からのキャリア支援、国家試験への積極的な対策が重要であると考えている。特に毎年
4 月には、就職状況と国家試験結果について報告し、分析結果をもとに意見交換を行っている。
また、卒業直前に 4 年間の修学、就職、国家試験支援等についてアンケートを実施し、その結果
を会議で分析し、教職員間で共有して、教育活動に役立てている。なお、卒業生を対象としたア
ンケートを実施し、継続的な分析検討を進めている。 
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１１ 教員・大学としての地域貢献に関する講習 

 年 1 回テーマに取り上げ、大学としての地域貢献に果たす役割やさまざまな形態による地域
貢献の方法等について理解を深めている。 

１２ 教員の研究活動の報告書の発刊  

 年 1 回開催しているふれあいグループの医療・教育研究会のプログラム・抄録集を、学部およ
び大学院教員全員が毎年発表（コロナ禍では PPT 原稿発表）している。 

１３ 教員と臨床現場との連携活動検討会 

 臨地実習及び臨床実習を通した教員と臨床現場との連携活動のほかに、共同研究、講義・演習
への参画、キャリア教育の相互支援等においても連携活動を実施している。また、全体研修会の
大学部会で、教員と臨床現場との連携活動をテーマとした研修を実施している。 

１４ 科学研究費等の外部資金講習会 

 大学部会で、開学年度より毎年 1 回以上、科学研究費補助金獲得のための工夫や研究内容や研
究手法などについて、採択者の講演を実施している。また、研究不正防止や利益相反管理、デー
タ管理などについて、研究倫理委員会担当者等が制度や実例等により説明し、理解を深めている。 

１５ カリキュラムの再検討会 

 保健医療学研究科（修士課程）に高度実践看護師（がん看護専門看護師教育課程）開講に伴い
カリキュラムワーキングが中心となってカリキュラムの再検討を進めてきた。これにより、令和
3(2021)年 9 月に修士課程健康増進・予防領域のカリキュラム改訂を行った。これに伴い、教員
全員がカリキュラムを理解し円滑な授業運営ができるようにした。 

１６ 授業評価、実習評価の妥当性に関する講習会 

 授業評価結果を用いた授業方法の工夫の実際と授業評価の変化等から、授業評価、実習評価の
妥当性についてのグループワーク、成績評価基準をテーマとした講習等を実施している。近年の
コロナ禍において、対面授業のみ、遠隔授業のみ、対面授業と遠隔授業の両方と様々な授業形態
で開講してきたことについて、多角的な評価方法を検討する予定である。 
 
Chapter15. 大学院の教育研究活動に必要な能力及び資質を向上させる方策（SD） 
 

本学では、SD に関する企画・立案等は、FD 同様、ファカルティ・ディベロップメント委員
会が担当している。研修としては、2 ケ月ごとに教職員全員が参加する全体研修会を行ってお
り、その中で SD を実施し、教職員の資質向上を図っている。また、学生募集やシラバス、IR
（Institutional Research）、業務改善などをテーマに原則年 2 回、医療法人グループと合同で、
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医療・教育研究会の中で開催している。教職員以外の医療関係者も参加し、臨床現場の意見も
大学運営に反映できるように取り組んでいる。【資料 32】 
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平成29年度採用分

応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 前年比 うち採択数

リハ学科
（PT）

-         -         -         -         3         -         2         -         1         -         6         5 -         

リハ学科
（OT)

-         -         -         -         1         -         1         -         1         1         3         2 1         

計 1         -         7         2         8         -         4         1         20        17 3         

平成30年度採用分

応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 前年比 うち採択数

リハ学科
（理学）

1         -         -         -         2         1         -         -         -         -         3         -3          1 

リハ学科
（作業)

2         1         -         -         -         -         -         -         -         -         2         -1          1 

計 7         2         10        1         -         -         1         -         18        -2          3 

平成31（令和１）年度採用分

応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 前年比 うち採択数

リハ学科
（理学）

2         1         -         -         2         -         1         -         -         -         5         2 1         

リハ学科
（作業)

1         -         -         -         1         -         -         -         2         -         4         2 -         

臨医研 1         1         -         -         -         -         -         -         -         -         1         1 1         

計 5         3         -         -         8         -         1         -         3         -         17        -1          3 

令和2(2020)年度採用分

応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 前年比 うち採択数

リハ学科
（理学）

1         -         -         -         6         1         -         -         1         1         8         3 2         

リハ学科
（作業)

2         -         -         -         7         -         -         -         -         -         9         5 -         

臨医研 -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -1          - 

計 6         1         1         1         21        1         1         -         3         1         32        15 4         

令和3(2021)年度採用分

応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 うち採択数 応募数 前年比 うち採択数

リハ学科
（理学）

-         -         4         1         -         4         -4          1 

リハ学科
（作業)

1         -         5         -         6         -3

臨医研 -         -         -         -         -         0

計 2         1         -         20        4         1         -         -         -         23        -9          5 

令和4(2022)年採用分

応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 前年比 採択数

看護学科 1         10        1         1         1         1         13        0 2         

リハ学科
（PT）

2         5         1         1         1         8         4 2         

リハ学科
（OT)

2         3         -         5         -1          - 

薬学部 2         1         1         1         9         3         2         -         14        14 5         

臨医研 1         2         3         3 -         

計 8         1         1         1         29        5         1         -         4         2         43        20 9         

令和5(2023)年採用分

応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 採択数 応募数 前年比 採択数

看護学科 2         6         1         9         -4          - 

リハ学科
（PT）

1         3         4         -4          - 

リハ学科
（OT)

1         6         7         2 -         

薬学部 3         14        1         18        4 -         

専攻科 -         1         1         2

臨医研 1         2         3         0 -         

計 8         -         -         -         32        -         2         -         -         -         42        0 -         

2022年10月応募 2023年5月応募
計

若手B　 基盤B 基盤C 挑戦（萌芽） スタート支援

-         15        8 2         8         -         1         0 2         

10 2         

4         1         0 0 0 0 1         -         8         -         13        2 1         

-         2         5         -         2         看護学科

看護学科

看護学科

看護学科

基盤B

1         -         0 0

1         1         -         -         

1         1         13         

基盤B

基盤B

基盤B

令和1(2019)年11月応募

平成30(2019)年11月応募

令和2(2020)年5月応募
計

若手 基盤C 挑戦的研究 スタート支援

5         -         -         -         1         -         7         

令和1(2020)年5月応募
計

若手

-6 1         

挑戦的研究 スタート支援

平成29年11月応募 平成30年5月応募

基盤C

3         11        

科研費応募・採択状況（平成29年度採用分～）

計
若手 基盤C 挑戦的研究 スタート支援

平成28年11月応募 平成29年5月応募
計

若手B　 基盤C 挑戦（萌芽） スタート支援

令和2(2020)年11月応募 令和3(2021)年5月応募
計

若手 基盤B 基盤C 挑戦的研究 スタート支援

看護学科 1         1         -         11        3         1         13        -2 4         

計
スタート支援

2022年5月応募2021年10月応募
挑戦（萌芽）基盤C基盤B若手B　

【資料１】
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D-DP① D-DP② D-DP③ D-DP④ D-DP⑤ DP-N① DP-N② DP-N③ DP-N④ DP-N⑤ DP-R① DP-R② DP-R③ DP-R④ DP-R⑤

自らの研究分野以
外の学問領域の幅
広い知識を修得し
た知のプロフェッ
ショナル

研究能力、コミュ
ニケーション能力

多職種協働におけ
る管理 ・指導能力

教育実践能力 高い倫理観

自らの研究分野以
外の学問領域の幅
広い知識を修得し
た知のプロフェッ
ショナル

研究能力、コミュ
ニケーション能力

多職種協働におけ
る管理 ・指導能力

教育実践能力 高い倫理観

自らの研究分野以
外の学問領域の幅
広い知識を修得し
た知のプロフェッ
ショナル

研究能力、コミュ
ニケーション能力

多職種協働におけ
る管理 ・指導能力

教育実践能力 高い倫理観

D-HR①
（研究者）

臨床的学問探求を培い、保健医療学を基盤とする看護学、ま
たはリハビリテーション学のいずれかの領域のさらなる創造
性に満ちた研究・開発能力を有し、多彩な研究を遂行できる
研究者の養成

◎ ◎ 〇 〇 ◎

D-HR②
（高度専門職業

人）

保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション
学のいずれかの領域を対象とした学問的基盤を熟知し、看護
学、またはリハビリテーション学の実践において臨床現場で
管理・指導能力を有する高度専門職業人の養成

◎ 〇 ◎ 〇 ◎

D-HR③
（大学教員）

保健医療学を基盤とする看護学、またはリハビリテーション
学のいずれかの領域の学問的基盤を熟知し、看護学、または
リハビリテーション学の実践において確かな研究能力と教育
能力を兼ね備えた大学教員を養成

◎ 〇 〇 ◎ ◎

HR-N①
（研究者）

臨床的学問探求を培い、看護学のさらなる創造性に満ちた研
究・開発能力を有し、多彩な研究を遂行し、発信できる研究
者

◎ ◎ 〇 〇 ◎

HR-N②
（高度専門職業

人）

看護学領域を対象とした学問的基盤を熟知し、看護学の実践
において臨床現場で管理・指導能力を有する高度専門職業人 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎

HR-N③
（大学教員）

看護学を対象とした学問的基盤を熟知し、看護学の教育や実
践において確かな研究能力と教育能力を兼ね備えた大学教員 ◎ 〇 〇 ◎ ◎

HR-R①
（研究者）

臨床的学問探求を培い、リハビリテーション学のさらなる創
造性に満ちた研究・開発能力を有し、多彩な研究を遂行し、
発信できる研究者

◎ ◎ 〇 〇 ◎

HR-R②
（高度専門職業

人）

リハビリテーション学領域を対象とした学問的基盤を熟知
し、リハビリテーション学の実践において臨床現場で管理・
指導能力を有する高度専門職業人

◎ 〇 ◎ 〇 ◎

HR-R③
（大学教員）

リハビリテーション学を対象とした学問的基盤を熟知し、リ
ハビリテーション学の教育や実践において確かな研究能力と
教育能力を兼ね備えた大学教員

◎ 〇 〇 ◎ ◎

博
士
後
期
課
程

看
護
学
領
域

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学
領
域

（大学院保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程）　 　【資料３-①】

課程・領域
の区分

養成する人材像（HR)
No.

養成する人材像の概要

養成する人材像（HR）とディプロマ・ポリシー（DP）との関連表

課程のDP 看護学領域のDP リハビリテーション学領域のDP

ディプロマ・ポリシーの概要
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D-HR① D-HR② D-HR③ HR-N① HR-N② HR-N③ HR-R① HR-R② HR-R③

臨床的学問探求を培
い、保健医療学を基盤
とする看護学、または
リハビリテーション学
のいずれかの領域のさ
らなる創造性に満ちた
研究・開発能力を有
し、多彩な研究を遂行
できる研究者の養成

保健医療学を基盤とす
る看護学、またはリハ
ビリテーション学のい
ずれかの領域を対象と
した学問的基盤を熟知
し、看護学、またはリ
ハビリテーション学の
実践において臨床現場
で管理・指導能力を有
する高度専門職業人の
養成

保健医療学を基盤とす
る看護学、またはリハ
ビリテーション学のい
ずれかの領域の学問的
基盤を熟知し、看護
学、またはリハビリ
テーション学の実践に
おいて確かな研究能力
と教育能力を兼ね備え
た大学教員を養成

臨床的学問探求を培
い、看護学のさらな
る創造性に満ちた研
究・開発能力を有
し、多彩な研究を遂
行し、発信できる研
究者

看護学領域を対象と
した学問的基盤を熟
知し、看護学の実践
において臨床現場で
管理・指導能力を有
する高度専門職業人

看護学を対象とした
学問的基盤を熟知
し、看護学の教育や
実践において確かな
研究能力と教育能力
を兼ね備えた大学教
員看護学領域の養成
する人材像

臨床的学問探求を培
い、リハビリテー
ション学のさらなる
創造性に満ちた研
究・開発能力を有
し、多彩な研究を遂
行し、発信できる研
究者

リハビリテーション
学領域を対象とした
学問的基盤を熟知
し、リハビリテー
ション学の実践にお
いて臨床現場で管
理・指導能力を有す
る高度専門職業人

リハビリテーション
学を対象とした学問
的基盤を熟知し、リ
ハビリテーション学
の教育や実践におい
て確かな研究能力と
教育能力を兼ね備え
た大学教員

D-CP①
（共通科目）

保健医療学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、保
健医療学関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプロ
フェッショナルの素養と倫理的見識を備え、適切な方法論を
用いて自立的に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と
専門職連携教育を実践させるため、その根源となる豊かな知
的学識を培えるための科目を配置する。

○ ○ ◎

D-CP②
（基礎科目）

保健医療学分野のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知
識、専門的及び科学的観点から的確に解明し実践するため
に、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営管
理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、なら
びに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、理論的基礎
の検証を学ぶことができる科目を配置する。

◎ 〇 ○

D-CP③
（専門科目）

保健医療学分野の看護学、またはリハビリテーション学それ
ぞれに関わる専門、かつ多様な実践と研究、教育の応用・発
展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い知
識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ
科目を配置する。

○ ◎ 〇

D-CP④
（特別研究科目）

「共通科目」、「基礎科目」及び「専門科目」で修得した知
識をもとに、高い倫理観を有し人間や社会の多様性を理解し
た知のプロフェッショナルとして、適切な研究方法を用いて
自ら研究課題を設定した研究活動を行い、その成果発表に取
り組む教育を実践することができる科目を配置する。

◎ ○ ○

CP-N①
（共通科目）

看護学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、看護学
関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナ
ルの素養と倫理的見識を備え、適切な方法論を用いて自立的
に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職連携教
育を実践させるため、その根源となる豊かな知的学識を培え
るための科目を配置する。

○ ○ ○

CP-N②
（基礎科目）

看護学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門
的及び科学的観点から的確に解明し実践するために、多職種
や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営管理能力、創
造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、ならびに高等教
育の目的、重要性、意義、方法など、理論的基礎の検証を学
ぶことができる科目を配置する。

○ ○ ◎

CP-N③
（専門科目）

看護学に関わる専門、かつ多様な実践と研究、教育の応用・
発展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い
知識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学
ぶ科目を配置する。

○ ◎ ○

CP-N④
（特別研究科目）

研究能力育成と研究遂行のため、特別研究科目として看護学
特別研究を配置する。看護学特別研究は、看護学領域におけ

る研究をさらに深化させる探究⼼を備えるために研究活動に

重点を置いた教育を⾏う。さらに、看護学領域において⾃⽴
した研究活動を通して、教育者、研究者、高度専門職業人と
して、社会を牽引できる能力を修得できる科目とする。具体

的活動としては、研究デザインから論⽂執筆までを個別指導

と複数教員による集団指導を組み合わせ、複数回の中間報告
会等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、独創

性や⾃⽴して研究を⾏いうる能⼒とプレゼンテーション能⼒
を修得する。学術交流、研究活動に貢献でき、研究成果をグ
ローバルに発信できる能力を育成するために、看護学特別研
究において、学会やジャーナルに成果を発表することも目指
す。

◎ ○ ○

CP-R①
（共通科目）

リハビリテーション学の総括的なコンセプトを修得、精通し
た上に、リハビリテーション学関連学問分野の幅広い知識を
修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見識を備
え、適切な方法論を用いて自立的に研究活動が行える能力と
主体的な教育活動と専門職連携教育を実践させるため、その
根源となる豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。

〇 ○ 〇

CP-R②
（基礎科目）

リハビリテーション学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅
広い知識、専門的及び科学的観点から的確に解明し実践する
ために、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運
営管理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、
ならびに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、理論的
基礎の検証を学ぶことができる科目を配置する。

○ 〇 ◎

CP-R③
（専門科目）

リハビリテーション学に関わる専門、かつ多様な実践と研
究、教育の応用・発展を修得するために、自らの研究分野以
外の学問の幅広い知識、研究方法、倫理的見識、及び教育技
法・評価方法を学ぶ科目を配置する。

○ ◎ ○

CP-R④
（特別研究科目）

修士課程での教育を基礎として、より研究活動に重点を置い
た教育を行うとともに、リハビリテーション学研究をさらに

深化させる探究⼼を備えた上で、リハビリテーション学領域

において⾃⽴した研究活動を行い、教育者、研究者、高度専

門職業人として社会を牽引できる能力が修得できる科目とす

る。そのため、研究デザインから論⽂執筆までを個別指導と

複数教員による集団指導を組み合わせ、複数回の中間報告会
等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、独創性

や⾃⽴して研究を行い得る能⼒とプレゼンテーション能⼒を

修得させる。

◎ ○ ○

博
士
後
期
課
程

看
護
学
領
域

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学
領
域

（大学院保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程） 【資料３-②】

課程・領域
の区分

カリキュラム・ポリ
シー（CP)　No.（科

目区分）
カリキュラム・ポリシーの概要

　養成する人材像（HR)とカリキュラム・ポリシー（CP)との関連表

課程の養成する人材像 看護学領域の養成する人材像 リハビリテーション学領域の養成する人材像

ディプロマ・ポリシーの概要

設置等の趣旨(資料)-11-



D-HR① D-HR② D-HR③ HR-N① HR-N② HR-N③ HR-R① HR-R② HR-R③

臨床的学問探求を培い、
保健医療学を基盤とする
看護学、またはリハビリ
テーション学のいずれか
の領域のさらなる創造性
に満ちた研究・開発能力
を有し、多彩な研究を遂
行できる研究者の養成

保健医療学を基盤とする
看護学、またはリハビリ
テーション学のいずれか
の領域を対象とした学問
的基盤を熟知し、看護
学、またはリハビリテー
ション学の実践において
臨床現場で管理・指導能
力を有する高度専門職業
人の養成

保健医療学を基盤とする
看護学、またはリハビリ
テーション学のいずれか
の領域の学問的基盤を熟
知し、看護学、またはリ
ハビリテーション学の実
践において確かな研究能
力と教育能力を兼ね備え
た大学教員を養成

臨床的学問探求を培
い、看護学のさらな
る創造性に満ちた研
究・開発能力を有
し、多彩な研究を遂
行し、発信できる研
究者

看護学領域を対象と
した学問的基盤を熟
知し、看護学の実践
において臨床現場で
管理・指導能力を有
する高度専門職業人

看護学を対象とした
学問的基盤を熟知
し、看護学の教育や
実践において確かな
研究能力と教育能力
を兼ね備えた大学教
員看護学領域の養成
する人材像

臨床的学問探求を培
い、リハビリテー
ション学のさらなる
創造性に満ちた研
究・開発能力を有
し、多彩な研究を遂
行し、発信できる研
究者

リハビリテーション
学領域を対象とした
学問的基盤を熟知
し、リハビリテー
ション学の実践にお
いて臨床現場で管
理・指導能力を有す
る高度専門職業人

リハビリテーション
学を対象とした学問
的基盤を熟知し、リ
ハビリテーション学
の教育や実践におい
て確かな研究能力と
教育能力を兼ね備え
た大学教員

D-AP① 人間に対する深い関心と高い倫理観を備え、生命の尊厳を重
視し、個を敬愛できる人

〇 〇 〇

D-AP② 保健医療学の研究に求められる基礎的な能力と専門知識を有
し、博士後期課程での研究を達成出来る人

〇 〇 〇

D-AP③ 研究者・教育者・高度専門職業人として求められる専門知識
と技術の修得に強い意欲を持つ人

〇 〇 〇

D-AP④ 保健医療に関わる社会的課題に常に関心を持ち、研究者・教
育者・高度専門職業人として社会に貢献する熱意のある人

〇 〇 〇

D-AP⑤ 柔軟な発想と論理的思考を持ち、多様な分野の専門家と連
携・協働できる協調性やコミュニケーション能力を備えた人

〇 〇 〇

AP-N①

（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知
のプロフェッショナル）
看護学に精通した上に、他分野の専門知識を幅広く学際的に
修得し、人間や社会の多様性を理解した知のプロフェッショ
ナルとして、看護学に於ける研究者、高度専門職業人、教育
者としての資質を有する人。

〇 〇 〇

AP-N②

（研究能力、コミュニケーション能力）
看護学における諸課題を自ら発見・設定し、論理的に考察す
る力、独創的な研究を自立して実装し遂行する力、研究結果
を論理的に評価・分析する力など、看護実践の基盤となる科
学的エビデンスの構築に必要な高度な研究を達成する強い意
志、研究成果を広く社会に知らせる情報発信能力、コミュニ
ケーション能力を有する人。

〇 〇 〇

AP-N③

（多職種協働における管理 ・指導能力）
看護学の実践に関わる医療・行政・地域医療の現場におい
て、多職種間の有機的連携を推進するために中心的な役割を
担える調整力および管理能力・指導能力を発揮できる資質を
有する人。

〇

AP-N④
（教育実践能力）
看護学における研究に求められる基礎的な能力を有し、看護
系大学の学生教育において、学生の主体的な学びを促す教育
実践能力に発展できる資質を有している人。

〇 〇

AP-N⑤

（高い倫理観）
看護学生の教育場面や研究活動、看護職が医療や介護や福祉
等の現場で求められる豊かな人間性や責任感、使命感ととも
に、保健医療に携わる研究者や教育者、高度専門職業人に必
要な高い倫理観を有している人。

〇 〇 〇

AP-R①

（自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識を修得した知
のプロフェッショナル）
リハビリテーション学に精通した上に、他分野の専門知識を
幅広く学際的に修得し、人間や社会の多様性を理解した知の
プロフェッショナルとして、リハビリテーション学に於ける
研究者、高度専門職業人、教育者としての資質を有する人。

〇 〇 〇

AP-R②

（研究能力、コミュニケーション能力）
リハビリテーション学における諸課題を自ら発見・設定し、
論理的に考察する力、独創的な研究を自立して実装し遂行す
る力、研究結果を論理的に評価・分析する力など、リハビリ
テーション実践の基盤となる科学的エビデンスの構築に必要
な高度な研究を達成する強い意志、研究成果を広く社会に知
らせる情報発信能力、コミュニケーション能力を有する人。

〇 〇 〇

AP-R③

（多職種協働における管理 ・指導能力）
リハビリテーション学の実践に関わる医療・行政・地域医療
の現場において、多職種間の有機的連携を推進するために中
心的な役割を担える調整力および管理能力・指導能力を発揮
できる資質を有する人。

〇

AP-R④

（教育実践能力）
リハビリテーション学における研究に求められる基礎的な能
力を有し、リハビリテーション系大学の学生教育において、
学生の主体的な学びを促す教育実践能力に発展できる資質を
有している人。

〇 〇

AP-R⑤

（高い倫理観）
リハビリテーション系学生の教育場面や研究活動、リハビリ
テーション関連職が医療や介護や福祉等の現場で求められる
豊かな人間性や責任感、使命感とともに、保健医療に携わる
研究者や教育者、高度専門職業人に必要な高い倫理観を有し
ている人。

〇 〇 〇
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（大学院保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程） 【資料３-③】

課程・領域
の区分

アドミッション・ポリ
シー アドミッション・ポリシーの概要

養成する人材像（HR)とアドミッション・ポリシー(AP)との関連表

課程の養成する人材像 看護学領域の養成する人材像 リハビリテーション学領域の養成する人材像

人材養成像の概要

設置等の趣旨(資料)-12-



D-DP① D-DP② D-DP③ D-DP④ D-DP⑤ DP-N① DP-N② DP-N③ DP-N④ DP-N⑤ DP-R① DP-R② DP-R③ DP-R④ DP-R⑤

自らの研究
分野以外の
学問領域の
幅広い知識
を修得した
知のプロ
フェッショ
ナル

研究能力、
コミュニ
ケーション
能力

多職種協働
における管
理 ・指導
能力

教育実践能
力

高い倫理観

自らの研究
分野以外の
学問領域の
幅広い知識
を修得した
知のプロ
フェッショ
ナル

研究能力、
コミュニ
ケーション
能力

多職種協働
における管
理 ・指導
能力

教育実践能
力

高い倫理観

自らの研究
分野以外の
学問領域の
幅広い知識
を修得した
知のプロ
フェッショ
ナル

研究能力、
コミュニ
ケーション
能力

多職種協働
における管
理 ・指導
能力

教育実践能
力

高い倫理観

D-CP①
（共通科目）

保健医療学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、保
健医療学関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプロ
フェッショナルの素養と倫理的見識を備え、適切な方法論を
用いて自立的に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と
専門職連携教育を実践させるため、その根源となる豊かな知
的学識を培えるための科目を配置する。

◎ ◎ ◎ ◎

D-CP②
（基礎科目）

保健医療学分野のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知
識、専門的及び科学的観点から的確に解明し実践するため
に、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営管
理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、なら
びに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、理論的基礎
の検証を学ぶことができる科目を配置する。

◎ ◎ ◎ ◎

D-CP③
（専門科目）

保健医療学分野の看護学、またはリハビリテーション学それ
ぞれに関わる専門、かつ多様な実践と研究、教育の応用・発
展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い知
識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学ぶ
科目を配置する。

○ ○ ○ ○

D-CP④
（特別研究科目）

「共通科目」、「基礎科目」及び「専門科目」で修得した知
識をもとに、高い倫理観を有し人間や社会の多様性を理解し
た知のプロフェッショナルとして、適切な研究方法を用いて
自ら研究課題を設定した研究活動を行い、その成果発表に取
り組む教育を実践することができる科目を配置する。

◎ ◎ ○ ○ ◎

CP-N①
（共通科目）

看護学の総括的なコンセプトを修得、精通した上に、看護学
関連学問分野の幅広い知識を修得した知のプロフェッショナ
ルの素養と倫理的見識を備え、適切な方法論を用いて自立的
に研究活動が行える能力と主体的な教育活動と専門職連携教
育を実践させるため、その根源となる豊かな知的学識を培え
るための科目を配置する。

◎ ◎ ◎ ◎

CP-N②
（基礎科目）

看護学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅広い知識、専門
的及び科学的観点から的確に解明し実践するために、多職種
や地域社会と連携して高度な企画運営等の運営管理能力、創
造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、ならびに高等教
育の目的、重要性、意義、方法など、理論的基礎の検証を学
ぶことができる科目を配置する。

◎ ◎ ◎

CP-N③
（専門科目）

看護学に関わる専門、かつ多様な実践と研究、教育の応用・
発展を修得するために、自らの研究分野以外の学問の幅広い
知識、研究方法、倫理的見識、及び教育技法・評価方法を学
ぶ科目を配置する。

○ ○ ○ ○

CP-N④
（特別研究科目）

研究能力育成と研究遂行のため、特別研究科目として看護学
特別研究を配置する。看護学特別研究は、看護学領域におけ

る研究をさらに深化させる探究⼼を備えるために研究活動に

重点を置いた教育を⾏う。さらに、看護学領域において⾃⽴
した研究活動を通して、教育者、研究者、高度専門職業人と
して、社会を牽引できる能力を修得できる科目とする。具体

的活動としては、研究デザインから論⽂執筆までを個別指導

と複数教員による集団指導を組み合わせ、複数回の中間報告
会等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、独創

性や⾃⽴して研究を⾏いうる能⼒とプレゼンテーション能⼒
を修得する。学術交流、研究活動に貢献でき、研究成果をグ
ローバルに発信できる能力を育成するために、看護学特別研
究において、学会やジャーナルに成果を発表することも目指
す。

◎ ◎ ○ ○ ◎

CP-R①
（共通科目）

リハビリテーション学の総括的なコンセプトを修得、精通し
た上に、リハビリテーション学関連学問分野の幅広い知識を
修得した知のプロフェッショナルの素養と倫理的見識を備
え、適切な方法論を用いて自立的に研究活動が行える能力と
主体的な教育活動と専門職連携教育を実践させるため、その
根源となる豊かな知的学識を培えるための科目を配置する。

◎ ◎ ◎ ◎

CP-R②
（基礎科目）

リハビリテーション学のそれぞれに関わる諸問題・課題を幅
広い知識、専門的及び科学的観点から的確に解明し実践する
ために、多職種や地域社会と連携して高度な企画運営等の運
営管理能力、創造性豊かな研究・開発能力を遂行する能力、
ならびに高等教育の目的、重要性、意義、方法など、理論的
基礎の検証を学ぶことができる科目を配置する。

◎ ◎ ◎

CP-R③
（専門科目）

リハビリテーション学に関わる専門、かつ多様な実践と研
究、教育の応用・発展を修得するために、自らの研究分野以
外の学問の幅広い知識、研究方法、倫理的見識、及び教育技
法・評価方法を学ぶ科目を配置する。

○ ○ ○ ○

CP-R④
（特別研究科目）

修士課程での教育を基礎として、より研究活動に重点を置い
た教育を行うとともに、リハビリテーション学研究をさらに

深化させる探究⼼を備えた上で、リハビリテーション学領域

において⾃⽴した研究活動を行い、教育者、研究者、高度専

門職業人として社会を牽引できる能力が修得できる科目とす

る。そのため、研究デザインから論⽂執筆までを個別指導と

複数教員による集団指導を組み合わせ、複数回の中間報告会
等により、進捗状況の確認と研究内容の向上を図り、独創性

や⾃⽴して研究を行い得る能⼒とプレゼンテーション能⼒を

修得させる。

◎ ◎ ○ ○ ◎

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学
領
域

（大学院保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程） 【資料４】

課程・領域
の区分

ディプロマ・ポリシー（DP)とカリキュラム・ポリシー（CP)との関連表

課程のDP 看護学領域のDP リハビリテーション学領域のDP

博
士
後
期
課
程

カリキュラム・ポリ
シー（CP)　No.（科目

区分）

ディプロマ・ポリシーの概要

カリキュラム・ポリシーの概要

看
護
学
領
域

設置等の趣旨(資料)-13-



D-DP① D-DP② D-DP③ D-DP④ D-DP⑤ DP-N① DP-N② DP-N③ DP-N④ DP-N⑤ DP-R① DP-R② DP-R③ DP-R④ DP-R⑤

自らの研究
分野以外の
学問領域の
幅広い知識
を修得した
知のプロ

フェッショ
ナル

研究能力、
コミュニ

ケーション
能力

多職種協働
における管
理 ・指導

能力

教育実践能
力

高い倫理観

自らの研究
分野以外の
学問領域の
幅広い知識
を修得した
知のプロ

フェッショ
ナル

研究能力、
コミュニ

ケーション
能力

多職種協働
における管
理 ・指導

能力

教育実践能
力

高い倫理観

自らの研究
分野以外の
学問領域の
幅広い知識
を修得した
知のプロ

フェッショ
ナル

研究能力、
コミュニ

ケーション
能力

多職種協働
における管
理 ・指導

能力

教育実践能
力

高い倫理観

医療倫理学特論 1通 2 ◎ ◎

教育学特論 1通 2 ◎ ◎

研究特論 1通 2 ◎ ◎

保健福祉学特論 1通 2 ◎ ◎

高等教育学 1通 2 ◎ ◎ ◎ ◎

保健医療学基盤研究 1通 2 ◎ ◎

保健医療学実践研究 1通 2 ◎ ◎

健康支援ケアシステム学特論 1前 2 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

健康支援ケアシステム学演習 1後 4 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

地域生活ケアシステム学特論 1前 2 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

地域生活ケアシステム学演習 1後 4 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

生涯発達ケアシステム学特論 1前 2 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

生涯発達ケアシステム学演習 1後 4 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

地域生活支援学特論 1前 2 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

地域生活支援学演習 1後 4 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

身体機能支援医療学特論 1前 2 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

身体機能支援医療学演習 1後 4 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

看
護
学
領
域
科

目 看護学特別研究 1～3 10 ◎ ◎ ○ ○ ◎

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学
領
域
科
目

リハビリテーション学特別研究 1～3 10 ◎ ◎ ○ ○ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ○ ○ ◎

◎ ◎ ◎

（大学院保健医療学研究科保健医療学専攻博士後期課程） 【資料５-①】

看護学領域のDP リハビリテーション学領域のDP課程のDP

共
通
科
目

カリキュラムマップ 　授業科目とディプロマ・ポリシー（DP)との関連表

科目
区分

授業科目の名称
配当
年次

ディプロマ・ポリシーの概要

◎

単位数

基
礎
科
目

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学

領
域
科
目

特
別
研
究
科
目

専
門
科
目

看
護
学
領
域
科
目
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年次

D-DP D-DP

D-DP D-DP D-DP D-DP
DP-N DP-N DP-R DP-R

D-DP D-DP D-DP D-DP
DP-N DP-N DP-R DP-R

D-DP D-DP
DP-N DP-N

D-DP D-DP D-DP D-DP
DP-N DP-N DP-N DP-N
DP-R DP-R DP-R DP-R

D-DP D-DP D-DP
DP-N DP-N DP-N
DP-R DP-R DP-R

【資料5-②】　

①・③・④に対応
①・②・③・⑤に対応
①・②・③・⑤に対応

①・③・④に対応
①・③・④に対応

①・②・③・⑤に対応
①・②・③・⑤に対応

①・③・④に対応
①・②・③・⑤に対応
①・②・③・⑤に対応

①・③・④に対応
①・③・④に対応

①・②・③・⑤に対応
①・②・③・⑤に対応

3

看
護
学
特
別
研
究
（
選
択
）

学
位
論
文
作
成

DP-N⑤
高い倫理観

DP-R④
教育実践能力

DP-R⑤
高い倫理観

1

看護学領域　専門科目 リハビリテーション学領域　専門科目

③・④に対応
③・④に対応

②・③・④・⑤に対応
②に対応
②に対応

大学院保健医療学研究科保健医療学専攻
博士後期課程　　カリキュラムツリー

（Curriculum　Tree）

博士後期課程修了認定・学位授与
（Completion of Doctoral Program / Conferment of Degree)

博士論文発表会
博士後期課程のディプロマ・ポリシー（D-DP)

学位論文審査会
（dissertation presentation)

看護学領域のディプロマ・ポリシー（DP-N） リハビリテーション学領域のディプロマ・ポリシー（DP-R）

DP-N①
自らの研究分野以外の学問領
域の幅広い知識を修得した
知のプロフェッショナル

DP-N②
研究能力、コミュニケーショ

ン
能力

DP-N③
多職種協働における

管理 ・指導能力

DP-R①
自らの研究分野以外の学問領
域の幅広い知識を修得した
知のプロフェッショナル

DP-R②
研究能力、コミュニケーション

能力

D-DP①
自らの研究分野以外の学問領域の幅広い知識

を修得した
知のプロフェッショナル

D-DP②
研究能力、コミュニケーション

能力

D-DP③
多職種協働における

管理 ・指導能力

D-DP④
教育実践能力

D-DP⑤
高い倫理観

DP-R③
多職種協働における

管理 ・指導能力

DP-N④
教育実践能力

研究進捗状況報告
（学会発表・論文投稿等）

2

研究進捗状況報告
（学会発表・論文投稿等）

共通科目・基礎科目・専門科目　　　※1年次履修状況に応じて2年次も履修可能

博士論文中間報告会
(Interim presentation)

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
特
別
研
究
（
選
択
）

学
位
論
文
作
成

①
・
②
・
③
・
④
・
⑤
に
対
応

DP-N

①
・
②
・
③
・
④
・
⑤
に
対
応

①
・
②
・
③
・
④
・
⑤
に
対
応

DP-R

①
・
②
・
③
・
④
・
⑤
に
対
応

博士論文中間報告会
(Interim presentation)

健康支援ケアシステム学演習（選択） 地域生活支援学特論（選択） 地域生活支援学演習（選択）
①・③・④に対応 ①・③・④に対応

研究課題・研究計画書
看護学領域・リハビリテーション学領域（2領域共通）　共通科目・基礎科目

研究指導教員・副指導教員　報告
(Annual presentationⅠ)

健康支援ケアシステム学特論（選択）

①・②・④・⑤に対応
⑤に対応

身体機能支援医療学特論（選択） 身体機能支援医療学演習（選択）

①・③・④に対応
①・③・④に対応

①・②・③・⑤に対応
①・②・③・⑤に対応

生涯発達ケアシステム学特論（選択） 生涯発達ケアシステム論学演習（選択） 専門科目（各領域）

地域生活ケアシステム学特論（選択） 地域生活ケアシステム学演習（選択）

高等教育学（選択） 保健医療学基盤研究（選択）

②・③・④・⑤に対応

入学ガイダンス

研究指導員・副指導教員の決定
研究特論（選択） 保健福祉学特論（選択） 保健医療学実践研究（選択） 共通科目・基礎科目

①に対応

②・③・④・⑤に対応
③に対応
③に対応②に対応

①・②・④・⑤に対応
①に対応

⑤に対応

①・②・④・⑤に対応
④に対応
④に対応

①・②・④・⑤に対応
②に対応

医療倫理学特論（必須） 教育学特論（選択）

設置等の趣旨(資料)-15-



年

次
期 月 学生 指導教員 研究科委員会

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

博士後期課程　履修指導及び研究指導の方法・スケジュール(案)

1

年

次

前

期

後

期

2

年

次

前

期

後

期

3

年

次

前

期

後

期

 学  学ガイダンス       

研究領域・指導教員の希望
「研究指導教員届出書」 申請

研究指導教員1名・副研究指導教員2名の決定

 学ガイダンス説明・指導

  指導・研究  の  助言・指導

研究  の決定 確認
「研究  届出書」

研究科長

「研究倫理審査申請」 確認 研究倫理委員会 承認

助言・指導

申請

通知

研
究
 
 
に
基
づ
く
研
究
の
遂
行

博士後期 程研究  書 確認 研究科長

プレゼンテーション・討議

研究指導

中間報告会Ⅰ（領域別） 助言・指導

中間報告会Ⅱ（全領域） 助言・指導

承認

助言・指導
通知

      「学会  」

「学術誌への論文投稿」

助言・指導

助言・指導

博
士
論
文
の
作
成

博士論文の提出

「博士論文審査申請書」 確認 博士論文審査申請書の確認

助言・指導

博士論文審査委員（主査・副査）の決定

博士論文審査会の設置

研究科長

博士論文提出資格審査申請 博士論文審査会資格審査 承認

通知

博士論文審査会の開催
主査・副査 よる審査

最終試験（口頭試問）

博士論文審査結果の通知

研究科委員会 よる合否判定

 了の認定

博士論文  

 了（学位記の交付

 了 

審議

通知

研究科長 承認

助言・指導
通知

「院生研究費申請」 申請

申請

博士論文審査報告書

【資料６】
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湘南医療大学大学院学位規則 

（平成 31年４月１日） 

最新改正（令和６年４月１日） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）及び学位規則（昭和 28年文部省令

第９号）の規定に基づき、湘南医療大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に定める

もののほか、湘南医療大学大学院（以下「大学院」という。）が授与する学位に関し、必要な

事項を定める。 

（学位） 

第２条 大学院において授与する学位は、修士及び博士とする。学位に付記する専門分野の名

称等は、別に定める。 

（学位授与の要件） 

第３条 学位は、大学院学則に定めるところにより、大学院の修業年限以上在学し、所定の要

件単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、学位論文又は特定の課題についての研究成

果の審査に合格した者に対し、保健医療学研究科委員会の議を経て学長が授与する。 

（学位論文の提出） 

第４条 学位を申請する者は、学位申請論文等に要旨を添え、研究指導教員の承認を得て、保

健医療学研究科委員会に所定の部数を提出するものとする。 

（論文審査会） 

第５条 学位論文の審査は、保健医療学研究科委員会に設ける論文審査会が定める論文審査委

員がこれを行う。 

２ 論文審査委員には主査を置き、ほかに論文審査会が選定する副査 2名を加えることとする。 

（最終試験） 

第６条 学位に関する最終試験は、論文審査委員が行う。 

２ 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連ある学問領域にわたり試問の方法により

これを行う。 

３ 最終試験は口頭試問による。 

４ 前２項による最終試験の評価は、別表に定める基準により行う。 

【資料７】
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（専攻分野の名称） 

第７条 本大学院の学位を授与するに当たっては、当該学位のあとに次の専攻領域を付記する

ものとする。 

保健医療学研究科 保健医療学専攻 

（学位の名称の使用） 

第８条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した本学名を次

のとおり付記するものとする。 

（１）修士（保健医療学）（湘南医療大学） 

（２）博士（看護学）（湘南医療大学） 

（３）博士（リハビリテーション学）（湘南医療大学） 

（学位授与の取り消し） 

第９条 本学において学位を授与された者が、その名誉を汚辱する行為があったとき、又は不

正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、保健医療学研究科委員

会の議を経てその学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨公表するものとする。 

（文部科学大臣への報告） 

第 10 条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３月以内

に、所定の学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。 

（博士論文の要旨等の公表） 

第 11条 本学が博士の学位を授与したとき、当該博士の学位を授与した日から３月以内に当該

博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び審査結果の要旨をインターネットの利用によ

り公表するものとする。 

（博士論文の公表） 

第 12条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与した日から１年以内に当該博士

の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与され

る前にすでに公表したときは、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合に

は、大学院研究科委員会の承認を経て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてそ

の内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長はその論文の全文

を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

３ 前項の規定において大学院研究科委員会の承認を経てやむを得ない事由が消滅した者は、

当該するやむを得ない事由が消滅した日から１年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文

の全文を公表するものとする。 
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４ 前３項の規定において公表する場合、「湘南医療大学審査学位論文」または「湘南医療大学

審査学位論文要旨」と明記しなければならない。 

５ 前４項の規定において博士の学位を授与された者が行う公表は、インターネットの利用に

より行うものとし、本学では機関リポジトリの利用により行うものとする。 

（改廃） 

第 13条 この規則の改廃は、保健医療学研究科委員会及び大学院運営管理会議の意見を聴いた

後、理事会の承認を得て、学長がこれを行う。 

附 則 

この規則は、平成 31年４月１日より施行する。 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、令和３年５月 26日から施行し、改正後の第６条第４項の規定は、令和２年４

月１日から適用する。 

  附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第６条第４項関係） 

修士論文審査および最終試験に関する基準 

 修士論文審査における最終試験は、提出された論文に関するプレゼンテーションを行わせ、

主査および 2人の副査による口頭試問を実施する。主な評定内容は、以下に示す 10項目と

し、評定点数（5：優れている、4、3、2、1：劣っている）をつけ、3名の合計点数の平均値

を算出する。 

1．審査会は，主査 1名および副査 2名で構成する。

2．修士論文の内容に関して直接口頭試問を行い、以下の 10項目に関して 3名がそれぞれ評定

する。 

3．上記の 3名の評定点数の平均点が 30点以上を合格とする。 

① 現代医療の諸問題を学際的・多角的に捉えた「保健医療学」たる研究であり新規性があるか

② 幅広い学問の素養をもとに進めた研究として社会へ貢献できるか

③ 医療・福祉における臨床の場にて実践・応用できる研究であるか

④ 社会における諸問題・課題を盛り込みつつも、独自の目線で検討・探求しているか

⑤ 多職種協働を推進し、組織をリードできる管理・指導能力を獲得する研究であるか

⑥ 保健医療学の実践を通して、患者の状況に応じた的確な処理を発揮できる研究であるか

⑦ 豊かな教養と臨床経験に基づく社会的責任と倫理観を有する研究であるか

⑧ 保健医療学の研究結果として妥当性があり、教育的視点を通して後進を教授・指導できるか

⑨ 研究者に求められる論理的な思考力・表現力および発表能力を携えているか

⑩ 湘南医療大学大学院を修了し、高度専門職業人として活躍できるか
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4 

博士論文審査および最終試験に関する基準 

当該論文は、次の①から⑩に掲げられる採点準拠に基づいて採点する。 

採点基準項目 素 点 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

① 保健医療学に精通する知のプロフェッショナルとして、自説に固執しない幅広い知識の素養を持つことが伺

える論文である。

② 保健医療学における諸課題について独自の目線で分析・論考する、高度かつ先進な研究内容である。

③ 医療機関や地域社会における多職種協働を有機的に推進することが可能な管理・指導能力を発揮することが

伺える、または推察される論文である。

④ 保健医療学を含めた幅広い知識にもとづく研究であり、主体的な学びを促すような実践力を有することが伺

える論文である。

⑤ 医療や介護での実務において個々の人間性・使命感を尊重する高い倫理性を具備していることが伺える論文

である。

⑥ 創造的で高度な研究を平易かつ明瞭な言語で表現できる高度なコミュニケーション能力を持つことが伺える

論文である。

⑦ 看護学、またはリハビリテーション学の研究指導や教育活動で中枢を担えるリーダーシップ能力を持つこと

が伺える論文である。

⑧ 湘南医療大学大学院博士後期課程修了者として、教育・臨床・研修どの場面でも活躍が期待できることが伺

える論文である。

⑨ 地道なデータ収集と学際的な研究・分析により看護学、またはリハビリテーション学の発展に寄与できる論

文である。

⑩ ソサエティー5.0 の実現を目指す社会において、研究成果をグローバルに発信できるスキルを持つことが伺

える論文である。�
0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

合 計 点 点/100 点 
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湘南医療大学大学院 博士論文審査実施要項（案） 

1. 対象研究科

⚫ 保健医療学研究科

2. 授与学位

専攻 学位の名称 学位の英語名称 

保健医療学専攻 博士後期課程 
博士（看護） Doctor of Nursing 

博士（リハビリテーション学） Doctor of Rehabilitation 

3. 学位審査要件

1) 必要単位（22単位以上）を修得していること

2) 博士後期課程３年以上在学していること。ただし、在学期間に関しては、優れた研究

業績を上げた者で修士の学位を有する者は、2年以上在学すれば足りるものとする。

4. 審査の流れ

1) 予備審査（３年次９月～11月）

(1) 学生は、研究指導教員の指導を受け、修了年次の９月までに、研究科委員会に

予備審査用の論文を提出してください。

(2) 研究科委員会にて博士論文審査会と協議し、予備審査会を開催し、11 月中に

予備審査会を実施します。

(3) 審査員（主査及び副査）は、提出された論文が学位論文として提出することが適

当であるか否かを審査し、内容に係る問題点があれば指摘または助言をし、審

査結果を研究科委員会に報告してください。

(4) 研究科委員会の議を経て、主査より審査結果を研究指導員及び当該学生に通

知します。

2) 最終審査（３年次１月～２月）

(1) 学生は、研究指導教員の指導を受け、期日までに最終審査用論文及び必要書

類を研究科委員会に提出してください。

(2) 研究科委員会にて博士論文審査会と協議し、申請者の修了年次の１月に、博

士論文最終審査会を開催します。審査員（主査及び副査）は特別な事情のない

限り、予備審査会と同じ構成員とします。

(3) 審査員は、提出された論文の内容及び専門領域に関する最終試験（口頭試問）

を行い、その結果を論文審査報告書とともに研究委員会に報告してください。

※論文審査報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

【資料８】
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⚫ 学位論文の要旨

⚫ 学位論文審査及び最終結果の要旨

(4) 研究科委員会は、博士論文最終審査会による博士論文の審査結果を受けて、

博士論文の合否を判定します。

5. 論文審査基準

1) 審査基準

博士論文の審査は、博士論文として学術的価値、実践的有効性、科学的情報内

容、倫理的観点、論理的構成等から、論文の水準を客観性及び緻密性をもって、次

の各号に掲げる採点準拠に基づいて判定する。

(1) 保健医療学に精通する知もプロフェッショナルとして、自説に固執しない幅広い
知識の素養を持つことが伺える論文である。

(2) 保健医療学における諸課題について独自の目線で分析・論考する、高度かつ
先進な研究内容である。

(3) 医療機関や地域社会における多職種協働を有機的に推進することが可能な管
理・指導能力を発揮することが伺える、または推察される論文である。

(4) 保健医療学を含めた幅広い知識にもとづく研究であり、主体的な学びを促すよ
うな実践力を有することが伺える論文である。

(5) 医療や介護での実務において個々の人間性・使命感を尊重する高い倫理性を
具備していることが伺える論文である。

(6) 創造的で高度な研究を平易かつ明瞭な言語で表現できる高度なコミュニケー
シ ョン能力を持つことが伺える論文である。

(7) 看護学やリハビリテーション学の研究指導や教育活動で中枢を担えるリーダー
シップ能力を持つことが伺える論文である。

(8) 湘南医療大学大学院後期博士課程修了者として、教育・臨床・研修どの場面
でも活躍が期待できることが伺える論文である。

(9) 地道なデータ収集と学際的な研究・分析により看護学やリハビリテーション学の
発展に寄与できる論文である。

(10) ソサエティー5.0 の実現を目指す社会において、研究成果をグローバルに発信
できるスキルを持つことが伺える論文である。

2) 審査基準の公開

上記審査基準は「博士論文審査基準」として HP 等で公開するものとする。�
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6. 申請手続き

1) 提出書類と部数

提出書類 備考 

博士論文審査願 本学様式 

履歴書 本学様式 

研究業績書 本学様式 

修得単位証明書 本学様式 

論文要旨（論文抄録） 本学様式 

主論文 本学様式 

副論文（必要時） 本学様式 

電子公開承諾書 本学様式 

2) 書類作成上の注意

(1) 申請書類共通事項

① 申請期限に遅延した場合又は申請書類に不備がある場合は受理しません。

② 申請手続き後の提出書類の内容変更は一切認めません。

(2) 以下に書類別の注意事項

3) 申請期日

(1) 予備審査

2026年６月 30日（火）

(2) 最終審査

2026年９月 30日（水）

7. 博士論文の公表について

1) インターネット公表について

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第六十八条第一項の規定に基づいて

定められた学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）第８条及び第９条により、博

士の学位を授与した大学及び授与された者は、これに係る博士論文の内容の要旨、

審査結果、論文本文をインターネットの利用により公表する、と規定されております。

2) 本大学院での対応

主論文及び論文要旨（論文抄録）、または論文要旨（論文抄録）のみを○○に保管

し、国立国会図書館及び「湘南医療大学リポジトリ」において電子的に公開されます。
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8. 参考資料

1) 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

URL: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026

2) 湘南医療大学大学院 学位規則

9. 問い合わせ先

湘南医療大学 大学院事務局

Tel: 045-821-0188
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湘南医療大学研究倫理規程 

（目的） 

第１条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）の学術研究の信憑性と公正性を確保

することを目的とし、研究を遂行する上で求められる研究者の倫理的行動及び姿勢について定め

るものとする。 

（研究の原則） 

第２条 研究者は、高い倫理的規範のもとに、自律的に研究を遂行し、その結果に責任を持ち、研

究に対して真摯で公正な態度をとるよう努めなければならない。 

２ 研究者は、個人それぞれをその人格性において尊重し、人間の尊厳と基本的人権を尊重しなけ

ればならない。 

３ 研究者は、国際的に認められた規範、規約、条約、国内の法令、告示及び本学の諸規程を遵守

しなければならない。 

（定義） 

第３条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。 

（１）研究   研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべての過程における

行為、決定及びそれに付随するすべての事項をいう。 

（２）研究者  本学の教員、本学で研究活動に従事する学生及び研究生（以下「学生」という。）

並びに本学で研究活動を行う客員研究員等、研究に関わるすべての者をいう。 

（３）発表   自己の研究に係る新たな知見、発見、または専門的知見を公表するすべての行為

を含むものとする。 

（研究者の遵守事項） 

第４条 研究者は、たえず自己の専門研究能力と知識の水準を高度に維持し、さらにその向上を目

指して自己研鑽に努めなければならない。 

２ 研究者は、その研究活動において、文化、伝統、価値観及び規範の多様性の理解に努め、かつ、

これを尊重しなければならない。また、同活動において、性別、人種、出自、地位、思想、宗教

などによる差別的扱いをしてはならない。 

３ 研究者は、共同研究者、研究協力者及び研究支援者等の人格並びにそれぞれの学問的立場を尊

重しなければならない。 

４ 研究者は、学生が共に研究活動に関わるときは、広く教育的見地に立ち、不当な圧力や制限を

被らないよう十分配慮しなければならない。 

５ 研究者は、自らの研究活動について、その研究の計画・目的・進捗状況等を説明できるよう努

めなければならない。 

６ 研究者は、研究成果の公表と社会への還元に努めなければならない。 

７ 研究者がヒトを含む生命を研究対象とする場合、その研究は科学的、社会的及び倫理的に妥当

な方法で行わなければならない。 

【資料９】
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８ 研究者は、利害関係者との金品授受等（学位審査時の金品授受を含む）を行ってはならない。 

（研究のための情報、データ等の収集） 

第５条 研究者は、資料及びデータ等の収集にあたっては、科学的かつ一般的に妥当と考えられる

方法及び手段により行わなければならない。 

２ 研究者が研究のために資料及びデータ等を収集する場合は、その目的にかなう必要な範囲を逸

脱してはならない。 

（インフォームド・コンセント）

第６条 研究者は、個人の情報及びデータ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対しその

目的、収集方法等について分かり易く説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。 

（個人情報の保護） 

第７条 研究者は、収集した資料及びデータ等で個人を特定できるものは、学校法人湘南ふれあい

学園個人情報管理規程により、適切に取り扱わなければならない。 

（情報、データ等の利用及び管理） 

第８条 研究者は、研究のために収集し、または生成した資料、情報及びデータ等の滅失、漏洩及

び改ざん等を防ぐため、適切な措置を講じなければならない。 

２ 研究者は、収集または生成した資料、情報及びデータ等の記録を適切に保管し、事後の検証、

追試が行えるよう十分な期間、保存しなければならない。ただし、個人に関する情報及びデータ

については、提供者との合意を得た期間とする。 

（研究機器、材料等の安全管理） 

第９条 研究者は、研究実験において研究装置、機器及び各種材料等を用いるときは、関係法令及

び規程等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。 

２ 研究者は、研究実験の過程で生じた残さ物、廃棄物及び使用済みの材料等については、関係法

令に基づき適切に処理しなければならない。 

（研究成果の発表） 

第 10条 研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、これを公表するように努めなければな

らない。 

２ 研究者は、研究成果の発表に際しては、他の研究のもつ優先性を尊重するとともに、他者の知

的財産権その他の権利を侵害してはならない。 

３ 研究者は、研究成果の発表における不正行為は、本学及び研究者に対する社会の信頼性を喪失

する行為であることを十分に認識し、次に掲げる行為は絶対にこれをしてはならない。 

（１）捏造  存在しないデータ、研究結果等を作成する行為 

（２）改ざん 研究資料、機器、過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた

結果等を真正でないものに加工する行為 

（３）盗用  他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文、または用語

を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用する行為 

４ 研究者は、研究を遂行する上で助言や援助を受けた者及び組織に対し、研究発表の際に適切に

謝意を表さなければならない。 
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（オーサーシップ）

第 11条 研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究内容に責任を有し、研究成果の独創性に十

分な貢献をしたと認められる場合に、オーサーシップが認められる。 

２ 共同研究の成果発表に際しては、共著者とその順位、連絡責任者を適切に決定し、共同研究者

全員の合意を得なければならない。 

（研究費の取扱） 

第 12条 研究者は、研究費の源泉が学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金及び寄附金等で

あることを常に認識し、研究費の適正な使用に努めなければならない。 

２ 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費以外に使用してはならない。 

３ 研究者は、研究費の使用にあたっては、法令及び関係諸規程の使用規定等を遵守し、その使途

に関する書類等の管理を厳重に行い、交付期間終了後においても一定期間保存するとともに、適

切に説明責任を果たせるように努めなければならない。 

（他者の業績評価） 

第 13 条 研究者が他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、

当該評価の評価基準等に従い、自己の見識及び知識に照らして適切に評価しなければならない。 

２ 研究者は、他者の業績評価に関わる中で知り得た情報を不正に利用してはならない。 

（ハラスメントの禁止）

第 14条 研究者は、研究活動を行うにあたり、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメン

ト、アカデミック・ハラスメント等、いかなるハラスメントも行ってはならない。

（利益相反） 

第 15条 研究者は、研究活動を行うにあたり、資金提供の財源、関連組織との関わり及び可能性の

あるすべての利害関係の衝突に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。 

（研究倫理委員会） 

第 16条 この規程の目的を達成し、かつ適切な運用を図るため、湘南医療大学研究倫理委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

２ 人を対象とする研究倫理の審査は、別に定める「人を対象とする研究倫理審査要項」による。 

３ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（改廃） 

第 17条 この規程の改廃は、理事長が行う。 

  附 則 

この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

この規程は、平成 27年 11月 18日から施行する。 
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湘南医療大学 人を対象とする研究倫理審査要項 

平成 27年 11月 18日 

最新改正 令和３年４月１日 

（設置） 

第１条 湘南医療大学研究倫理規程第 16条第２項に基づきこの要項を制定する。 

（審議事項） 

第２条 研究倫理委員会の審査対象のうち、次の各号に掲げる事項については、「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」（平成 26 年 12 月 22 日文部科学省、厚生労働省）による他、この要

項による｡ 

一 人を対象とした研究の実施に係る計画（以下「研究計画」という｡）の審査に関する事項 

二 人を対象とした研究終了報告の検証に関する事項 

三 その他、人を対象とした研究倫理審査に関する事項 

（審議機関） 

第３条 前条に掲げる事項の審査は研究倫理委員会（以下「委員会」という。）で行う。 

（委員会） 

第４条 委員会は、必要に応じ専門的知識を有する者から審査のための意見を聴取することができ

る｡ 

（委員の責務） 

第５条 委員は、次の各号に掲げる責務を負うこととする｡ 

一 対象者等の権利と福利が不当に損なわれることなく、研究が実施されるために必要な審査及

び助言を行う｡ 

二 職務と自己の利益が相反する場合は、あらかじめその旨を委員会に申告しなくてはならない｡ 

 三 職務に関連して知り得た情報を漏らしてはならない｡その職を退いた後も同様とする｡ 

（審査申請） 

第６条 研究計画の審査を希望する研究者は、あらかじめ研究計画を策定し、研究倫理審査申請書

（別紙様式第１号｡以下｢申請書｣という｡）により、学長に申請し承認を得ることとする｡ 

２ 前項の申請は、研究を代表する者（以下｢研究代表者｣という。）が行うものとし、大学院生、学

部学生、研究生等（以下｢学生等｣という。）が行う場合にあっては、当該学生等の研究を指導する

教員が行うものとする｡ 

（審査手続） 

第７条 学長は、申請書を受理したときは、委員会に審査を要請する。ただし、第９条第１項に定

める場合においてはこの限りでない｡ 

２ 委員会は必要に応じ、研究代表者及び研究に関わる者の出席を求め、当該研究について説明を

受けまたは意見を聴取することができる。 

３ 前項により出席した研究代表者及び研究に関わる者は、議事に加わることができない｡ 

４ 委員が当該研究に関係する者である場合は、当該研究に関する議事に加わることができない｡ 

（審査の結果） 

【資料10】
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第８条 委員長は、審査の結果について、報告書（別紙様式第２号）により速やかに学長に報告す

るものとする｡ 

２ 学長は、前項の報告に基づき、審査結果通知書（（別紙様式第３号）以下｢通知書｣という｡）に

より申請書が提出された日の属する月の翌月末までに、研究代表者に判定結果を通知するものと

する｡ 

３ 学長は、委員会の審査結果に疑義が生じたときは、委員会に再審査を要請することができる。 

（審査の特例） 

第９条 学長は、当該審査が特に緊急を要し、かつ、審査事例に基づいて審査の結果が明確に推定

できるものについては、委員長と協議の上、委員会の審査を経ずに承認の可否を決定することが

できる｡ 

２ 前項により、委員会の審査を経ずに承認の可否を決定した場合、委員長は決定後速やかに判定

結果を委員会に報告するものとする｡ 

３ 第１項の手続きを経て承認の可否が決定した場合、学長は速やかに可否を研究代表者に通知す

るものとする｡ 

（研究の開始） 

第 10 条 研究倫理審査の判定で「承認」とされた場合は通知日から、「条件付承認」とされた場合

は、通知された条件や指示に従い、通知日から研究を開始することができる｡ 

（不服申立ての審査） 

第 11条 研究代表者は、審査の結果に異議があるときは、研究倫理審査結果不服申立書（別紙様式

第４号｡以下｢不服申立書｣という｡）により、学長に不服申立てをすることができる｡ 

２ 不服申立ては、通知を受けた日の翌日から起算して 30日以内にしなければならない。 

３ 学長は、第１項の不服申立てを受けた場合は、委員会に審査を要請することができる。 

４ 委員会は、前項の求めがあった場合、当該不服申立てについて審査し、判定を行うものとする｡ 

５ 委員長は、審査の結果について、速やかに学長に報告する｡ 

６ 学長は、協議の結果または委員会の報告に基づき、通知書により不服申立書が提出された日の

属する月の翌月末までに、研究代表者に判定結果を通知するものとする｡ 

（研究計画の継続･変更） 

第 12 条 研究代表者は、研究計画を継続または変更しようとするときは、申請書を学長に提出する

ものとする｡ 

２ 学長は、委員長と協議の上、委員会に審査を要請することができる｡ 

３ 委員会は、前項の求めがあった場合、当該研究計画の変更について審査し、判定を行うものと

する｡ 

４ 委員長は、審査の結果について、報告書により速やかに学長に報告する｡ 

５ 学長は、協議の結果または委員会の報告に基づき、申請書が提出された日の属する月の翌月末

までに、研究代表者に判定結果を通知するものとする｡ 

（研究の検証） 

第 13 条 学長は、必要に応じ研究代表者から当該研究について研究終了報告書（別紙様式第５号）

の提出を求めることができる。また、研究終了報告書の内容について疑義が生じた場合は、委員

会に調査を要請することができる。 
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２ 委員会は学長から要請があった場合、提出された報告書について調査し、結果を速やかに学長

に報告するものとする。 

３ 学長は、前項の報告に基づき、当該研究に改善すべき事項があるときは、必要な指導・勧告を

行うものとする。 

（事務の処理） 

第 14条 委員会の事務は、事務部が処理する｡ 

  附 則 

１ この要項は、平成 27年 11月 18日から施行し、施行日以後に行われる研究から適用する｡ 

  附 則 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 
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別紙様式第１号（第６条第１項関係） 

研究倫理審査申請書 

申請日：  年  月  日 

湘南医療大学長 殿 

所 属： 

職 名： 

研究代表者：  ㊞ 

以下研究計画について審査申請を行います。※ 1 

審査区分 □新規 □変更（注：変更の勧告を受けて再度申請書を提出する場合）

□継続

※ 2

研究題目 

共同研究者 ※ 3（卒論、修論の場合はその旨記載する）

添付書類 □研究計画書 □参加者への説明文書（案） □参加への同意書（案）

□調査用紙（案） □外部資金申請書・内定書など

（注）研究計画書を作成するにあたり、変更や継続の場合は変更点、新規の箇所について下線を付

すとともに、変更や継続の理由を記すこと。 

※裏面につづく
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研 究 計 画 書 

1. 研究の目的と意

義（ 具体的に記載

すること。別紙提出

も可） 

2.研究方法

（ 具体的に記載す

ること。別紙提出も

可） 

3.研究対象

者及び個人から収

集する情報・データ

などについて 

※ 4,5

① 研究対象者

② 対象者の選出

基準と募集方法 

③ 研究協力の依

頼・説明方法（ イ

ンフォームドコンセ

ント）

※説明文（案）・同意書（案）を添付すること。

④ 調査等研究を

実施する施設責任

者等に対する究協

力の依頼方法 

※依頼文（案）があれば添付すること

⑤ 個人情報、

データ等の収集・

採取方法 

※調査用紙（案）を添付すること。

⑥ 対象者に与え

る危険や不利益等

の可能性 

a.不可避的な侵襲があるかないか。

（例：採血や運動などの方法を具体的に記載すること。） 

b.危険の発生または不利益を最小限にするための有無

と方法。 

c.発生した場合の対応

⑦ 収集する個人

情報及び個人情報

の匿名化の有無と

方法 

a.個人情報の有無 □有、□無

b.□匿名化する、□匿名化しない 理由

c.匿名化の方法

⑧ 収集した個人

情報の保管方法及

び廃棄の方法 
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4. 研究実施場所

5.研究期間 年  月  日  ～ 年  月  日 

6.研究の分類 □一般研究活動 □卒業論文 □修士論文

7.研究資金 □ 教員研究費 □ 学生指導費 □ 学長裁量経費 □ 公的外部資金

□民間外部資金、その他

※外部資金の場合はその種類と名称、プロジェクトによる研究の場合はプロ

ジェクトの名称を記載すること。［ ］ 

8.期待される成果

9. 研究成果の公開

方法 

※ １ 枠線の大きさは適宜変更可。

※ ２ 口は、レまたは■ を入れて選択する。

※ ３ 所属・職名・学生番号（学生のみ）・氏名を記入すること。

※ ４ 目的、意義、研究方法、研究対象者など。研究計画の変更の場合はその変更について説明す

ること。（別添可）

※ ５ 行動規範に掲げる事項を遵守するために、研究方法等において講じる対策や措置について説

明すること。（別添可） 
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別紙様式第２号（第８条第１項関係） 

報  告  書 

年  月  日 

湘南医療大学長 殿 

湘南医療大学 研究倫理委員会委員長 

研究課題名 

研究代表者 所属 職名 氏名 印 

 年  月  日の委員会で審査を行い、下記のとおり判定をとりまとめましたので、ここに

報告します。 

記 

１ 審査区分 □ 新規 □ 継続 □ 変更 □ 不服申立

□その他（  ） 

２ 研究予定期間 審査結果通知書交付日 ～ 年  月  日 

３ 判 定 １．承 認 ２．条件付承認 ３．変更の勧告 

４．不承認 ５．非該当 

４ 判定の内容及び 

理由 

（注）研究倫理委員会委員長氏名欄については、本人の署名若しくは記名押印とする。 
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別紙様式第３号（第８条第２項関係） 

審 査 結 果 通 知 書 

年  月  日 

研究代表者 

殿 

湘南医療大学長 

印 

受付番号 

研究課題名 

研究代表者  所属  職名 氏名 

先に申請のあった上記研究課題について、 年  月  日の人を対象とする研究倫理委員会

に諮り、下記のとおり判定したので通知します。 

記 

１ 審査区分 □新 規 □継続 □変更 □不服申立

□その他（ ） 

２ 研究予定期間   年  月  日 ～ 年  月  日 

３ 判 定 １．承 認 ２．条件付承認 ３．変更の勧告 

４．不承認 ５．非該当 

４ 判定の内容及び 

理由 
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別紙様式第４号（第 11条第１項関係） 

研究倫理審査結果不服申立書 

申請日： 年  月  日 

湘南医療大学長 殿 

所 属： 

職 名： 

研究代表者：  ㊞ 

審査の結果に異議がありますので、第 11条第１項の規定に基づき不服を申立てます。 

１．審査結果の判定 □ 条件付承認

□ 変更の勧告

□ 不承認

２．審査結果判定日 年  月  日 

３．研究課題名 

４．申立ての内容及び 

理由 

※ 申立ての根拠となる追加資料があれば添付すること。
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別紙様式第５号（第 13条第１項関係） 

研究終了報告書 

年  月  日 

湘南医療大学長 殿 

（研究代表者） 

所 属： 

職 名： 

氏 名：  印 

年   月   日付けで承認された以下の研究は、研究倫理上の問題が生じることなく終了

したことを報告します。 

記 

１. 研究課題名：

２. 共同研究者：

３. 研究期間：

４. 審査結果通知欄に記載された事項（条件付承認）への対応

５．研究結果要旨（800字程度） 
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湘南医療大学リポジトリ規程 

〔平成 30 年 4 月 1 日〕 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）リポジトリの管理及び運営に関して必要

な事項を定める。 

（目的） 

第 2 条 本学リポジトリは、本学において生成された学術研究成果・教育資源等（以下「成果物」と

いう。）を電子形態で収集蓄積、保存をし、学内外にインターネットを介して、無償で発信・提供

することにより、学術研究教育の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的と

する。 

（小委員会） 

第 3 条 本学リポジトリの管理運用に関する必要な事項を検討するために、図書委員会（以下「委

員会」という。）に機関リポジトリ小委員会（以下「小委員会」という。）を置く。 

（運用体制） 

第 4 条 本学リポジトリの管理は湘南医療大学図書館（以下「図書館」という。）において行う。 

（登録対象者） 

第 5条 本学リポジトリに成果物を登録することができる者（以下「登録対象者」という。）は次の各号

に掲げる者とする。 

(1) 本学に在籍する又は在籍したことのある教職員及び大学院生

(2) 本学規定により、称号を付与された者

(3) 本学が招聘した研究者等

(4) その他図書館長が認めた者

（登録要件） 

第6条 本学リポジトリに登録することができる成果物は、次の各号に掲げる要件を満たすものに限

る。 

(1) 学術成果物、又は教育資源物であること

(2) 電子的フォーマットで作成されていること

(3) ネットワークを通じて公開及び配信が可能であること

(4) 法令及び本学の諸規程を遵守していること

(5) 学会等の投稿規程等、商業出版社との契約条項等の問題が生じないこと

【資料11】
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(6) 内容が他の者に帰属する著作権、その他の権利を侵害していないこと

(7) 犯罪を構成していないこと

(8) 国家機密に関わる内容を含有していないこと

(9) 公人以外の個人情報が記載されていないこと

(10) 名誉・プライバシー等の人権及び倫理に抵触する恐れがないこと

(11) 情報セキュリティ問題に発展する恐れがないこと

(12) 守秘義務に関わっていないこと

(13) 公序良俗に反していないこと

2 前項の各号に掲げた要件を満たした成果物であっても知的財産権に関わる内容を含有する場

合、侵害防止上、一定期間公開を遅延させた上で公開する。 

（登録対象物） 

第 7 条 登録対象成果物は次の各号に掲げるものとする。 

(1) 学術雑誌論文

(2) 学士論文を除いた学位論文

(3) 紀要論文

(4) 研究報告書（科学研究費補助金、又はその他の外部資金による研究成果報告書）

(5) 一般雑誌記事

(6) その他図書館長が認めたもの

（登録手続） 

第 8 条 登録対象者は、図書館にて所定の申請を行い、登録アカウントの交付を受け、登録システ

ムを通じて自ら成果物の登録及び公開を行うことを原則とする。

2 前項の登録対象者の責務が遵守されていないと認められた場合、成果物の登録を行わない。

但し、登録対象者が図書館に成果物の登録又は公開或いはその両方を代行依頼した場合は、

この限りではない。 

3 本学リポジトリ登録は図書館事務室において申請に基づき行うことを原則とする。但し、登録要

件の適合を判断できない場合、小委員会にて審議を行うものとする。 

（成果物の利用） 

第 9 条 成果物の利用は次の各号に掲げるものとする。 

(1) 成果物の全文を複製（以下「複製物」という。）し、書誌情報を付与し、期間を設けずに掲

載することを原則とする。

(2) ネットワークを通じて複製物を不特定多数に公開し、電子的手段により送信または公衆送

信可能な状態に置く。

(3) 私的利用のためのダウンロード、複製、引用等の著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）で定
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める範囲内での利用を許諾する。 

(4) 安定的及び円滑な利用環境の保持及びセキュリティの確保を図るために、複製し、媒体

変化を行い、並びにバックアップファイルを作成する。

（成果物の著作権、その他権利及び利用許諾） 

第 10 条 登録対象者は、本学リポジトリに登録及び公開する成果物について、次の各号に掲げる

事項の許諾を予め得ておかなければならない。 

(1) 成果物の著作権、その他の権利が登録対象者のみに帰属している場合は、図書館に対し

第 9 条に掲げる利用を無償で許諾する。

(2) 成果物の著作権、その他の権利が登録対象者を含めて複数の者、又は登録対象者以外

の者に帰属している場合は、登録対象者は第 9 条に掲げる利用を無償で許諾することに

ついて、他の著作権者等から予め同意を得なければならない。但し、権利者が予め許諾

の方針を示している場合は、この限りではない。

2 前項第 2 号において、著作権者又は著作権団体より不許可された場合、該当部分は除外の上、

成果物を公開する。 

3 成果物が本学リポジトリに公開された後も、著作権は移転しない。 

（成果物の公開停止） 

第 11 条 図書館は、成果物の公開後に、第 6 条の規定に抵触し公開に支障があるものを見つけ

た場合、小委員会及び委員会の承認を経て、登録対象者に断りなく成果物の公開を停止するこ

とができる。但し、公開停止後、直ちに登録対象者にその旨を通知しなければならない。 

（成果物の訂正） 

第 12 条 図書館に対し、登録対象者から成果物及び付随する目録情報の訂正申請があった場合、

小委員会及び委員会の承認を経て、訂正することができる。 

（成果物の削除） 

第 13 条 成果物が次の各号に掲げるいずれかの事項に該当した場合、小委員会及び委員会の

承認を経て、登録された成果物の一部、又は全文を削除することができる。 

(1) 登録対象者より、理由をつけての削除申請があった場合

(2) 盗用・剽窃をしている、又は内容が著しく不適切である場合

(3) 第 6 条に抵触している場合

(4) その他小委員会及び委員会において削除が適当であると判断された場合

（免責） 

第 14 条 成果物の内容に対する責任は、登録対象者が負うものとする。 
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2 図書館は、本学リポジトリの公開にあたり、利用者に対し利用条件について注意を喚起するよう

に努める。その上で、公開により生じた登録対象者、又は著作権の侵害について本学は一切責

任を負わない。 

（改廃） 

第 15 条 この規程の改廃は、運営管理会議の議を経て学長が行う。 

（雑則） 

第 16 条 この規程の定めのない事項については、必要に応じて小委員会が協議する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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看護学領域の大学教員を志望する院生の履修モデル 

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

１年 ２年 ３年 計 

【共通科目】 

医療倫理学特論 

教育学特論 

研究特論  

保健福祉学特論 

【基礎科目】 

高等教育学 

保健医療学基盤研究 

保健医療学実践研究 

〇2 

〇2 

〇2 

共通分野 計 6 6 

【看護学専門科目】 

健康支援ケアシステム学特論 

健康支援ケアシステム学演習 

地域生活ケアシステム学特論 

地域生活ケアシステム学演習 

生涯発達ケアシステム学特論 

生涯発達ケアシステム学演習 

【リハビリテーション学専門科目】 

身体機能支援医療学特論 

身体機能支援医療学演習 

地域生活支援学特論 

地域生活支援学演習 

〇2 

〇4 

(または〇

2) 

(または〇

4) 

(または〇

2) 

(または〇

4) 

専門科目 計 6 6 

【特別研究科目】 

看護学特別研究 

リハビリテーション学特別研究

●10

特別研究 計 10 

合 計 12 10 22 

【資料12】
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看護学領域の研究者を志望する院生の履修モデル 

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

１年 ２年 ３年 計 

【共通科目】 

医療倫理学特論 

教育学特論 

研究特論  

保健福祉学特論 

【基礎科目】 

高等教育学 

保健医療学基盤研究 

保健医療学実践研究 

〇2 

〇2 

〇2 

共通分野 計 6 6 

【看護学専門科目】 

健康支援ケアシステム学特論 

健康支援ケアシステム学演習 

地域生活ケアシステム学特論 

地域生活ケアシステム学演習 

生涯発達ケアシステム学特論 

生涯発達ケアシステム学演習 

【リハビリテーション学専門科目】 

身体機能支援医療学特論 

身体機能支援医療学演習 

地域生活支援学特論 

地域生活支援学演習 

〇2 

〇4 

(または〇2) 

(または〇4) 

(または〇2) 

(または〇4) 

専門科目 計 6 6 

【特別研究】 

看護学特別研究 

リハビリテーション学特別研究

●10

特別研究 計 10 

合 計 12 10 22 

【資料13】
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看護学領域の高度専門職業人を志望する院生の履修モデル 

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

１年 ２年 ３年 計 

【共通科目】 

医療倫理学特論 

教育学特論 

研究特論  

保健福祉学特論 

【基礎科目】 

高等教育学 

保健医療学基盤研究 

保健医療学実践研究 

〇2 

〇2 

〇2 

共通分野 計 6 6 

【看護学専門科目】 

健康支援ケアシステム学特論 

健康支援ケアシステム学演習 

地域生活ケアシステム学特論 

地域生活ケアシステム学演習 

生涯発達ケアシステム学特論 

生涯発達ケアシステム学演習 

【リハビリテーション学専門科目】 

身体機能支援医療学特論 

身体機能支援医療学演習 

地域生活支援学特論 

地域生活支援学演習 

〇2 

〇4 

(または〇2) 

(または〇4) 

(または〇2) 

(または〇4) 

専門科目 計 6 6 

【特別研究科目】 

看護学特別研究 

リハビリテーション学特別研究

●10

特別研究 計 10 

合 計 12 10 22 

【資料14】
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リハビリテーション学領域の大学教員を志望する院生の履修モデル

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

１年 ２年 ３年 計 

【共通科目】 

医療倫理学特論 

教育学特論 

研究特論  

保健福祉学特論 

【基礎科目】 

高等教育学 

保健医療学基盤研究 

保健医療学実践研究 

〇2 

〇2 

〇2 

共通分野 計 6 6 

【看護学専門科目】 

健康支援ケアシステム学特論 

健康支援ケアシステム学演習 

地域生活ケアシステム学特論 

地域生活ケアシステム学演習 

生涯発達ケアシステム学特論 

生涯発達ケアシステム学演習 

【リハビリテーション学専門科目】 

身体機能支援医療学特論 

身体機能支援医療学演習 

地域生活支援学特論 

地域生活支援学演習 

〇2 

〇4 

(または〇2) 

(または〇4) 

専門科目 計 6 6 

【特別研究】 

看護学特別研究 

リハビリテーション学特別研究 ●10

特別研究計 10 

合 計 12 10 22 

【資料15】
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リハビリテーション学領域の研究者を志望する院生の履修モデル

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

１年 ２年 ３年 計 

【共通科目】 

医療倫理学特論 

教育学特論 

研究特論  

保健福祉学特論 

【基礎科目】 

高等教育学 

保健医療学基盤研究 

保健医療学実践研究 

〇2 

〇2 

〇2 

共通分野 計 6 6 

【看護学専門科目】 

健康支援ケアシステム学特論 

健康支援ケアシステム学演習 

地域生活ケアシステム学特論 

地域生活ケアシステム学演習 

生涯発達ケアシステム学特論 

生涯発達ケアシステム学演習 

【リハビリテーション学専門科目】 

身体機能支援医療学特論 

身体機能支援医療学演習 

地域生活支援学特論 

地域生活支援学演習 

〇2 

〇4 

(または〇2) 

(または〇4) 

専門科目 計 6 6 

【特別研究】 

看護学特別研究 

リハビリテーション学特別研究 ●10

特別研究計 10 

合 計 12 10 22 

【資料16】
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リハビリテーション学領域の高度専門職業人を志望する院生の履修モデル

履 修 科 目 
履修年次・単位数 

１年 ２年 ３年 計 

【共通科目】 

医療倫理学特論 

教育学特論 

研究特論  

保健福祉学特論 

【基礎科目】 

高等教育学 

保健医療学基盤研究 

保健医療学実践研究 

〇2 

〇2 

〇2 

共通分野 計 6 6 

【看護学専門科目】 

健康支援ケアシステム学特論 

健康支援ケアシステム学演習 

地域生活ケアシステム学特論 

地域生活ケアシステム学演習 

生涯発達ケアシステム学特論 

生涯発達ケアシステム学演習 

【リハビリテーション学専門科目】 

身体機能支援医療学特論 

身体機能支援医療学演習 

地域生活支援学特論 

地域生活支援学演習 

〇2 

〇4 

(または〇2) 

(または〇4) 

専門科目 計 6 6 

【特別研究】 

看護学特別研究 

リハビリテーション学特別研究 ●10

特別研究計 10 

合 計 12 10 22 

【資料17】
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湘南医療大学大学院 長期履修規程 

（平成 31 年４月１日 制定） 

（令和６年４月１日 一部改正） 

（趣旨） 

第１条 本規程は、湘南医療大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 14 条に規定する

長期履修の制度（以下「本制度」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 本制度は、標準修業年限内での就学が困難な者が本大学院での学修を希望する場合に、

標準修業年限を超えた計画的な在学を認めることを目的とする。 

（対象者） 

第３条 本制度の対象となる学生は、本学に入学予定の者で、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）職業を有し、就業している者（自営業及び臨時雇用（単発的なアルバイトを除く。）を含

む。） 

（２）出産、育児、介護等により修業年限以内に修了困難な者

（３）病気、留学、その他やむを得ない事由により長期履修制度を必要とし、認められた者

（長期履修の期間） 

第４条 本制度を利用する学生の履修期間は、次に掲げる期間とする。 

（１）修士課程   ３年 

（２）博士後期課程 ４～５年

２ 休学期間は、長期履修期間に算入しない。 

（許可） 

第５条 本制度を希望する申し出があったときは、研究科委員会の議を経て学長がこれを許可す

る。 

（申請手続） 

第６条 本制度の利用を希望する者は、入学前の所定の期日までに長期履修申請書と第３条の該

当要件を証明する書類を学長に提出しなければならない。出願期間終了後、本制度の申請はで

きない。 

２ ただし、天災や感染症等の本人に責の無い事由により、研究活動に支障が生じた場合、本人

と指導教員による申し出後、研究科委員会の議を経て、学長が入学後の申請を許可することが

できる。 

（履修期間の変更） 

第７条 本制度の修業年限変更は、原則これを認めない。ただし、特別な事情があると認められ

た場合は、在学中一度に限り１年度単位で短縮を申請することができる。修業年限の短縮につ

いては、研究科委員会の議を経て学長がこれを許可する。 

２ 修業年限の短縮によって生じる授業料等の差額は、短縮が決定した年度内に収めるものとす

る。 

【資料18】
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（授業料等） 

第８条 本制度対象者の１年間の学費は、大学院学則第 44条第１項に定める修士課程にあっては

２年間、博士後期課程にあっては３年間の授業料等の金額を修業期間で除した額とする。 

２ 実験、実習等に必要な費用は、別に徴収することがある。 

３ 長期履修学生の授業料等は、徴収猶予及び月割分割を認めない。 

４ 修業年限を終了してしてもなお修了できずに在学する学生の授業料等の額は、大学院学則第

44条第１項に定める額と同額とする。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、研究科委員会の意見を聴い

て学長が別に定める。 

（改廃） 

第 10条 この規程の改廃は、研究科委員会の意見を聴いて学長が行う。 

  附 則 

この規程は、平成 31年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和２年７月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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湘南医療大学大学院保健医療学研究科履修規程 

（平成31年４月１日） 

最新改正（令和３年４月１日） 

最新改正（令和６年４月１日） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、湘南医療大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第22条に規定する

授業科目の履修に関し、必要な事項を定める。 

（授業科目等） 

第２条 授業科目、配当年次、単位数、必修・選択の別、時間数及び修了要件は、大学院学則別表

４のとおりとする。 

（指導教員） 

第３条 授業科目の履修指導及び研究の指導を行うために、学生ごとに指導教員を定める。 

２ 研究の指導上、必要がある場合には指導教員を変更することができる。 

（履修登録） 

第４条 学生は、履修しようとする授業科目については、指導教員の承認を受け、各学期当初の所

定の期日までに履修登録をしなければならない。 

２ 履修届を提出した後に履修科目の変更又は取消をしようとする場合は、別に定める届出書を所

定の期日までに、学長に提出しなければならない。 

３ 次に掲げる授業科目は履修することができない。 

（１）既に単位を修得した授業科目 

（２）授業時間が重複する授業科目 

（３）複数開講されている同一の授業科目 

（学部授業科目の聴講） 

第５条 指導教員が本学学部授業科目の聴講をすることが必要と認めるときは、授業科目の科目担

当者の承諾の下に、学部正規課程の学生の教育に支障のない場合に限り、大学院保健医療学研究

科委員会（以下「研究科委員会」という。）の議を経て学長が許可することができる。 

２ 聴講科目の単位は付与しない。 

（欠席届） 

第６条 病気その他やむを得ない理由により授業を受けることができなかった者は、欠席届（履修

様式第２号）を当該科目の担当教員に提出することができる。 

２ 前項により提出された欠席届による成績の評価への取扱いは、当該科目の担当教員の判断によ

るものとする。 

３ 忌引きによる欠席の場合は、欠席届の提出により、次の範囲内で欠席の扱いとしない。 

  一親等（父・母・子）及び配偶者  連続する７日間（休日を含む） 

  二親等（兄弟姉妹・祖父母）    連続する３日間（休日を含む） 

  三親等（叔（伯）父・叔（伯）母） １日間（休日を含む） 

（交通機関の不通等に伴う休講） 

第７条 次の各号いずれかに該当するとき、授業は原則として休講とする。 

（１）事故、地震、積雪、ストライキ等によりＪＲ東海道線、ＪＲ横須賀線が不通の時。 

   ただし、バス等による振替輸送がある場合は不通とみなさない。 

【資料19】
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 （２）神奈川県内全域に警報（暴風、大雪、暴風雪）、特別警報（以下｢警報｣という。）発令時 

２ 前項により休講となった場合でも、ＪＲ東海道線、ＪＲ横須賀線が復旧した場合、又は警報が

解除された場合は次のとおり授業を行う。 

復旧（警報解除）時間 授業実施時限 

 6:00現在で復旧（警報が解除）された場合 １時限から実施 

10:00現在で復旧（警報が解除）された場合 ３時限から実施 

３ 第１項に定める場合のほか、学長は災害その他緊急と認める場合は、授業を休講とすることが

できる。 

（試験） 

第８条 試験には、定期試験、追試験及び再試験がある。 

２ 定期試験は、原則として当該授業が終了する学期末に期間を定めて行う。 

３ 前項のほか当該授業の学期中に担当教員の判断により期間を定めず、随時に試験を行うことが

できる。 

４ 試験に代えて、論文、報告書（レポート）、口述（試問）を課すことができる。 

（受験資格） 

第９条 次のいずれかに該当する者は、試験を受けること、試験に代わる論文、報告書（レポート）

の提出、口述（試問）を受けることができない。 

（１）履修登録をしていない者 

（２）原則として、試験科目の出席時間数が授業時間数の３分の２に満たない者。 

   実習においては、原則として全日程の５分の４に満たない者 

 （３）当該科目の試験時間の３分の１を超えて遅参した者 

２ 前項第２号にかかわらず、当該科目の担当教員が欠席の事情をやむを得ないと認めた場合は試

験を受けること、試験に代わる論文、報告書（レポート）の提出、口述（試問）を受けることが

できる。 

（成績評価の基準・成績評価） 

第10条 成績はシラバスに定めた基準により判定する。 

２ 成績評価については、大学院学則第25条第１項に基づき、下表のとおりとする。評点に対して、

グレード・ポイント（以下「ＧＰ」という。）を設定し、不合格その他ＧＰを「０」と算定する

授業科目も含めて、履修登録した授業科目のグレード・ポイントの平均（グレード・ポイント・

アベレージ、以下「ＧＰＡ」という。）を算出し、総合成績評価を行う。 

評 価 評 点 
ｸﾞﾚｰﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 

ＧＰ 
単位の授与 評価基準 

秀（S） 90点～100点 ４ 

授与 

基本的な目標を十分に達成し、極めて優秀

な 成果を収めている。 

優（A） 80点～89点 ３ 基本的な目標を十分に達成している。 

良（B） 70点～79点 ２ 基本的な目標を達成している。 

可（C） 60点～69点 １ 基本的な目標を最低限度達成している。 

不可（D） 59点以下 ０ 不授与 
基本的な目標を達成していないので再履修

が 必要である。 

放棄(O1) 受験資格喪失 ０ 
評価 

対象外 
放棄(O2) 定期試験受験の放棄 ０ 

／ 評価対象外 算定しない 
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３ 秀（Ｓ）、優（Ａ）、良（Ｂ）及び可（Ｃ）は合格、不可（Ｄ）は不合格とする。 

４ 放棄（Ｏ１）評価の授業科目及び放棄（Ｏ２）評価の授業科目の登録単位数は、ＧＰＡの登録

単位数に加算する。 

５ 履修登録を取り消した場合、その授業科目は、／評価「評価対象外」とし、ＧＰには算定せず、

登録単位数はＧＰＡの登録単位数に加算しない。 

６ 再試験において単位を授与する場合の評価・評点は、可（Ｃ）「60点」とする。 

７ 単位を授与されなかった科目（評価対象外含む）は、再履修することができる。 

（ＧＰＡ） 

第10条の２ ＧＰＡを算出する基準は次のとおりとする。 

ＧＰＡ＝〔授業科目のＧＰ×その授業科目の単位数〕の総和 

 ／〔ＧＰＡ対象科目の総履修登録単位数〕 

２ ＧＰＡは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標である「学期ＧＰＡ」と在学中に

おける全期間の学修の状況及び成果を示す指標である「累積ＧＰＡ」の２種類とする。 

３ ＧＰＡの結果は、修学指導の参考として、また退学勧告の基準として用いる場合がある。 

（追試験） 

第11条 忌引、疾病、その他やむを得ない理由により定期試験を受けることができなかった者は、

当該授業科目について追試験（実習のときは追実習）を受けることができる。 

２ 前項の追試験を受けようとする者は、「追試験申請書（履修様式第３号）」（追実習のときは

「追実習願」（履修様式第５号））に、疾病の場合は医師の診断書、他の場合は証明書又は理由

書を添え、原則として当該科目の試験の日から所定の期日までに学長に提出し、その許可を受け

なければならない。 

３ 追試験の成績評価は、優（Ａ）［89点］を上限とする。 

（再試験） 

第12条 定期試験及び追試験で成績が合格点に達しなかった場合は必要に応じて科目担当教員等の

判断により再試験（実習のときは再実習）を行うことができる。 

２ 再試験を許可された者は、「再試験願（履修様式第4号）」（再実習のときは「再実習願」（履

修様式第６号））に、次の表に定める再試験料（実習のときは再実習料）を添えて提出しなけれ

ばならない。 

区分 金額 

再試験料 １科目につき2,000円 

再実習料 １日につき2,000円 

３ 再試験で合格した場合の成績は、「可（Ｃ）「60点」」とする。 

（再履修） 

第13条 不合格又は評価対象外とされた必修の授業科目は、再度履修（以下「再履修」という。）

しなければならない。 

２ 再履修科目は、原則として、授業を再度受講のうえ、試験を受けなければならない。 

（修士論文又は研究成果の提出） 

第14条 学生は、指導教員の承認を得て、研究科委員会の定める期日までに修士論文又は研究の成

果（以下、併せて「論文等」という。）を提出しなければならない。 

２ 論文等に関する具体的な事項については、湘南医療大学大学院学位規則に定める。 

（他大学における授業科目の履修等の認定等） 
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第15条 大学院学則第27条に定める他大学等での授業科目の履修等及び同第28条に定める既修得単

位等の認定を受けようとする者は、所定の書式に成績証明書及び当該授業科目のシラバスを添え

て提出し、研究科委員会の審査に基づき、研究科委員会の議を経て学長が認定するものとする。 

２ 認定された単位（授業科目）の成績評価は行わず、成績表示は、「Ｎ」とする。 

３ 既修得単位の認定による修業年限の短縮は行わない。 

（進級） 

第16条 研究科で指定した授業科目の単位を修得しなければ、進級又は研究科で指定した科目の履

修ができない場合がある。 

（不正行為） 

第17条 定期試験及びこれに準じる試験において、不正行為があったと認められた場合は、当該科

目を不合格とし、かつその学期に履修合格した他の全科目の評価を１ランク下げることとする。

なお、この場合において、停学又は退学など処分の実施を妨げないものとする。 

（改廃） 

第18条 この規程の改廃は、研究科委員会の意見を聴いて学長が行う。 

  附 則 

この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和２年８月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第10条及び第10条の２は、平成31年４月

１日から適用する。 

  附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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湘南医療大学大学院 院生研究費規程 

（平成 31年 4月 1日制定） 

（令和 3年 4月 1日一部改正） 

（令和 4年 4月 1日一部改正） 

（目的） 

第１条 湘南医療大学大学院（以下、「本学大学院」とする。）院生研究費は、大学院生の研究支援の

ため、修士論文作成のために行う研究に対して研究経費の一部を助成することを日的とする。 

（対象） 

第２条 院生研究費は、本学大学院修士課程に在学している大学院生（以下「本学院生」という。）

を対象とする。ただし、留学・休学者、該当学期の学費未納者（授業料延納申請者を含む）は申請

することができない。 

（支給対象期間） 

第３条 院生研究費支給対象期間は、各年度の４月１日から３月 31日までの１年間とする。 

（支給額） 

第４条 １事業年度における院生研究費は、５万円を限度額とする。ただし、長期履修制度を利用し

ている本学院生の１事業年度における院生研究費は、３万円３千円を限度額とする。 

（研究計画書・研究実績報告書） 

第５条 院生研究費の支給を希望する本学院生は、「修士課程研究計画書（以下「計画書」という。）」

を別に定める日までに学長に提出しなければならない。 

２ 院生研究費の支給を受けた本学院生は、「修士課程研究実績報告書（以下「報告書」という。）」

を別に定める日までに学長に提出しなければならない。 

（申請手続き・管理） 

第６条 院生研究費は、本学院生が計画書を作成し、指導教員に提出する。指導教員は、申請可否を

含め、計画書の内容を確認する。 

２ 指導教員の確認終了後、計画書を事務室に提出する。事務室にて確認後、学園本部を経由して計

画書を上申する。 

３ 決裁後、院生研究費の管理は事務室で行う。 

（使途対象） 

第７条 院生研究費の使途対象は、本人の研究に使用されるもので次の各号に該当するものとし、研

究テーマから外れて一般的な教養を高めるためのものについては、使途対象としない。 

【資料20】
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(１) ３万円未満の消耗品・・PCソフト、PC用消耗品など。

(２) 研究旅費・・・・・研究・学会日的の出張に関わる支出。

（３）通信費・・・・・調査用紙や論文などの郵送代 

（４）印刷製本費・・・学会発表の為の論文の抜刷、資料の合冊製本 

(５) 諸会費・・研究に必要な学術団体の会費。個人で入るべき職能団体会費は除く。

(６) 修繕費・・・・・・研究費で購入した備品の修理代等

(７) 報酬委託手数料・・外国語で書いた論文の校閲、外国語資料の翻訳

(８) 研究図書・・・・・資産として登録が必要な書籍

(９) ３万円以上の機械備品・・・研究費で購入した備品は本学大学院の資産

（支払手続） 

第８条 院生研究費の使用にあたっては、事前に所定の「伺い書」（院生研究費支払申請書）に必要

事項を記載した上、稟議規程に定める方法により理事長の決裁を得るものとする。 

２ 前条第２号に定める研究旅費については、学会・研修会等の終了後すみやかに、所定の「学会・

研修会等報告書」を提出するとともに、領収書添付の上で「学会・研修会出張報告書」等にて精算

の申請を行う。 

３ 事後の支払手続は、前項に定める場合を除き、原則として認めない。 

４ 院生研究費の利用手続締切日は、当該年度の２月末日とし、締切日が本学大学院の休日に当たる

場合は、直前の開校日を締切日とする。 

（備品の帰属） 

第９条 院生研究費で購入した備品及び図書は、本学大学院に帰属する。ただし、本学院生として在

学中は、各自がこれを管理し、占用することができる。 

２ 本学院生が課程を修了するときは、図書及び備品については本学大学院に返還しなければなら

ない。 

（使用の制限） 

第 10条 留学・休学者、該当学期の学費未納者（授業料延納申請者を含む）は、原則として院生研

究費を利用することができない。 

（不支給） 

第 11条 第３条に定める支給対象期間の全てを休学した場合は、原則として当該年度の院生研究費

を不支給とする。 

（改廃） 

第 12条 この規程の改廃は、大学院運営管理会議の議を経て理事長が行う。 

  附 則 

この規程は、2019年４月１日から施行する。 
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  附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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湘南医療大学入学者選考規程 

〔平成 27年４月１日〕 

最新改正〔令和５年４月１日〕 

（趣旨） 

第１条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）学則第 22条第２項および本学大学院学

則第 10条に基づき、入学者の選考の方法（以下「入学試験」という。）及び入学試験の合否の審議

に関し、必要な事項を定める。 

（選考組織の設置及びその目的） 

第２条 本学学則第 13条第１項および本学大学院学則第 10条の規定により、入学試験を的確かつ円

滑に実施するため、その制度、方法等を審議する入学試験委員会（以下「委員会」という。）を学

部および研究科ごとに置く。 

２ 入学試験の合否を審議するため、各委員会に入学試験判定会議（以下「入試判定会議」という。）

を置く。 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１）学長 

（２）副学長 

（３）学部にあっては学部長、大学院にあっては研究科長 

（４）学科長 

（５）保健医療学部にあっては専攻長、薬学部にあっては副学部長、大学院にあっては副研究科長 

（６）事務局長 

（７）事務部長 

（８）学長が指名する者 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員会は委員長が会議を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（会議） 

第５条 委員会は、過半数の委員の出席により成立する。 

２ 委員会の議事は出席員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ 委員長が必要と認めるときは、臨時の委員会を招集することができる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会に関する事項は、委員会において定める。 

（入試判定会議の構成） 

第７条 入試判定会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１）学長 

（２）副学長 

（３）学部にあっては学部長、大学院にあっては研究科長 
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（４）学科長 

（５）保健医療学部にあっては専攻長、薬学部にあっては副学部長、大学院にあっては副研究科長 

（６）事務局長 

（７）事務部長 

（８）学長が指名する者 

（議長） 

第８条 入試判定会議に議長を置き、学長をもって充てる。 

２ 入試判定会議は、議長が招集する。 

３ 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。 

（合格者の決定） 

第９条 入学試験の合格者は、入試判定会議において出席した委員の３分の２以上の同意をもって承

認し、当該審議結果について教授会の意見を聴いて学長が決定する。 

（（報告） 

第 10条 入試判定会議は、その審議の結果を学部においては教授会並びに学部運営管理会議に、大学

院においては研究科委員会並びに大学院運営管理会議に、それぞれ報告するものとする。 

（事務取扱） 

第 11条 委員会及び入試判定会議の事務は事務部が処理する。 

（改廃） 

第 12条 この規程の改廃は、学部においては学部運営管理会議、大学院においては大学院運営管理会

議での議を経て学長が行う。 

（雑則） 

第 13条 この規程に定めるもののほか、入学者の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

  附 則 

この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和２年１月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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湘南医療大学教育職員定年規程 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人湘南ふれあい学園就業規則第 92条第４項に基づき、湘南医療大学に

常時勤務し、かつ講義を行う資格を有する教育職員（以下「教員」という。）の定年に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（定年年齢） 

第２条 教授、准教授、講師、助教の定年を 65 歳とし、定年に達した日の年度末の期末（３月 31

日）を退職の日とする。 

２ 学長の定年については、湘南医療大学学長任用規程の定めるところによる。 

３ 副学長の定年については、湘南医療大学副学長に関する規程の定めるところによる。 

（定年の延長） 

第３条 理事長は定年に達した教員が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その

教員の定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲で期限を延長することができる。ただ

し、その期限はその教員の定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

（１）職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その教員の退職により業務

の運営及び継続的遂行に著しい支障が生じるとき。 

（２）勤務環境、その他の勤務条件に特殊性があるため、その教員の退職による欠員を容易に補充

することができないとき。 

（改廃） 

第４条 この規程の改廃は、理事長が行う。 

  附 則 

１ この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

２ 大学を新設するときに任用しようとする教員が、既に第２条に規定する年齢を超えているとき、

又は、開学年度を迎える前に超えているときは、開学年度末を定年に達した日に読み換える。 

  附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 薬学部を新設するときに任用しようとする教員が、既に第２条に規定する年齢を超えていると

き、又は開設年度を迎える前に超えているときは、開設年度末を定年に達した日に読み替える。 

  附 則 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 大学院博士課程を新設するときに任用しようとする教員が、既に第２条に規定する年齢を超え

ているとき、又は開設年度を迎える前に超えているときは、開設年度末を定年に達した日に読み

替える。 
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湘南医療大学 大学院運営管理会議規程 

〔 2019 年４月１日〕 

最新改正〔令和３年４月１日〕 

（趣旨） 

第１条 この規程は、湘南医療大学大学院学則第７条の２第２項に基づき、大学院運営管

理会議に関し必要な事項を定める｡ 

（大学院運営管理会議の職務） 

第２条 大学院運営管理会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）大学院学則その他教育研究に関する重要な規則の制定及び改廃に関する事項

（２）大学院等の重要な組織の設置及び廃止に関する事項

（３）大学院の重要な施設の設置及び廃止に関する事項

（４）教職員の人事並びに評価に関する事項

（５）大学院生の定員に関する事項

（６）大学院生の表彰及び賞罰に関する事項

（７）大学院生の入学、課程修了、学位、在籍、身分及び厚生補導に関する重要方針

（８）大学院生の修学、進路等に係る重要な支援に関する事項

（９）理事会の諮問事項及び学長候補者の推薦

（10）全学教育の中長期計画及び教育課程編成方針に関する事項

（11）教育の質の向上（ＦＤ）・質保証（ＳＤ）に関する事項

（12）教学ＰＤＣ及び第三者評価に関する事項

（13）地域の公共機関、医療福祉施設、企業等との連携協力に関する事項

（14）私学助成に係る教学的取組の立案・遂行に関する事項

（15）その他、大学院の運営に関する重要事項

（大学院運営管理会議の構成） 

第３条 大学院運営管理会議は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。 

（１）理事長

（２）法人本部事務局長

（３）学長

（４）大学院を所管する副学長

（５）研究科長

（６）事務部長

（７）理事長が必要と認めた者
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（議長） 

第４条 大学院運営管理会議に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 大学院運営管理会議は議長が招集する。 

３ 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。 

（会議） 

第５条 大学院運営管理会議は構成員の３分の２以上の出席により成立する。ただし、あ

らかじめ自己の意思を書面により議長に委任した場合にはこれを出席とみなす。 

２ 大学院運営管理会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

３ 議長が必要と認めるときは、臨時の大学院運営管理会議を招集することができる。 

４ 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に参加させることができる。 

（事務取扱） 

第６条 大学院運営管理会議の事務は、大学事務部において処理する。 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、大学院運営管理会議の議を経て理事長が行う。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、大学院運営管理会議に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。 

  附 則 

この規程は、2019 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び 

研究活動における不正行為の防止等に関する規則 

平成 27年 11月 18日 

最新改正 令和３年４月１日 

（目的） 

第１条 この規則は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における公的研究費の不正使用及び研

究活動における不正行為の防止について、責任体制を明確化するとともに必要な事項を定めるこ

とにより、公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為の防止を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次のとおり用語の定義を定める。 

一 「公的研究費」とは、研究活動を遂行する目的で公的資金を財源として国、地方公共団体、

独立行政法人及び特殊法人等の公的機関から交付等された経費で、本学の責任において管理す

べき経費をいう。 

二 「公的研究費の不正使用」とは、公的研究費を本来の用途以外の用途に使用すること、虚偽

の請求により公的研究費を使用すること、その他法令等に違反して公的研究費を使用すること

をいう。 

三 「研究活動における不正行為」とは、研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発表に

おいて、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーシ

ョンを妨げる行為をいう。 

四 「研究者」とは、公的研究費・競争的資金や本学等の予算配分又は措置により行われる全て

の研究活動を行う者をいう。 

五 「構成員」とは、本学に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、その他関連する者をい

う。 

六 「競争的資金等」とは、国・地方公共団体及び独立行政法人等から配分される競争的資金を

中心とした公募型の研究資金をいう。 

（組織） 

第３条 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止を図るため、最高管理責任者、

統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者を置く。 

（最高管理責任者） 

第４条 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止について、最終責任を負う者

として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が

責任を持って公的研究費等の不正使用及び研究活動における不正行為の防止を行うため、必要な

措置を講じなければならない。 
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３ 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止対策を行うた

め、湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に関する

基本方針（以下「基本方針」という。）を策定し、周知しなければならない。 

（統括管理責任者） 

第５条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に

ついて、本学を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、最高管理責

任者が指名する副学長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止対策を行うた

め、本学を統括する責任者として、第４条第３項で定める基本方針に基づき、湘南医療大学にお

ける研究不正防止計画（以下「研究不正防止計画」という。）を策定、実施し、コンプライアンス

推進責任者及び研究倫理教育責任者に対策の実施を指示するとともに、当該実施状況を確認し、

実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。 

（コンプライアンス推進責任者）

第６条 公的研究費の不正使用の防止について、部局における実質的な責任と権限を持つ者として

コンプライアンス推進責任者を置き、学部長及び研究科長をもって充てる。

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わな

ければならない。 

一 公的研究費の不正使用の防止対策を行い、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管

理責任者に報告すること。 

二 公的研究費の不正使用の防止を図るため、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員

にコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること。 

三 構成員が公的研究費の不正使用を行っていないか等を学園本部と連携してモニタリングし、

必要に応じて改善を指導すること。 

（研究倫理教育責任者） 

第７条 研究活動における不正行為の防止について、部局における実質的な責任と権限を持つ者と

して研究倫理教育責任者を置き、学部長及び研究科長をもって充てる。 

２ 研究倫理教育責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わなければな

らない。 

一 研究者を対象に定期的に研究倫理教育を実施すること。 

二 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育の実施

を推進すること。 

（構成員の責務） 

第８条 競争的資金等の研究者、運営・管理に関わる全ての構成員は、最高管理責任者が定める本

学における研究倫理に関する諸規程並びに公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為

の防止対策に関する諸規程その他関連規程等（以下「関連規程」という。）を遵守しなければなら

ない。 
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２ 前項の構成員は、関連規程の遵守を約するため、公的研究資金等の使用にあたっての誓約書（別

紙様式）を最高管理責任者に提出するものとする。 

（研究不正防止推進委員会） 

第９条 第１条による公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止を図るため最高

管理責任者のもとに研究不正防止推進委員会を置く。 

２ 研究不正防止推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 基本方針、行動規範に関すること。 

二 研究不正防止計画の策定、推進に関すること。 

三 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に係る実態の把握・検証に関す

ること。 

四 公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の発生要因に対する改善策を講ずるこ

と。 

五 コンプライアンス教育に関すること。

六 研究倫理教育に関すること。 

３ 研究不正防止推進委員会は、次の者をもって組織する。 

一 統括管理責任者 

二 コンプライアンス推進責任者

三 研究倫理教育責任者 

四 学科長 

五 研究倫理委員会規程第３条第１項第４号から第 7号までに定める委員 

六 学園本部事務局長 

七 学園本部次長 

八 最高管理責任者が指名する者 若干名 

４ 研究不正防止推進委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。 

５ 研究不正防止推進委員会に関する事務は、事務部において処理する。 

（任期） 

第 10条 前条第３項第八号に掲げる委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員

を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（相談窓口） 

第 11条 公的研究費にかかる事務処理手続き及び使用に関する相談を受付けるため、事務部に相談

窓口を設置する。 

（告発窓口） 

第12条 公的研究費の不正使用又は研究活動における不正行為等に関する学内外からの通報窓口は、

事務部とする。 

（調査委員会） 

第13条 公的研究費の不正使用又は研究活動における不正行為等を調査するための調査委員会につ
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いては、湘南医療大学研究倫理委員会規程第 11条に定める調査部会が行う。 

（内部監査） 

第 14 条 公的研究費の適正な管理等に関する監査（以下「内部監査」という。）は、学園本部が実

施するものとする。 

２ 前項の規定は、監事及び外部機関による監査を妨げるものではない。 

（内部監査の実施） 

第 15条 内部監査は、学校法人湘南ふれあい学園内部監査規程を準用して、実施するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、内部監査の実施に関しては、次の各号に掲げる事項に留意して実施

するものとする。 

一 会計書類の形式的要件等の財務情報に対する監査のほか、本学全体の視点から公的研究費の

不正使用及び研究活動における不正行為の防止などの体制整備について検証し、必要に応じて

改善を促すこと。 

二 研究不正防止推進委員会及び研究倫理委員会調査部会と連携し、研究活動上の不正発生要因

を把握し、それに応じた効果的かつ実効性のある監査を行うこと。 

 三 監事及び会計監査人との連携を強化した監査を行うこと。 

（雑則） 

第 16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は最高管理責任者が別に定める。 

  附  則 

１ この規則は、平成 27年 11月 18日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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別紙様式 

年 月  日 

公的研究資金等の使用にあたっての誓約書 

最高管理責任者 

湘南医療大学長 殿 

（ 自 署） 

私          は、全ての競争的資金等の「取扱要領」及び「交付

条件」の内容を理解し、研究費を使用、執行するにあたり、関連規程、研

究機関における公的研究費の管理・監査に係る諸規程、研究活動における

不正行為への対応等は湘南医療大学研究倫理規程を遵守いたします。また、

公正かつ効率的な使用、管理を行い、運営、管理に携わる者として、不正

使用を行わないこととし、万が一、不正を行った場合は、処分及び法的な

責任を負うことを約束いたします。 

〔作成上の注意〕 

１．本様式は、毎会計年度、研究者、運営・管理に関わる全ての構成員が自ら作成し、研究に関す

る事務を所掌する課が保管する。 

２．関連規程とは、「湘南医療大学研究倫理規程」、「湘南医療大学における研究不正防止計画」、「湘

南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止等に関する規則」

等をいう。 
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湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び 

研究活動における不正行為の調査等に関する規則 

平成 27年 11月 18日 制定 

最新改正 令和３年４月１日 

（目的） 

第１条 この規則は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における公的研究費の不正使用及び研

究活動における不正行為が生じた場合の適切な措置等に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この規則において、次のとおり用語の定義を定める。 

一 「公的研究費の不正使用」とは、公的研究費を本来の用途以外の用途に使用すること、虚偽

の請求により公的研究費を使用すること、その他法令等に違反して公的研究費を使用すること

をいう。 

二 「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠

ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、

改ざん及び盗用をいう。 

三 「研究者」とは、公的研究費・競争的資金や本学等の予算配分又は措置により行われる全て

の研究活動を行う者をいう。 

四 「研究」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたる過程における行為、

決定及びそれに付随するすべての事項をいう。 

五 「発表」とは、自己の研究に係る新たな知見・発見又は専門的知見を公表するすべての行為

をいう。 

六 「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。 

七 「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。 

八 「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用

語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。 

九 「公的研究費」とは、研究活動を遂行する目的で公的資金を財源として国、地方公共団体、

独立行政法人及び特殊法人等の公的機関から交付等された経費で、本学の責任において管理す

べき経費をいう。 

（告発等の受付体制） 

第３条 本学における研究活動上の公的研究費の不正使用及び特定不正行為等に関する通報、告発

及び通報等に関する相談（通報等までに至らない段階の相談をいう。）（以下「告発等」という。）

に対応するため、受付窓口を次のとおり置くものとする。 

一 名称 湘南医療大学事務部長 

二 場所 Ａ棟４階事務室 

三 住所 〒244-0801横浜市戸塚区上品濃 16-48 

四 連絡先電話：045-821-0111、FAX：045-821-0116 

E-mail：info@sums.ac.jp

２ 告発等の受付や調査・事実確認（以下「調査」という。）の担当者は、自らが関与する事案には

関与できないものとする。 

【資料25】
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３ 学長は、告発等の受付責任者として事務部長、調査責任者として副学長を指定し、必要な組織

を構築して企画・整備・運営するものとする。 

４ 事務担当者は、告発等があった場合、迅速かつ確実に事務部長に報告しなければならない。 

５ 告発等の報告を受けた事務部長は、学長へ速やかに連絡しなければならない。 

（告発等） 

第４条 告発等は、前条第１項の受付窓口に対し、書面（別紙様式）、電話、ＦＡＸ、電子メール、

面談などの手段を通じて、直接行われるべきものとする。 

２ 告発等は、原則的に実名（代理人も同様とする）により行われ、次の各号に掲げる事項が示さ

れているもののみ受け付けるものとする。ただし、内容に不備がある場合は、告発者に対して再

提出を指示することができるものとする。 

一 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等を行ったとする研究者名又はグループ名 

二 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の態様等、事案の内容 

三 不正とする科学的合理的理由 

３ 前項に関わらず、匿名による告発等があった場合、告発等の内容に応じ、実名の告発等があっ

た場合に準じた取扱いをすることができるものとする。 

４ 学長は、本学が調査を行うべき機関に該当しないと判断したときは、調査機関に該当する研究

機関等に当該告発等を回付するものとする。 

５ 学長は、本学に告発等があった場合に加え他にも調査を行う研究・配分機関等が想定される場

合は、該当する機関に当該告発等について通知するものとする。 

６ 学長は、書面による告発等により受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法によ

る告発等がなされた場合は、告発者（第３項の場合の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前

に告発者の氏名が判明した後は実名による告発者として取り扱う）に対して、受け付けたことを

通知するものとする。 

７ 学長は、告発等までに至らない段階の相談については、その内容に応じ、告発等に準じてその

内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発等の意思があるか

否か確認するものとする。 

８ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われようとしている、及び公的研究費

の不正使用又は特定不正行為等を求められているという告発等については、その内容を確認・精

査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。 

（告発者・被告発者の取扱い） 

第５条 学長は、告発等を受け付ける場合、個室で面談を行うほか、電話や電子メールなどで行い、

窓口の担当職員以外は見聞できないようにするなど、告発等の内容や前条第８項における相談者

を含む告発者の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。 

２ 学長は、受付窓口に寄せられた告発等の内容（告発者、被告発者、告発内容及び調査内容）に

ついて、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよ

う、関係者の秘密保持を徹底するものとする。 

３ 学長は、調査事案が漏洩した場合、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中に関わらず調査

事案について公に説明することができるものとする。ただし、告発者又は被告発者の責により漏

洩した場合は、当該人の了解は不要とするものとする。 

４ 学長は、被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究活動を妨害するためなど、専ら被告

発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目

的とする意思（以下「悪意」という。）に基づく告発等を防止するため、次の各号に掲げる事項

をあらかじめ学外に周知するものとする。 
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一 告発等は、原則、実名によるもののみ受け付けること 

二 告発等には、不正とする科学的合理的理由を示すことが必要であること 

三 告発者には、調査に協力を求める場合があること 

四 調査の結果、悪意に基づく告発等であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、

刑事告発があり得ること 

５ 学長は、悪意に基づく告発等であることが判明しない限り、単に告発等したことを理由に告発

者に対し、解雇、降格、減給等その他不利益な取扱いをしてはならない。 

６ 学長は、相当な理由なしに、単に告発等がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動を

部分的又は全面的に禁止してはならない。 

７ 学長は、前条の告発等がなされたことのみをもって、解雇、降格、減給その他不利益な取扱い

を行ってはならない。 

（告発等の受付によらないものの取扱い） 

第６条 学長は、告発等の意思を明示しない相談について、告発等の意思表示がなされていない場

合にも、学長の判断でその事案の調査を開始することができる。 

２ 学長は、会計検査院等の外部機関、学会等の科学コミュニティ及び報道等により公的研究費の

不正使用又は特定不正行為等の疑いが指摘された場合は、告発等があった場合に準じて取扱うも

のとする。 

３ 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の疑いがインターンネット上に掲載されている（研

究者・グループ、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の態様等、事案の内容が明示され、

かつ不正とする科学的な合理性のある理由が明示されている場合に限る）ことを本学が確認した

場合、告発等があった場合に準じて取り扱うものとする。 

（調査を行う機関） 

第７条 学長は、本学に所属する者が本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発等があった

場合、必要に応じ研究活動が行われた研究機関と合同で、告発等された事案の調査を行うものと

する。 

２ 学長は、他の研究機関及び学協会等の科学コミュニティに、調査を委託すること又は調査を実

施する上で協力を求めることができる。 

（予備調査） 

第８条 学長は、告発等を受け付けた場合は、速やかに次の各号に掲げる事項について予備調査を

行うものとする。 

一 告発等された行為が行われた可能性 

二 告発等の際、示された科学的合理的理由の論理性 

三 告発等された研究活動の公表から告発等までの期間が、生データ、実験・観察ノート又は実

験試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じ

た合理的な保存期間、又は本学が定める保存期間を超えるか否か 

四 告発等の内容の合理性、調査の可能性 

２ 学長は、研究倫理委員会に予備調査に当たらせることができるものとする。 

３ 学長は、告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調査を行う場

合は、取り下げに至った経緯・事情を含め、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の問題と

して調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 

４ 学長は、告発等を受け付けた後、30日以内に本調査を行うか否か決定し、当該調査の要否を公

的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等に報告するものとする。 

５ 学長は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通知するもの
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とする。ただし、予備調査に係る資料等は保存し、その事案に係る配分機関等又は告発者の求め

に応じ開示するものとする。 

（本調査の通知・報告） 

第９条 学長は、本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うこ

とを通知し、本調査への協力を求めるものとする。 

２ 告発等された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者又

は被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮するものとする。 

３ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り、当該事案に係る配分機関等に本調査

を行う旨を通知するものとする。 

４ 学長は、本調査の実施の決定後、30日以内に本調査を開始するものとする。 

（調査部会） 

第 10条 学長は、本調査を必要と判断した場合は、研究倫理委員会の下に外部有識者を過半数含む

調査部会を設置し、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、公的研究費の

不正使用の相当額等について調査するものとする。 

２ 委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

３ 学長は、調査部会を設置したときは、委員の氏名、所属を告発者及び被告発者に示すものとす

る。ただし、告発者及び被告発者に異議がある場合は７日以内に異議申立てをすることができる

ものとする。 

４ 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、内容を審査し、その内容が妥当であると判断した

ときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知

するものとする。 

５ 調査部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 学長が指名する学科長 

二 当該研究分野の研究者 若干名（公的研究費の不正使用に関する場合を除く） 

三 学長が指名する者（当該研究分野の研究者であって本学に属さない者）  若干名 

四 学園本部次長（公的研究費の不正使用に関する調査の場合とする） 

６ 前項第二号から第三号の委員は、学長が委嘱する。 

７ 調査部会に委員長を置く。委員長は学長が指名する学科長をもって充てる。 

８ 調査部会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

一 調査部会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

二 調査部会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

９ 調査部会の事務は、事務部がこれに当たる。 

（委員以外の者の出席） 

第 11条 調査委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明を受け又は意見を聴取するこ

とができる。 

（本調査の調査方法・権限） 

第 12条 本調査は、次のとおり実施するものとする。ただし、被告発者から弁明の聴取を行わなけ

ればならない。 

一 公的研究費の不正使用の場合は、告発等指摘された当該事項に係る精査を行う。 

二 特定不正行為等の場合は、次に掲げる事項について調査する。 

ア 告発等指摘された当該研究活動に係る論文、実験・観察ノート、データ等の各種資料の精

査 
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イ 関係者のヒアリング

ウ 再実験の要請

三 告発等された特定不正行為等が行われた可能性を調査するために、調査部会が再実験などに

より再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出

て調査部会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含む）

に関し合理的に必要と判断される範囲内において、調査部会の指導・監督の下これを行うもの

とする。 

２ 学長は、前項各号に関して、調査部会の調査権限について定め、関係者に周知するものとする。

ただし、告発者及び被告発者などの関係者は、この調査権限に基づく調査部会の本調査に対し、

誠実に協力するものとする。 

３ 学長は、本学以外の機関において調査がなされる場合、調査の実施に際し、調査方針、調査対

象及び方法等について、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等に報告、協議

を行うとともに当該機関に協力を要請するものとする。 

（本調査の対象となる研究活動） 

第 13条 本調査の対象には、告発等に係る研究活動のほか、調査部会の判断により本調査に関連し

た被告発者の他の研究活動を含めることができるものとする。 

（証拠の保全措置） 

第 14条 学長は、本調査に当たって、次の各号に掲げる告発等に係る研究活動に関する事項につい

て措置するものとする。ただし、これらの措置に影響しない範囲内であれば、被告発者の研究活

動を制限しないものとする。 

一 証拠となるような資料等の保全 

二 研究機関が本学以外の研究機関の場合、当該研究機関に対し、証拠となるような資料等の保

全の要請 

（調査の中間報告） 

第 15条 学長は、告発等に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本

調査の終了前であっても、進捗状況報告及び本調査の中間報告を、公的研究費の不正使用又は特

定不正行為に限り当該配分機関等に提出するものとする。 

（調査における研究活動又は技術上の情報の保護） 

第 16条 学長は、本調査に当たり、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究活動又は技術

上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮するもの

とする。 

（認定） 

第 17条 調査部会は、本調査の開始後、150日以内に調査した内容をまとめ、公的研究費の不正使

用又は特定不正行為等が行われたか否か、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定され

た場合は、その内容、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等に関与した者とその関与の度合

い、公的研究費の不正使用の相当額等、特定不正行為等と認定された研究活動に係る論文等の各

著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定するものとする。 

２ 調査部会は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われなかったと認定される場合で

あって、調査を通じて告発等が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の

認定を行うものとする。ただし、この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

３ 第１項又は第２項について認定を終了したときは、調査部会は速やかに研究倫理委員会及び学

長に報告するものとする。 
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（公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の疑義への説明責任） 

第 18条 被告発者は調査部会の調査において、告発等に係る疑惑を晴らそうとする場合には、次の

各号に掲げる事項について科学的根拠を示して説明しなければならない。 

一 適切に公的研究費を使用したこと 

二 自己の責任において当該研究活動が科学的に適正な方法と手続きに則って行われたこと 

三 論文等が前号に基づいて適切な表現で書かれたこと 

（公的研究費の不正使用又は特定不正行為等か否かの認定） 

第 19条 調査部会は、次の各号に掲げる事項について総合的（故意性を含む）に判断して、公的研

究費の不正使用又は特定不正行為等か否かの認定を行うものとする。ただし、被告発者の自認を

唯一の証拠として公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定してはならない。 

一 前条により被告発者が行う説明 

二 調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠 

２ 被告発者が自己の説明によって、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等であるとの疑いを

覆すことができないときは、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定するものとする。 

３ 被告発者が生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在など、本来存在するべき基

本的な要素の不足により、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等であるとの疑いを覆すに足

る証拠を示せないときも同様とするものとする。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を

履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、基本的な要素を十分に示すことが

できなくなった場合等、正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。 

４ 生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが、各研究分野の特性に応じた

合理的な保存期間や被告発者が所属する、又は告発等に係る研究活動を行っていたときに所属し

ていた研究機関が定める保存期間を超えることによる場合についても同様とする。 

５ 前項の説明責任の程度及び前項の本来存在するべき基本的要素については、研究分野の特性に

応じて、調査部会が判断するものとする。 

（調査結果の通知及び報告） 

第 20条 学長は、調査結果を速やかに告発者と被告発者及び被告発者以外で公的研究費の不正使用

又は特定不正行為等に関与したと認定された者（以下「被告発者」という。）に通知するものと

する。 

２ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り、その事案に係る配分機関等に当該調

査の結果を報告し、不正の発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管

理・監査体制の状況、再発防止計画を含む最終報告書を提出するものとする。ただし、期限まで

に調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関等に行うものとする。 

３ 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、公的研究

費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等に報告するものとする。 

４ 学長は、悪意に基づく告発等との認定があった場合は、告発者の所属機関にも通知するものと

する。 

（不服申立て） 

第 21 条 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等と認定された被告発者は、30 日以内に、学長

に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立て

を繰り返すことはできないものとする。 

２ 告発等が悪意に基づくものと認定された告発者は、その認定について前項の例により不服申立

てをすることができる。 

３ 不服申立ての審査は、調査部会が行うものとし、不服申立ての趣旨が、新たに専門性を要する
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判断が必要となる場合は、学長は、委員の交代若しくは追加又は調査部会に代えて他の者に審査

させることができる。ただし、学長が当該不服申し立てについて調査部会の構成の変更等を必要

とする相当の理由がないと認めるときは、この限りではない。 

（再調査の有無） 

第 22 条 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等があったと認定された場合に係る被告発者に

よる不服申立てについて調査部会は不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行

うか否かを速やかに決定するものとする。 

２ 調査部会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場

合には、ただちに学長に報告し、学長は被告発者に当該決定を通知するものとする。ただし、当

該不服申立てが、当該事案の引き延ばし及び認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査

部会が判断するときは、学長は以後の不服申立てを受け付けないことができるものとする。 

３ 不服申立てについて、再調査を決定した場合には、調査部会は被告発者に対し、先の調査結果

を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める

ものとする。ただし、その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることが

できるものとし、その場合には、直ちに学長に報告し、学長は被告発者に当該決定を通知するも

のとする。 

４ 学長は、被告発者から公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の認定に係る不服申立てがあ

ったときは、告発者に通知するとともに、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り当該事

案に係る配分機関等に報告するものとする。ただし、不服申し立ての却下及び再調査開始の決定

をしたときは、同様とする。 

（再調査） 

第 23 条 調査部会は再調査を開始した場合、50 日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、そ

の結果を直ちに学長に報告するものとする。 

２ 学長は、前項の報告を受けた場合、当該結果を被告発者、被告発者が所属する機関、告発者、

公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り当該事案に係る配分機関等に報告するものとす

る。 

３ 学長は、悪意に基づく告発等と認定された告発者から不服申立てがあった場合、告発者が所属

する機関、被告発者に通知するとともに、公的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機

関等に報告するものとする。 

４ 調査部会は、前項の不服申立てについて 30日以内に再調査を行い、その結果を学長に報告する

ものとする。 

５ 学長は、前項の審査の結果を告発者、告発者が所属する機関、被告発者及び当該事案に係る研

究活動に対する資金を配分した機関に通知するとともに、公的研究費の不正使用又は特定不正行

為に限り配分機関等に報告するものとする。 

（調査） 

第 24条 調査が継続中であっても、資金配分機関等から当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地

調査の求めがあった場合は、これに応じなければならない。ただし、調査に支障がある等、正当

な事由がある場合には、これを拒むことができるものとする。 

（結果の公表） 

第 25条 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われたとの認定があった場合は、

速やかに次の各号に掲げる調査結果を公表するものとする。 

一 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等に関与した者の氏名・所属 

二 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等の内容 
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三 調査機関が公表時までに行った措置の内容 

四 委員の氏名・所属 

五 調査の方法・手順等 

２ 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われなかったとの認定があった場合は、

原則として調査結果を公表しないものとする。ただし、調査事案が外部に漏洩していた場合及び

論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、次の各号に掲げる調査結果を公表するもの

とする。 

一 公的研究費の不正使用又は特定不正行為等は行われなかったこと（論文等に故意によるもの

でない誤りがあった場合はそのことも含む） 

二 被告発者の氏名・所属 

三 委員の氏名・所属 

四 調査の方法・手順等 

五 悪意に基づく告発等の認定があったときは、告発者の氏名・所属 

（告発者及び被告発者に対する措置） 

第 26条 学長は、本調査を行うことが決まった後、調査部会の調査結果の報告を受けるまでの間、

若しくは認定から配分機関等による措置等がなされるまでの間、告発等された研究活動に係る研

究費の支出を停止するものとする。 

（公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われたと認定された場合の緊急措置等） 

第 27条 学長は、公的研究費の不正使用又は特定不正行為等が行われたとの認定があった場合、公

的研究費の不正使用又は特定不正行為に限り配分機関等の指示に従うものとする。 

２ 学長は、所属する被認定者等に対し、学校法人湘南ふれあい学園教職員就業規則（以下「就業

規則」という。）に基づき適切な処置をとるとともに、特定不正行為等と認定された論文等の取

り下げを勧告するものとする。 

（告発等が悪意と認定された場合の措置） 

第 28条 学長は、告発等が悪意に基づくものと認定された場合、告発者が本学に属する者であると

きは、当該者に対し就業規則に基づき適切な処置を行う。 

（その他） 

第 29条 この規則に定めるもののほか、公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為に関し必要

な事項は別に定める。 

 附 則 

１ この規則は、平成 27年 11月 18日から施行する。 

  附 則 

１ この規則は、平成 29年２月 15日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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別紙様式（第４条関係） 

取扱注意 

年 月 日 

公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為に関する申立書 

湘南医療大学事務部長 殿 

所属/役職 

氏     名 印 

連絡先住所 

連絡先電話 

連絡先 E-mail 

「湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の調査等に関する規

則」に基づき、公的研究費の不正使用及び特定不正行為等に関して下記のとおり申し立てます。 

記 

１ 調査対象者 

所 属 

ふりがな 

職名等 
氏 名 

２ 種類 
□不正使用

□ねつ造 □改ざん □盗用 □その他（ ） 

３ 発生時期等 時 期 年  月  日 場所 

４ 研究資金 

□ 所属機関研究費

□ 外部資金

・科学研究費補助金

・競争的資金等（ ） 

・そ  の  他（ ） 

５ 疑義の要点 

（科学的、合理的理由に基づき記入してください） 
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６ 関係・参考資料 

番号 資料名 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

７ その他 

学長 副学長 事務部長 受付担当者 ※この欄は記入しないでください

整理番号 

  受理日 年 月 日 
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湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における 

不正行為の防止に関する基本方針 

平成 27 年 11月 18日 

最 高 管 理 責 任 者 

公的研究費の原資の大部分は貴重な税金であり、大学におけるさまざまな活動は、社会

の信頼と負託によって支えられている。公的研究費の不正使用及び研究活動における不正

行為は社会からの信頼等に反する行為であり、これらの不正使用及び不正行為の防止につ

いては、大学の責任において適正に行わなければならない。 

 本学は、公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に向けて、不正を

誘発する要因を排除し、抑止機能を有する環境・体制の構築を図るため、次のとおり基本

方針を定める。   

１．不正使用及び不正行為の防止対策に関する責任体系を明確化し、学内外に公表する。 

２．事務処理に関する職務権限やルールを明確化するとともに、コンプライアンス教育

を通じて構成員の意識向上を図り、適正な運営・管理の基盤となる環境・体制を整

備する。 

３．不正を誘発させる要因に対応した具体的な研究不正防止計画を策定し、実効性のあ

る対策を確実かつ継続的に実施する。 

４．適正に予算執行を行うことができるよう、実効性のあるチェックが効く体制を構築

し、研究費等の適正な運営・管理を行う。 

５．公的研究費の使用のルール等が適切に情報共有・共通理解される体制を構築する。 

６．公的研究費の不正使用防止のため、起こさない環境づくりを目指し、モニタリング

体制を整備する。 

以 上 

【資料26】
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湘南医療大学における研究不正防止計画 

平成 27 年 11 月 18 日  統括管理責任者 

 湘南医療大学（以下「本学」という。）では、「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定。平成 26 年 2 月

18 日改正）及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成 26

年 8 月 26 日文部科学大臣決定。）を踏まえ、「湘南医療大学における公的研究費の不正使用

及び研究活動における不正行為の防止に関する規則（以下「規則」という。）」第５条第２

項の規定に基づき、次のとおり研究不正防止計画を策定する。 

事  項 不正の発生する要因等 不正防止に向けた取り組み 

管理運営体制の明確化 公的研究費の運用に関する認識が不足して

おり、その管理運営体制も明確でない。 

公的研究費の不正使用等防止に向けた

管理運営体制をホームページで公表す

る。 

適正な運営・管理の基盤とな

る環境の整備 

公的研究費の適正な使用のための行動規範

及び研究費使用ルール等に関する意識が不

足している。 

競争的資金等の運営・管理に関わる全て

の構成員にとってわかりやすいルール

を定め、周知するとともに、定期的にル

ールと運用の乖離がないか、チェックす

る。 

不

正

使

用

等

の

防

止

に

向

け

た

具

体

物品等検収確認 発注者(研究者)が納品・検収確認を行うこと

がある場合などでは、研究費のプールなどが

発生する温床となる。 

① 本学に納入される全ての物品の検収

は、事務部で行う。 

② 物品検収の事務の流れについては、

学内関係者及び納入業者に周知を図る。 

③業者による納品物品の持ち帰りや納

品検収時における納品物品の反復使用

がないか、事後抽出により物品確認を行

う。 

④研究者の発注は認めない。

物品管理 換金 換金性の高い物品については適正な管

理を行う。 

【資料27】
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的

項

目 

出張事実確認 旅行報告が「学会出席」「資料収集」などの

簡便な記載で処理されている。旅費の精算が

旅行終了後、長期間行われていない。諸手続

がルーズとなれば、カラ出張が発生する温床

となる。 

① 出張者が出張報告書を作成するにあ

たり、用務内容によって次の事項を義務

付ける。 

（ア）研究打合せ等の用務である場合

は、出張報告書に打合せの相手方の所

属・氏名を記述する。 

（イ）学会出席等の用務である場合は、

大会要旨や当日配布される資料の一部

を添付する。  

② 事務部は、無作為の抽出により出張

旅費の二重払いが無いか等出張の事実

確認を不定期に実施する。  

③出張の事実確認は、旅費、宿泊費等す

べてに領収書の提出を義務づける。 

謝金事実確認 作業従事者と確認者等の実施確認が確証で

きない。実施確認が確証できないと、カラ謝

金の発生する温床となる。 

① 作業従事者は、勤務表（出退勤管理

システム）で勤務時間を把握すると共に

不定期で研究者等に作業内容を聞き取

る。 

② 事務部は、不定期に作業内容等につ

いて作業従事者から直接、作業事実の確

認をする。 

内部監査の実施 定期的・定例的な監査であれば、監査機能を

十分に果たせない可能性がある。 

① 監査部門は、不正防止推進委員会と

密接な連携を図り、不正使用等を発生さ

せる要因を踏まえた監査計画に基づき、

定期及び臨時に内部監査を実施する。 

②監査部門は、監査を行った結果を取り

まとめ、学内に周知するとともに、問題

点等を確認した場合は、学長に対して必

要な措置を講じるよう求める。  
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研究費にかかる相談等の取

扱い 

公的研究費に係る相談窓口が設置されてお

らず、研究者と事務職員の間で意思疎通が円

滑でない等により、誤った解釈のまま執行管

理されるおそれがある。 

① 研究費にかかる相談等については、

経費の使用及び応募等も含み全般的な

相談に関しては事務部で行う、 

不正使用等に係る通報等の

取扱い 

広く学内外から通報（告発）を受け付ける窓

口がなく、通報者及び被告発者を保護するな

どの体制が整備されていないと不正使用の

リスクが増大するおそれがある。

① 不正使用等に係る通報等について

は、規則に基づき適正に取り扱う。 

② 通報の方法と併せて、通報者及び調

査協力者を保護するためのルールにつ

いても学内外に周知徹底を図り、その保

護に十分留意する。 

不正防止に関する意識の徹

底 

公的研究費について、研究者は「自分のも

の」、事務職員は「預り金」という意識が強

く、公的研究費が公的資金であるという意識

が希薄である。 

①湘南医療大学における研究倫理規程

に基づき研究者の研究倫理意識の高揚

を図るとともに、事務職員等が公的研究

費の適正な執行が行えるよう、説明会や

研修会等に参加させる。 

② 公的研究費の不正使用等の防止を図

るため、コンプライアンス（法令遵守）

の意識を徹底する。  

研究活動及び研究成果の発表等において行

われる不正行為が、研究者の存在意義を否定

し、自己破壊に繋がる恐れがあるという研究

倫理の意識が希薄である。  

①研究者を対象とした研究倫理教育を

実施し、研究倫理の意識を徹底する。 

②必要に応じ学生等に対し研究倫理教

育を実施する。 

不正防止計画の見直し 全学的観点から不正防止に向けた対応策が

計画的に実施されていない。また、実施内容

のマンネリ化がある。 

上記の項目は、公的研究費の不正使用等

の防止のため当面取り組むべき措置を

掲げたものであることから、今後も継続

して不正を発生させる要因の把握とそ

の検証を進めるとともに、文部科学省等

からの情報提供や他の研究機関におけ

る対応等を参考にしつつ、不断の見直し

を行う。  
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公的研究費等に係る適切な運営管理について 

平成 27 年 11 月 18 日 

 2023年3月6日変更 

理事長裁定 

湘南医療大学（以下「本学」という）における研究不正防止計画を踏まえ、公的研究費

（科学研究費補助金などの競争的資金）等における適正な予算執行を行うため、次の通り

裁定する。 

本裁定において、公的研究費の交付を受けた本学教職員及びその分担金配分を受けた本

学教職員を研究者という。 

第１条 本学に所属する研究者の公的研究費等を学校法人湘南ふれあい学園経理規程及び

本裁定に基づき管理する。 

第２条 公的研究費等の管理は、本学事務部総務担当者、公的研究費担当者及び本学経理

担当者が行う。統括管理責任は、本学事務責任者が負う。 

第３条 各担当者は、公的研究費等の予算の執行状況及び発注段階での支出財源・科目等

の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく管理しなければならない。 

２ 公的研究費は、経理担当者が学長名義の口座に預金し、管理する。 

３ 公的研究費は、直接経費及び間接経費とに分けて管理簿を作成する。 

４ 管理中に生じた直接経費及び間接経費の利子は、本学に譲渡する。 

５ 研究者が本学以外の研究機関（以下「別機関」という）に所属した場合、本

学は直接経費の残額に（文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会によっ

て）定められた間接経費の支給割合を乗じた額を当該研究者に返還する。た

だし、別機関が間接経費を受け入れない場合を除く。 

第４条 公的研究費等による物品（備品、消耗品、図書、印刷物等）の発注・検収業務及

び非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理はすべて事務部公的研究費担当者が

行う。なお、研究者による物品の直接発注は認めない。 

２ 総務備品担当者は、確認後の機器等に関し、固定資産及び物品管理規程に基

づき、備品管理番号を付与し備品台帳への登録を行う。 

３ 研究者が本学以外の他の研究機関に所属することになった場合、その求めに

応じ、当該物品（図書を含む）は当該研究者に返還する。固定資産及び物品

管理規程に基づき、備品台帳からの登録抹消を行う。 

第５条 研究者が公的研究費の直接経費により購入した物品のうち、１万円以上かつ消耗し

ないものは、本学に寄贈する。 

ただし、図書は研究上の支障がなくなるときまで寄付の留保を可能とする。 

第６条 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器

の保守・点検など）に関する検収方法は次の方法によることを原則とする。 

【資料28】
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（１） 有形の成果物がある場合、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類に

より、検収を行うとともに、必要に応じ、抽出による事後チェックなどを含

め、これに係る仕様書、作業工程などの詳細をこれらの知識を有する発注者以

外の者がチェックする。

（２） 成果物がない機器の保守・点検などの場合、総務備品担当者及び公的研究費担

当者が立会い等による現場確認を行う。

第７条 物品を発注しようとする取引業者については、すべての取引業者に対し、本学研究

者との不正発生防止のため、「公的資金等を財源とする物品供給等に関する誓約書（別

紙様式）」の提出を求め、未然の不正防止対策を行う。 

第８条 研究資金の不正使用が発生した場合、不正使用に関与した業者等について、取引停 

止等の措置を講ずるものとする。 

第９条 研究代表者ならびに公的研究費等管理担当者は、次の各号で定めるとおり、それぞれ

の責任と権限により、競争的資金等の適正な執行の確保及び不正使用の防止に努め

なければならない。 

（１） 研究代表者は、当該課題における研究開発の責任者として運営及び管理を担

い、当該課題に参画する研究者等を統括するとともに、本学の他の規程等及

び当該競争的資金等の取扱要項・交付条件等を遵守する。

（２） 研究課題に参画する研究分担者は、当該課題の代表者の運営及び管理の下、誠

実に分担する研究開発を行い、本学の他の規程等及び当該競争的資金等の取

扱要項・交付条件等を遵守する。

（３） 前２号の他、統括管理責任者の統括指揮の下、競争的資金等を運営及び管理等

の業務を担当する事務部公的研究費担当者は、本学の他の規程等及び当該競

争的資金等の取扱要項・交付条件等を遵守する。

第１０条 公的研究費に係る書類は、本学事務部にて保管する。なお、書類の保管期間は、

交付を受けた事業が終了する年度の翌年度から５年間とする。 

附則 

2023年3月6日に変更する 
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別紙様式 

年 月 日 

公的研究資金等を財源とする物品供給等に関する誓約書 

最高管理責任者 

湘南医療大学長 殿 

（自署） は、公的資金を扱うものの責務と 

して、湘南医療大学（以下、大学）との全ての取引において、大学

及び競争的資金等の関連規定を遵守し不正に関与しないこと、大学

の構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報することを

約束いたします。 

なお、大学の内部監査、その他調査等において、必要があれば取

引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力し、万が一、不正が認められた

場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はあり

ません。 

〔備考〕 

関連規定とは、「学校法人湘南ふれあい学園 経理規程」「湘南医療大学研究倫理規程」、「湘南医

療大学における研究不正防止計画」、「湘南医療大学における公的研究費の不正使用及び研究活

動における不正防止等に関する規則」等をいう。 
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湘南医療大学研究不正防止管理体制 

最高管理責任者（学長） 

総括管理責任者（副学長） 

コンプライアンス推進責任者
研究倫理教育責任者

（学部長） 

学科長（具体策の実施、受講管理・指導、モニ
タリング、改善指導、状況報告）

事務部長（競争的資金の管理・執行） 

告発窓口 
相談窓口 
（事務部） 

監査、モリタリング部門 
監事・内部監査（学園） 

研究倫理委員会 
調査部会 

研究不正防止計画策定・推進部門 

研究不正防止推進委員会 
・基本方針、行動規範
・研究不正防止計画
・実態把握・検証
・コンプライアンス教育
・研究倫理教育

研究者（教職員・学生等） 

【資料29】
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湘南医療大学利益相反管理規程 

（目的） 

第１条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における教職員等の利益相反を防止し、

教職員等が意欲を持ち安心して産学官連携活動その他地域貢献活動（以下「産学官連携活動等」とい

う。）に取り組める環境を整備するとともに、本学の教育研究活動の公正性及び信頼性を確保するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「利益相反」とは、次の各号に掲げる状態をいう。 

(1) 教職員等が産学官連携活動等に伴って得る利益と本学における教育研究に係る責任が衝突又は

相反している状況（個人としての利益相反） 

(2) 教職員等が産学官連携活動等に伴う職務遂行責任と本学における教育研究に係る職務遂行責任

が衝突又は相反している状況（責務相反） 

(3) 本学が産学官連携活動等によって得る利益と本学の教育研究上の社会的責任が衝突又は相反す

る状況（大学（組織）としての利益相反） 

２ この規程において「教職員等」とは、学長、常勤教職員及び第５条に定める利益相反管理委員会が

指定した者をいう。 

３ この規程において「企業等」とは、企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他本学以外

の団体若しくは個人をいう。 

４ この規程において「産学官連携活動等」とは、企業等との共同研究、受託研究、寄付金受入、技術

移転、施設・設備若しくは物品等の提供又は兼業等をいう。 

（利益相反管理の対象） 

第３条 この規程において、利益相反管理の対象となる事象は、教職員等が次の各号に掲げる活動を行

う場合とする。 

(1) 企業等と産学官連携活動等を行う場合

(2) 産学官連携活動等を行う企業等から給与、謝金若しくは原稿料その他金銭の提供による収入、施

設・設備等の便宜の供与、公開・未公開を問わず株式、出資金等の取得による一定額以上の個人的な

経済的利益を得る場合 

(3) 産学官連携活動等を行う企業等に対する本学施設等の利用の提供又は当該企業等からの一定額

以上の物品若しくはサービス等の購入を行う場合 

(4) その他第５条に規定する利益相反管理委員会が対象とすることを認める場合

２ 教職員等と生計を一にする配偶者又は一親等の者が前項各号のいずれかに該当する場合において

も、利益相反管理の対象とする。 

（教職員等の責務） 

第４条 教職員等は産学官連携等を行うにあたり、利益相反の疑念を抱きかねないものについては、そ

の解消又はより深刻な状態に発展しないよう最大限の配慮及び努力をしなければならない。 

２ 教職員等は前条に該当する場合又は厚生労働科学研究費補助金等の申請を行おうとするときには、

第５条に規定する利益相反管理委員会に対して別記様式１により、年度ごとに又は新しく申告すべき

経済的利益関係が発生するごとに、利益相反に関する自己申告を行わなければならない。 

３ 教職員等は、前２項に定めるもののほか、本学の利益相反管理に誠実に協力しなければならない。 

（利益相反管理委員会） 

第５条 本学における適正な利益相反管理を行うため、利益相反管理員会（以下「委員会」という。）

【資料30】
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を設置する。 

２ 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 利益相反管理に係る施策等の企画立案及び実施に関する事項

(2) 利益相反に係る指摘への対応に関する事項

(3) 利益相反に係る相談及び調査に関する事項

(4) 利益相反に係る審査、改善内容及び改善要請に関する事項

(5) その他本学の利益相反に係る重要事項

（構成） 

第６条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

(1) 副学長

(2) 学部長

(3) 研究科長

(4) 学科長

(5) 事務部長

(6) 学長が任命する外部有識者 ２名以内

(7) その他委員会が必要と認め、学長が任命したもの

２ 前項第６号及び第７号の委員の任期は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員長は必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができ

る。 

（委員長等） 

第７条 委員会に委員長を置き、前条第１項第１号の委員から学長が指名したものをもって充てる。 

２ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるとき又は事情により委員会に出席できないときは、学長が前条第１項の委員から

副委員長を指名する。 

４ 前項において、副委員長が委員長の職務を代行する。 

（議事） 

第８条 委員会の会議は、委員の３分の２以上の出席により成立する。 

２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ 第５条第２項第２号から第４号に係る事項につき関係者となる委員は、当該事項の審議及び議決に

加わることができない。 

（専門部会） 

第９条 委員会に、専門的な事項の検討、調査又は案件の審査等のため、専門部会を設置することがで

きる。 

２ 専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

（相談） 

第 10条 教職員等は、自らの利益相反管理に関する事項について、委員会に相談することができる。 

２ 委員会は、前項の相談に応じるとともに、適切な助言を行う。 

（審査及び通知あるいは勧告） 

第 11 条 委員会は、第４条第２項に規定する利益相反に関する自己申告があったときは、個々の案件

の利益相反につき許容できるものか否かを審査する。なお、委員会は前項の審査にあたって、必要に

応じ自己申告を行った者その他関係者へ、必要資料の提出要求やヒアリングを行うことができる。 

２ 委員会は、審査の結果をとりまとめ、利益相反管理に関する措置について、学長に対して文書をも

って意見具申を行う。 
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３ 学長は、前項の意見具申に基づき利益相反を構成する事実関係を改善する必要があると認められる

場合には、自己申告を行った教職員等に対して文書をもって本学の見解の提示及び改善に向けた助言

又は勧告等（以下「勧告等」という。）を行う。 

４ 前項に規定する勧告等を受けた教職員等は、これに従わなければならない。 

（異議申立） 

第 12 条 教職員等は、前条第３項に規定する勧告等に異議があるときは、勧告等があった日から起算

して 30日以内に、別記様式２により委員会へ異議申立を行うことができる。 

２ 前項の申立があったときは、委員会は速やかに学長へ報告するとともに、当該異議申立を審議し、

その結果を学長へ文書をもって通知する。 

３ 学長は、前項の通知を踏まえて、当該異議申立に対する決定を行い、第１項の教職員等へ文書をも

って決定内容を通知する。 

（大学としての利益相反） 

第 13 条 教職員等は、第２条第１項第３号に定める大学（組織）としての利益相反があると思われた

場合には、随時、問題提起することができる。 

２ 前項に規定する問題提起は、事務部において受け付け、委員会委員長に問題提起の内容を報告する。 

３ 委員会委員長は、報告のあった問題提起の内容について検討を行い、事実関係を確認のうえ、利益

相反管理の必要性の有無を判断する。その際、必要に応じ委員会を開催し、当該問題提起の内容及び

対応を審議するものとする。 

４ 委員会委員長は、前項の判断の結果、大学としての利益相反を構成する事実関係を改善する必要が

あると判断したときは、学長へ報告を行う。 

５ 学長は前項の報告を受けた場合において、改善を図る必要があると認めたときは、改善策を実施し、

利益相反の回避又は解消を行うものとする。 

（関係書類等の保存） 

第 14条 委員会は、提出された第４条第２項の自己申告書その他関連書類等を秘密文書として管理し、

５年間保存しなければならない。 

（個人情報の管理、守秘義務） 

第 15条 本学は、第４条第２項の自己申告等により得られた情報を適切に管理する。 

２ 本学における利益相反管理に関する業務に関与する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を

他に漏らしてはならない。また、当該業務を退いた後も同様とする。 

（説明責任） 

第 16 条 本学は、教育研究活動の公正性及び信頼性を確保するための利益相反管理に係る社会的説明

責任を果たすため、必要な範囲で利益相反に関する情報を公表する。 

（研修等の実施） 

第 17条 本学は、教職員等に対する利益相反管理の啓発のため、適宜研修等を実施する。 

（事務） 

第 18条 委員会その他利益相反管理に関する事務は、事務部において行う。 

（改廃） 

第 19条 この規程の改廃は、運営管理会議の議を経て学長が行う。 

（雑則） 

第 20条 この規程に定めるもののほか、利益相反の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 附 則 

この規程は、令和２年 10月 14日から施行する。 
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（別記様式１（第４条第２項関係）） 

利益相反自己申告書 

年  月  日 

  利益相反管理委員会委員長 様 

（所 属） 

（職 名） 

（氏 名） 

 湘南医療大学利益相反管理規程第４条第２項の規定により、私及び生活を一にする配偶者又は一親等

の者につき、次のとおり利益相反自己申告書を提出します。 

※ 年度分の申告か、変更申告かにつき、該当する方を■としてください

□ 年度分申告 □ 変更申告 

１ 産学官連携活動等に係る研究費受入等 

(1) 有 無

※ 該当する項目を■としてください

有 □ 無 □ 

(2) 内 容（上記(1)で、「有」のとき、内容を記載してください）

※ 上記(1)で「有」のとき、同一の相手方（団体又は個人）につき、研究テーマごとに記載してくださ

い 

相手方 研究テーマ 活動名 
概 要 

（受入金額や提供を受ける役務等） 
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２ 産学官連携活動等に係る個人的利益 

※ 産学官連携活動等に関し、当該年度において同一の相手方（団体又は個人）からの、項目ごとに基準以

上（※(2)に記載の基準を参照）の個人的な経済的利益（何ら金銭的価値を有するもの全てを含む）の存

在につき、申告してください

(1) 有 無

※ 該当する項目を■としてください

有 □ 無 □ 

(2) 内 容（上記(1)で、「有」のとき、同一相手ごとに内容を記載してください）

相手方① 

項 目 基 準 概要 

株式 

・公開株は発行済株式総数の５％以上を保有

・未公開は、１株以上を保有

※ストックオプションを含む

兼業報酬、 

謝金等 

・兼業報酬、会議等謝金、講演料、原稿料、

特許使用料等の合計が 100万円以上 

※国、地方自治体及び独立行政法人は除く

その他 

・研究活動の公正性・信頼性に疑念を持たれ

る可能性があるもの（旅行の提供、贈答品な

ど） 

相手方② 

項 目 基 準 概要 

株式 

・公開株は発行済株式総数の５％以上を保有

・未公開は、１株以上を保有

※ストックオプションを含む

兼業報酬、 

謝金等 

・兼業報酬、会議等謝金、講演料、原稿料、

特許使用料等の合計が 100万円以上 

※国、地方自治体及び独立行政法人は除く

その他 

・研究活動の公正性・信頼性に疑念を持たれ

る可能性があるもの（旅行の提供、贈答品な

ど） 

設置等の趣旨(資料)-90-



３ その他 

※上記以外で産学官連携活動等に関し、研究活動の公正性、信頼性に疑念を持たれる可能性があるものが

あれば、申告してください

（例：１団体との年間総額 500 万円以上となる業務委託、１団体との年間総額 500 万円以上となる物品

購入） 
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（別記様式２（第 12条第１項関係）） 

異 議 申 立 書 

年  月  日 

  利益相反管理委員会委員長 様 

（所 属） 

（職 名） 

（氏 名） 

年  月  日付け文書にて学長からあった利益相反管理に関する勧告等について、湘南医療大

学利益相反管理規程第 12条第１項の規定により、次のとおり異議を申し立てます。 

【異議申立の内容】 
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湘南医療大学 研究倫理委員会規程 

（目的） 

第１条 この規程は、湘南医療大学研究倫理規程第 16条第３項に基づき、湘南医療大学研究倫理委

員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（委員会設置の目的） 

第２条 湘南医療大学（以下「本学」という。）の教職員、学生及び本学に関連する学外者の教育、

研究（以下「教育、研究等」という。）を、医の倫理に関するヘルシンキ宣言等の趣旨、「臨床研

究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」及び「人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針（平成 29年２月 28日改正）」並びに個人情報保護の法律等に定められている事項に沿っ

て倫理的配慮の下に実践するために必要な事項を審議することを目的に委員会を設置する。 

（構成） 

第３条 委員会は、学長が指名した委員及び学長が委嘱した委員により構成する。 

（１）学長が指名した副学長 

（２）学部長 

（３）研究科長 

（４）保健医療学部看護学科教員 １名以上 

（５）保健医療学部リハビリテーション学科教員 １名以上 

（６）薬学部医療薬学科教員 １名以上 

（７）医系教員 １名 

（８）事務職員 ２名 

（９）学外有識者 ３名 

  ただし、委員の構成は以下の要件を満たすこととする。 

ア 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者

イ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者

ウ 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者

エ 委員会の設置者の所属機関に所属しない者

オ 男女両性で構成されること

カ ５名以上であること

２ 前項第４号から第７号の委員は、関係の教授会の議を経て、学長が指名する。 

３ 第１項第８号の委員は、学長が指名する。 

４ 第１項第９号の委員は、運営管理会議の議を経て、学長が委嘱する。 

５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときはこれを補充し、

その任期は前任者の残任期間とする。 

６ 委員会が必要とするときは、委員以外の有識者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

７ 委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、学長が指名した副学長がなる。 

８ 委員長は、委員会の組織、運営に関する規程、委員名簿並びに開催状況及び審査概要（委員会

が非公開と判断されたものを除く。）を公表する。 

【資料31】
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（招集） 

第４条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、規定の手続きを経た申請又は苦情、告発、相談等（以下「申請」という。）があった

ときは、速やかに委員会を開催しなければならない。 

３ 委員長は、必要に応じて委員会を開催することができる。 

４ 委員から委員会開催の請求があるときは、委員長は委員会を開催しなければならない。 

５ 委員会は、委員の３分の２以上で成立する。 

６ 委員長に事故があるときは、委員の中から委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行す

る。 

（審査の対象） 

第５条 委員会が審査する対象は、次のいずれかに該当する事項とする。 

（１）本学教職員から申請された事項 

（２）教育、研究等の対象となる個人及び団体（以下「対象者」という。）から申請された事項 

（３）学長、学部長、研究科長、学科長又は本学各委員会委員長から諮問された事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項 

（委員会の任務） 

第６条 委員会は、所定の手続を経て申請された前条に規定する教育、研究等を審査する。 

２ 審査の対象となっている教育、研究等の研究責任者又は分担者となっている委員は、当該審査

に関与することができない。 

３ 委員会は、審査を行うに当たって、倫理的及び社会的観点から次の事項に留意するものとする。 

（１）対象者の人権の擁護 

（２）教育、研究等によって生じる対象者の不利益と教育、研究等によって得られる利益又は貢献

の予測 

（３）対象者の理解及び同意 

（申請手続） 

第７条 審査を申請しようとする者は、委員長に提出しなければならない。 

２ 学生の研究に関しては、これを指導する教職員が申請する。 

３ 共同研究に関しては、研究責任者が代表して申請する。 

（判定） 

第８条 審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、議長が必要と認めるときは、

無記名投票により３分の２以上の同意をもって判定することができる。 

２ 判定は、次のいずれかによるものとする。 

（１）研究倫理以外の倫理審査の判定 

ア 倫理的に問題なし

イ 倫理的に問題あり

ウ 非該当

（２）研究倫理審査の判定 

ア 承認

イ 条件付承認

ウ 変更の勧告
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エ 不承認

オ 非該当

３ 審議の経過及び結果は記録として保存し、原則として公表してはならない。ただし、委員会が

必要と認めたときは、申請者の同意を得て公表することができる。 

４ 委員長は、委員会の審査結果を学長及び運営管理会議に報告するものとする。 

（審査結果の通知） 

第９条 委員長は、審議後速やかに、審査結果を申請者に対し書面で通知しなければならない。 

２ 前項の通知は、前条第２項第１号の審査判定の全て及び第２号のイからオの審査判定のときは、

その理由を付さなければならない。 

（再審査） 

第10条 申請者は、審査結果に対し異議のあるときは、再審査を１回に限り申請することができる。 

２ 再審査を申請しようとする者は、その根拠となる資料を添付し、委員長に提出しなければなら

ない。 

３ 研究の倫理審査について再審査の申請を受けたとき、委員長は、直ちに委員会での再審査の手

続きを行わなければならない。 

（調査部会） 

第 11条 委員会は、本学教職員及び学生の教育、研究等に関する研究倫理に反する行為、不当及び

不公正に関する告発、その他苦情及び相談等に関し、調査の必要があるときは、調査部会を置く

ことができる。 

２ 委員会は、調査部会が提出した調査報告書に基づき審査を行う。 

（措置） 

第 12条 学長は、委員会が倫理的に問題あり、あるいは不法行為と認定した被申請者に対し、運営

管理会議の議を経て、必要な措置を講じる。 

（事務） 

第 13条 委員会の事務は、事務部が担当する。 

（補則） 

第 14条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

（規程の改廃） 

第 15条 この規程の改廃は、運営管理会議の議を経て学長が行う。 

  附 則 

この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

この規程は、平成 27年８月 19日から施行する。 

この規程は、平成 28年３月 23日から施行する。 

この規程は、平成 30年４月４日から施行する。 

この規程は、平成 30年５月９日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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ＦＤ研修計画の実施状況一覧〔2015～2022年度〕（開学時計画の実施状況を経年的に示す）。2023/3/3

灰色:計画になかったもの　　　　*ふれあいグループ全体研修会で実施した回数

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

開学年 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目

新任研修 新任研修 新任研修 新任研修 新任研修 新任研修 新任研修

*1回 *1回 *2回 *3回 *1回 *2回 *2回 *2回

2回 4回 14回 14回 10回 7回

参加28名 参加71名 参加81名 参加82名 参加46名 参加38名

2回 3回 4回 8回 8回

参加8名 参加9名 参加24名 参加31名 参加21名

薬学部 2回

リハ 実施せず

施 設 ご と
に、担当教
員と各施設
の実習担当
がオンライ
ン双方向シ
ステムにて
実施。

施 設 ご と
に、担当教
員と各施設
の実習担当
がオンライ
ン双方向シ
ステムにて
実施。

施設ごと
に、担当教
員と各施設
の実習担当
がオンライ
ン双方向シ
ステムにて
実施。

薬学部 実施無 実施無

*1回 *1回 1回

*1回 *1回 2回

*1回 *3回 1回 2回

*1回 *1回 *1回 *1回 1回 1回

*2回 *3回 *3回 1回 1回

*1回 *1回 *1回 1回 1回

*1回 1回

*1回 *1回 *1回 *1回 *1回 *2回 1回 1回

1回 *1回

1回 1回 1回

看護 看護

リハ　3回 リハ　3回 リハ　2回

*1回 *1回 *1回 1回
看護1回
リハ6回

1回(認証評
価への取り
組み)

年2回実施
(2022/8/18
、
2023/3/16)

看護

リハ

区分

①教育方法・学生指導等の
研修

②学生による授業評価と結
果の公表

アンケートは講義・演習はFDネットワークつばさ(山形大学)を利用、臨
地実習は学科独自作成、リフレクションペーパーは学部作成で実施。

看護 実施せず
第1回臨地実習指導者会議(実習委員会主催)終
了後に年1回開催

感染症対策
にて中止

臨地実習指
導者会議(実
習委員会主
催)終了後に
年1回開催

⑧教育改善のための機器利
用の講習

各年度実施している臨床実習指導者会議の中
で、年１回開催。

⑤授業方法改善検討会 *2回 *1回 *3回 *3回 *2回 *3回 3回 1回

⑥他大学の教育方法の伝達

⑦プレゼンテーション技法
の講習

1回 各学科1回

⑨自己点検評価に関する研
修

⑩卒業生の修学･就職･進学
等分析検討

⑪教員・大学としての地域
貢献に関する講習

⑫教員の研究活動の報告
書の発刊
⑬教員と臨床現場との連携
活動検討会

⑭科学研究費等の外部資金
講習会

その他

⑯授業評価、実習評価の妥
当性に関する講習会

大学独自で調査を実施

④臨床実習指
導方法に関す
る講習会

③教員相互の授
業参観と公表

全体研修会
報告1回

カリキュラムワーキング 合同 看護
看護1回
リハ3回

⑮カリキュラムの再検討会

年1回開催 ふれあいグループ医療・教育研究会プログラム・抄録集

【資料32】

設置等の趣旨(資料)-96-



大学院保健医療学研究科 時間割（案）
【前期】健康増進（修士）看護学（博士）

科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室

共

通
英語講読

★

大

森

千

草

共

通
医療倫理学

特論

★

関

根

透

共

通
教育学特論

★

稲

川

英

嗣

共

通
保健福祉学

特論

★

竹

本

与

志

人

共

通
英語講読

★

大

森

千

草

共

通
医療倫理学

特論

★

関

根

透

共

通
教育学特論

★

稲

川

英

嗣

共

通
保健福祉学

特論

★

竹

本

与

志

人

専

門
感染看護学
特論Ⅰ

渡

部

節

子

専

門
感染看護学
特論Ⅲ

渡

部

節

子

専

門
感染看護学
特論Ⅰ

渡

部

節

子

専

門
感染看護学
特論Ⅲ

渡

部

節

子

共

通
医療管理学

特論

★

大

道

久

共

通
研究特論

★

窪

田

和

巳

共

通
医療倫理学

特論

★

大

林

雅

之

共

通
保健医療学
基盤研究

★

古

屋

博

行

専

門
感染看護学
特論Ⅱ

渡

部

節

子

専

門
感染看護学
特論Ⅱ

渡

部

節

子

共

通
医療管理学

特論

★

大

道

久

共

通
研究特論

★

窪

田

和

巳

共

通
医療倫理学

特論

★

大

林

雅

之

共

通
保健医療学
基盤研究

★

古

屋

博

行

5

限

専

門
比較文化
助産論

山

﨑

圭

子

共

通
看護理論

川

本

利

恵

子

専

門

在宅・公衆
衛生学特論

Ⅱ

小

林

紀

明

共

通
保健医療学

特論

喜

多

村

健

共

通
保健医療学

特論

喜

多

村

健

共

通
フィジカル
アセスメント

山

勢

善

江

専

門

地域生活
ケアシステム
学特論

本

田

芳

香

専

門

在宅・公衆
衛生学特論

Ⅰ

小

林

紀

明

専

門

精神保健
医療学特論

Ⅱ

片

山

典

子

専

門
女性保健学
特論Ⅰ

山

﨑

圭

子

専

門
女性保健学
特論Ⅱ

山

﨑

圭

子

専

門
生活支援

医療学特論Ⅰ

山

勢

善

江

専

門

健康支援
ケアシステム
学特論

川

本

利

恵

子

専

門
がん看護学
特論Ⅰ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
特論Ⅰ

渡

邉

眞

理

専

門

精神保健
医療学特論

Ⅰ

片

山

典

子

専

門

生涯発達
ケアシステム
学特論

山

﨑

圭

子

専

門
がん看護学
演習Ⅱ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
演習Ⅱ

渡

邉

眞

理

専

門
生活支援

医療学特論Ⅱ

鶴

見

隆

正

専

門
生活支援

医療学特論Ⅲ

山

勢

善

江

共

通
看護理論

川

本

利

恵

子

専

門

在宅・公衆
衛生学特論

Ⅱ

小

林

紀

明

共

通
家族ケア
特論

牛

田

貴

子

共

通
家族ケア
特論

牛

田

貴

子

共

通
フィジカル
アセスメント

山

勢

善

江

専

門

地域生活
ケアシステム
学特論

本

田

芳

香

専

門

在宅・公衆
衛生学特論

Ⅰ

小

林

紀

明

専

門

精神保健
医療学特論

Ⅱ

片

山

典

子

専

門
女性保健学
特論Ⅰ

山

﨑

圭

子

専

門
女性保健学
特論Ⅱ

山

﨑

圭

子

専

門
生活支援

医療学特論Ⅰ

山

勢

善

江

専

門

健康支援
ケアシステム
学特論

川

本

利

恵

子

専

門

感染
看護学特論

Ⅳ

★

平

野

克

治

専

門

感染
看護学特論

Ⅳ

★

平

野

克

治

専

門

精神保健
医療学特論

Ⅰ

片

山

典

子

専

門

生涯発達
ケアシステム
学特論

山

﨑

圭

子

専

門
がん看護学
演習Ⅱ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
演習Ⅱ

渡

邉

眞

理

専

門
生活支援

医療学特論Ⅱ

鶴

見

隆

正

専

門
生活支援

医療学特論Ⅲ

山

勢

善

江

 … 修士課程の共通科目  … 博士後期課程の共通科目  … 博士後期課程の基礎科目  … 修士課程の専門科目  … 博士後期課程の専門科目※ 表示の説明

前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

土曜日金曜日木曜日

前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

健
康
増
進
・
予
防
領
域
（

修
士
課
程
）

／
看
護
学
領
域
（

博
士
課
程
）

3

限

6

限

7

限

水曜日火曜日月曜日

4

限

後半（6月下旬～8月）前半（4月～6月上旬） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

2

限

1

限

【資料33】

設置等の趣旨(資料)-97-



大学院保健医療学研究科 時間割（案） 【後期】健康増進（修士）看護学（博士）

科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室

1

限

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
多職種協働・
地域連携特論

小

林

紀

明

共

通
研究特論

★

竹

内

文

乃

共

通
研究特論

★

竹

内

文

乃

共
通

臨床薬理学

渡
邉
眞
理

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
多職種協働・
地域連携特論

小

林

紀

明

共

通
保健医療学
実践研究

喜

多

村

健

共

通
高等教育学

★

小

柳

正

司

共
通

臨床薬理学

渡
邉
眞
理

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
多職種協働・
地域連携特論

小

林

紀

明

共

通
保健医療学
実践研究

喜

多

村

健

共

通
高等教育学

★

小

柳

正

司

5

限

専

門
在宅・公衆
衛生学演習

小

林

紀

明

専

門
在宅・公衆
衛生学演習

小

林

紀

明

共

通
看護教育
特論

川

本

利

恵

子

共

通
形態機能・
病態学特論

柴

田

昌

和

共

通
形態機能・
病態学特論

非

常

勤

講

師

共

通
医療

社会学特論

★

景

山

晶

子

共

通
医療

社会学特論

★

景

山

晶

子

共

通
生涯

教育特論

★

小

山

紳

一

郎

共

通
生涯

教育特論

★

小

山

紳

一

郎

専

門
生活支援

医療学演習Ⅱ

鶴

見

隆

正

専

門
生活支援

医療学演習Ⅱ

鶴

見

隆

正

専

門
精神保健
医療学演習

片

山

典

子

専

門
精神保健
医療学演習

片

山

典

子

専

門
女性保健学

演習

山

﨑

圭

子

専

門
女性保健学

演習

山

﨑

圭

子

専

門
がん看護学
特論Ⅱ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
特論Ⅳ

渡

邉

眞

理

専

門

健康支援
ケアシステム
学演習

川

本

利

恵

子

専

門

健康支援
ケアシステム
学演習

川

本

利

恵

子

専

門

生涯発達
ケアシステム
学演習

山

﨑

圭

子

専

門

生涯発達
ケアシステム
学演習

山

﨑

圭

子

専

門
生活支援

医療学演習Ⅰ

山

勢

善

江

専

門
生活支援

医療学演習Ⅰ

山

勢

善

江

専

門

地域生活
ケアシステム
学演習

本

田

芳

香

専

門

地域生活
ケアシステム
学演習

本

田

芳

香

専

門
がん看護学
特論Ⅱ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
特論Ⅳ

渡

邉

眞

理

専

門
在宅・公衆
衛生学演習

小

林

紀

明

専

門
在宅・公衆
衛生学演習

小

林

紀

明

共

通
看護教育
特論

川

本

利

恵

子

共

通
形態機能・
病態学特論

柴

田

昌

和

専

門
がん看護学
特論Ⅲ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
特論Ⅴ

渡

邉

眞

理

専

門

健康支援
ケアシステム
学演習

川

本

利

恵

子

専

門

健康支援
ケアシステム
学演習

川

本

利

恵

子

専

門
生活支援

医療学演習Ⅱ

鶴

見

隆

正

専

門
生活支援

医療学演習Ⅱ

鶴

見

隆

正

専

門
精神保健
医療学演習

片

山

典

子

専

門
精神保健
医療学演習

片

山

典

子

専

門
女性保健学

演習

山

﨑

圭

子

専

門
女性保健学

演習

山

﨑

圭

子

専

門

生涯発達
ケアシステム
学演習

山

﨑

圭

子

専

門

生涯発達
ケアシステム
学演習

山

﨑

圭

子

専

門
生活支援

医療学演習Ⅰ

山

勢

善

江

専

門
生活支援

医療学演習Ⅰ

山

勢

善

江

専

門

地域生活
ケアシステム
学演習

本

田

芳

香

専

門

地域生活
ケアシステム
学演習

本

田

芳

香

専

門
がん看護学
特論Ⅲ

渡

邉

眞

理

専

門
がん看護学
特論Ⅴ

渡

邉

眞

理

 … 修士課程の共通科目  … 博士後期課程の共通科目  … 博士後期課程の基礎科目  … 修士課程の専門科目  … 博士後期課程の専門科目

7

限

※ 表示の説明

健
康
増
進
・
予
防
領
域
（

修
士
課
程
）

／
看
護
学
領
域
（

博
士
課
程
）

6

限

前半（4月～6月上旬）前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

2

限

土曜日

4

限

3

限

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

設置等の趣旨(資料)-98-



大学院保健医療学研究科 時間割（案） 【前期】心身機能（修士）リハビリテーション（博士）

科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室

共

通
英語講読

★

大

森

千

草

共

通
医療倫理学

特論

★

関

根

透

共

通
教育学特論

★

稲

川

英

嗣

共

通
保健福祉学

特論

★

竹

本

与

志

人

共

通
英語講読

★

大

森

千

草

共

通
医療倫理学

特論

★

関

根

透

共

通
教育学特論

★

稲

川

英

嗣

共

通
保健福祉学

特論

★

竹

本

与

志

人

共

通
医療管理学

特論

★

大

道

久

共

通
研究特論

★

窪

田

和

巳

共

通
医療倫理学

特論

★

大

林

雅

之

共

通
保健医療学
基盤研究

★

古

屋

博

行

共

通
医療管理学

特論

★

大

道

久

共

通
研究特論

★

窪

田

和

巳

共

通
医療倫理学

特論

★

大

林

雅

之

共

通
保健医療学
基盤研究

★

古

屋

博

行

5
限

共

通
看護理論

川

本

利

恵

子

共

通
保健医療学

特論

喜

多

村

健

共

通
保健医療学

特論

喜

多

村

健

共

通
フィジカル
アセスメント

山

勢

善

江

専

門
運動・動作
制御学特論

柴

田

昌

和

専

門
地域生活
支援学特論

山

田

拓

実

専

門
呼吸循環
機能学特論

森

尾

裕

志

専

門

身体機能
支援医療学

特論

田

邉

浩

文

専

門
脳機能

回復学特論

鈴

木

雄

介

専

門
運動機能
回復学特論

田

邉

浩

文

共

通
看護理論

川

本

利

恵

子

共

通
家族ケア
特論

牛

田

貴

子

共

通
家族ケア
特論

牛

田

貴

子

共

通
フィジカル
アセスメント

山

勢

善

江

専

門
運動・動作
制御学特論

柴

田

昌

和

専

門
地域生活
支援学特論

山

田

拓

実

専

門
呼吸循環
機能学特論

森

尾

裕

志

専

門

身体機能
支援医療学

特論

田

邉

浩

文

専

門
脳機能

回復学特論

鈴

木

雄

介

専

門
運動機能
回復学特論

田

邉

浩

文

 … 修士課程の共通科目  … 博士後期課程の共通科目  … 博士後期課程の基礎科目  … 修士課程の専門科目  … 博士後期課程の専門科目

心
身
機
能
回
復
領
域
（

修
士
課
程
）

／
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学
領
域
（

博
士
課
程
）

3
限

4
限

6
限

7
限

2
限

1
限

※ 表示の説明

前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

土曜日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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大学院保健医療学研究科 時間割（案） 【後期】心身機能（修士）リハビリテーション（博士）

科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室
科目名

教

員

名

教

室

1
限

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
多職種協働・
地域連携特論

小

林

紀

明

共

通
研究特論

★

竹

内

文

乃

共

通
研究特論

★

竹

内

文

乃

共

通
臨床薬理学

渡

邉

眞

理

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
多職種協働・
地域連携特論

小

林

紀

明

共

通
保健医療学
実践研究

喜

多

村

健

共

通
高等教育学

★

小

柳

正

司

共

通
臨床薬理学

渡

邉

眞

理

共

通
コンサル

テーション論

渡

邉

眞

理

共

通
多職種協働・
地域連携特論

小

林

紀

明

共

通
保健医療学
実践研究

喜

多

村

健

共

通
高等教育学

★

小

柳

正

司

5
限

専

門
運動機能
回復学演習

田

邉

浩

文

専

門
運動機能
回復学演習

田

邉

浩

文

共

通
看護教育
特論

川

本

利

恵

子

共

通
形態機能・
病態学特論

柴

田

昌

和

共

通
形態機能・
病態学特論

非

常

勤

講

師

共

通
医療

社会学特論

★

景

山

晶

子

共

通
医療

社会学特論

★

景

山

晶

子

共

通
生涯

教育特論

★

小

山

紳

一

郎

共

通
生涯

教育特論

★

小

山

紳

一

郎

専

門
脳機能

回復学特論

鈴

木

雄

介

専

門
脳機能

回復学特論

鈴

木

雄

介

専

門

身体機能
支援医療学

演習

田

邉

浩

文

専

門

身体機能
支援医療学

演習

田

邉

浩

文

専

門
運動・動作
制御学演習

柴

田

昌

和

専

門
運動・動作
制御学演習

柴

田

昌

和

専

門
呼吸循環
機能学演習

森

尾

裕

志

専

門
呼吸循環
機能学演習

森

尾

裕

志

専

門
地域生活
支援学演習

山

田

拓

実

専

門
地域生活
支援学演習

山

田

拓

実

専

門
運動機能
回復学演習

田

邉

浩

文

専

門
運動機能
回復学演習

田

邉

浩

文

共

通
看護教育
特論

川

本

利

恵

子

共

通
形態機能・
病態学特論

柴

田

昌

和

専

門
運動・動作
制御学演習

柴

田

昌

和

専

門
運動・動作
制御学演習

柴

田

昌

和

専

門
呼吸循環
機能学演習

森

尾

裕

志

専

門
呼吸循環
機能学演習

森

尾

裕

志

専

門
脳機能

回復学特論

鈴

木

雄

介

専

門
脳機能

回復学特論

鈴

木

雄

介

専

門

身体機能
支援医療学

演習

田

邉

浩

文

専

門

身体機能
支援医療学

演習

田

邉

浩

文

専

門
地域生活
支援学演習

山

田

拓

実

専

門
地域生活
支援学演習

山

田

拓

実

 … 修士課程の共通科目  … 博士後期課程の共通科目  … 博士後期課程の基礎科目  … 修士課程の専門科目  … 博士後期課程の専門科目

心
身
機
能
回
復
領
域
（

修
士
課
程
）

／
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学
領
域
（

博
士
課
程
）

6
限

7
限

※ 表示の説明

前半（4月～6月上旬）前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

4
限

3
限

2
限

後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月） 前半（4月～6月上旬） 後半（6月下旬～8月）

土曜日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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湘南医療大学特別任用教員に関する規程 

（平成 29年 2月 1日） 

最新改正（令和３年４月１日） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、湘南医療大学（以下「本学」という。）における教育職の特別任用に関し、必

要な項目を定める。 

（特別任用教員の職名） 

第２条 本学における特別任用による教育職（以下「特別任用教員」という。）の職名は次の各号の

とおりとする。 

（１）特任教授 

（２）特任准教授 

（３）特任講師 

２ 職名は、特別任用される者の研究教育又は専門分野での業績により定めるものとする。 

（対象者の範囲） 

第３条 本学が特別任用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）本学又は他の大学を定年退職した者で、本学の教育・研究に特に必要なもの 

（２）専門分野での業績が顕著で、本学の教育・研究に特に必要な者 

（３）本学の学部等の新設・改組の実施に特に必要な者 

（４）本学の新しい教育プログラムの遂行に特に必要な者 

（選考の方法） 

第４条 特別任用教員の選考は、運営管理会議の議を経て理事長が決定する。 

（雇用契約） 

第５条 特別任用教員の任用は、双方同意の上で、雇用契約を締結し行う。 

２ 前条の雇用契約には次に掲げる事項を明記しなければならない。 

（１）雇用契約の期間 

（２）委嘱する業務 

（３）勤務日数・時間等 

（４）給与・諸手当等 

（任用の期間） 

第６条 特別任用教員の任用期間は、原則として１年とする。 

２ 本規程第３条各号のいずれかによる特別な事情がある場合に限り、前項の任用期間を更新する

ことができる。 

３ 前項の規定に関わらず、最初の契約から５年、又は満 70歳を超えた者を任用及び任用期間を更

新することはできない。 

【資料34】
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（服務・給与等） 

第７条 特別任用教員の服務等は、個別に締結する雇用契約書のほかは、別に本学園が定める就業

規則（非常勤職員）を適用し、定めのない部分については就業規則を準用する。 

２ 特別任用教員の給与・諸手当は、学長が雇用契約において個々に定めることとする。ただし、

特別任用教員に対して退職金は支給しない。 

（役付教育職への就任） 

第８条 特別任用教員は、原則として役付教育職には就けないものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、当該本人を役付教員に就けるやむを得ない特別な事情があり、かつ理

事長の了承を得た場合に限り、特別任用教員を役付教育職に就けることができる。 

（教授会） 

第９条 特別任用教員は、学長が必要と認めた場合に限り、教授会又は研究科委員会で意見を述べ

ることができる。 

（研究室） 

第 10条 特別任用教員に対しては、学長が必要と認めた場合に限り、研究室を与えることができる

ものとする。 

（研究費及び研究活動） 

第 11条 特別任用教員に対しては、学長が必要と認めた場合に限り、個人研究費を配分するものと

する。個人研究費の取扱いは本学個人研究費規程を準用する。 

２ 研究活動は、本学の定める諸規程及び規則に従い行うものとする。 

（例外的な取り扱い） 

第 12条 特別任用教員に関し、やむを得ない特別な事情により本規程の定めによらず任用する場合

は、運営管理会議の議を経て、理事長が決定する。 

（補足） 

第 13条 本規程に定めるもののほか、特別任用教員に関して必要な事項は、運営管理会議の議を経

て、理事長が別に定める。 

（改廃） 

第 14条 この規程の改廃は、運営管理会議の議を経て、理事長が行う。 

  附 則 

この規程は、平成 29年２月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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【資料 35】 
教員組織方針 

本学の理念「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」に基づき、学長の強いリーダーシップの下、
本学の強み・特色を生かした機能強化を一層推進するとともに、多様性を尊重し、教育研究活動
の更なる活性化を図り、地域医療に貢献する大学として発展するため、以下のとおり教員組織計
画を学長が裁定する。 

１．教員の配置 
保健医療福祉教育分野の研究と教育の基盤を構築して、地域に貢献すると同時に持続的な発

展を導く大学経営を実現し、ステークホルダーに高く評価される知的資産を生み出す教育研究
拠点を整備するため、機能強化の方向性を踏まえた分野に、下記のとおり教員を補充し、配置す
る。 

大学院博士後期課程において、定年退職となる承継職員ポストに欠員（早期退職や辞職等を含
む。）が生じた場合は、運営管理会議で補充等を審議・決定する。なお、補充する場合には、若
手教員（採用時 30 歳台後半から 50 歳台前半をいう。以下同じ。）の採用を優先的に検討する。 

２．採用方針 
多様な人材による教育研究活動の活性化を図るため、内部教員の昇格のほかに、若手教員及び

外部人材の採用を行う。併せて優秀な人材確保のため、枠組みにとらわれない登用を推進する。 
（１）多様性の推進
①年齢構成の適正化（各年代が同数程度の構成）を図るとともに、若手教員の育成・活躍促
進を後押しし、持続可能な教育研究体制を構築する。上位ポストの下位流用を積極的に活用
することにより、若手教員採用比率６０％以上を目指す。
②多様性環境の実現を推進するとともに、ジェンダード・イノベーション創出に向け、指導的立
場も含めて女性教員の活躍を促進し、女性教員採用比率を高める。
※2023 年 5 月 1 日現在、本学は、専任教員数 107 名に対して男性教員 55 名（51.4％）、女性教
員 52 名（48.6％）であり、ほぼ同比率である。
③イノベーション創出に向けて、医療施設等の外部人材の登用も促進する。

（２）公募及びダイレクトリクルーティングによる登用の徹底
教育力、研究力を更に向上させるため、アカデミック・インブリーディングのほか、公募によ

る登用を推奨し、研究業績の高い人材及び科研費等外部資金獲得力の高い人材を登用する。併せ
てダイレクトリクルーティング（選考分野における研究者情報を収集・分析し、積極的にアプロ
ーチ）により優秀な研究者を発掘する。 
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